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   平生町告示第14号 

    平成18年第４回平生町議会定例会を、次のとおり招集する。 

       平成18年８月31日 

                             平生町長 山田 健一 

   １ 期 日  平成18年９月14日 

   ２ 場 所  平生町議会議事堂 

────────────────────────────── 

   ○開会日に応招した議員 

新本 俊彦君         渕上 正博君 

藤村 政嗣君         山名 喬二君 

細田留美子さん         柳井 靖雄君 

河内山宏充君         増野 洋樹君 

河本 史朗君         吉國  茂君 

鍛治原重雄君         安村 忠男君 

福田 洋明君         川本 健吾君 

平岡 正一君                

────────────────────────────── 

   ○９月１５日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

   ○９月２６日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

   ○応招しなかった議員 

曽田 文彦君                

────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────── 

平成18年 第４回（定例）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           平成18年９月14日（木曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       平成18年９月14日 午前９時00分開会 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 諸般の報告 

    日程第４ 議案第１号 山口県市町村災害基金組合の解散に関する協議について 

    日程第５ 議案第２号 山口県市町村災害基金組合の解散に伴う財産処分に関する

協議について 

    日程第６ 議案第３号 山口県市町村職員退職手当組合の解散に関する協議につい

て 

    日程第７ 議案第４号 山口県市町村職員退職手当組合の解散に伴う財産処分に関

する協議について 

    日程第８ 議案第５号 山口県市町村消防団員補償等組合の解散に関する協議につ

いて 

    日程第９ 議案第６号 山口県市町村消防団員補償等組合の解散に伴う財産処分に

関する協議について 

    日程第10 議案第７号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に関する

協議について 

    日程第11 議案第８号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に伴う財

産処分に関する協議について 

    日程第12 議案第９号 山口県市町村公平委員会の共同設置の廃止に関する協議に

ついて 

    日程第13 議案第10号 山口県自治会館管理組合の解散に関する協議について 

    日程第14 議案第11号 山口県自治会館管理組合の解散に伴う財産処分に関する協

議について 

    日程第15 議案第12号 山口県市町総合事務組合の設立について 

    日程第16 議案第13号 平成１８年度平生町一般会計補正予算 

    日程第17 議案第14号 平成１８年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予
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算 

    日程第18 議案第15号 平成１８年度平生町交通災害共済事業特別会計補正予算 

    日程第19 議案第16号 平成１８年度平生町老人医療事業特別会計補正予算 

    日程第20 議案第17号 平成１８年度平生町下水道事業特別会計補正予算 

    日程第21 議案第18号 平成１８年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計補正予

算 

    日程第22 議案第19号 平成１８年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算 

    日程第23 議案第20号 平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一

部を改正する条例 

    日程第24 議案第21号 平生町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

    日程第25 議案第22号 柳井地区広域消防組合規約の変更について 

    日程第26 議案第23号 町営土地改良事業の変更について 

    日程第27 認定第１号 平成１７年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定について 

    日程第28 認定第２号 平成１７年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳

出決算の認定について 

    日程第29 認定第３号 平成１７年度平生町佐合島渡船事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

    日程第30 認定第４号 平成１７年度平生町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

    日程第31 認定第５号 平成１７年度平生町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第32 認定第６号 平成１７年度平生町老人医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第33 認定第７号 平成１７年度平生町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

    日程第34 認定第８号 平成１７年度平生町水産廃棄物処理事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

    日程第35 認定第９号 平成１７年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

    日程第36 認定第10号 平成１７年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

    日程第37 認定第11号 平成１７年度平生町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決
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算の認定について 

    日程第38 報告第１号 平成１７年度平生町財政基金の運営及び収支会計の状況報

告 

    日程第39 報告第２号 平成１７年度平生町育英基金の運営及び収支会計の状況報

告 

    日程第40 報告第３号 平成１７年度平生町土地開発基金の運営及び収支会計の状

況報告 

    日程第41 報告第４号 平成１７年度平生町公共施設建設基金の運営及び収支会計

の状況報告 

    日程第42 報告第５号 平成１７年度平生町ふるさと振興基金の運営及び収支会計

の状況報告 

    日程第43 報告第６号 平成１７年度平生町減債基金の運営及び収支会計の状況報

告 

    日程第44 報告第７号 平成１７年度平生町地域福祉基金の運営及び収支会計の状

況報告 

    日程第45 報告第８号 平成１７年度平生町大田教育文化基金の運営及び収支会計

の状況報告 

    日程第46 報告第９号 平成１７年度平生町まちづくり基金の運営及び収支会計の

状況報告 

    日程第47 報告第10号 平成１７年度平生町国民健康保険事業基金の運営及び収支

会計の状況報告 

    日程第48 報告第11号 平成１７年度平生町介護給付費準備基金の運営及び収支会

計の状況報告 

    日程第49 一般質問及び質疑 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

    日程第２ 会期の決定（１３日間） 

    日程第４ 議案第１号 山口県市町村災害基金組合の解散に関する協議について 

    日程第５ 議案第２号 山口県市町村災害基金組合の解散に伴う財産処分に関する

協議について 

    日程第６ 議案第３号 山口県市町村職員退職手当組合の解散に関する協議につい

て 
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    日程第７ 議案第４号 山口県市町村職員退職手当組合の解散に伴う財産処分に関

する協議について 

    日程第８ 議案第５号 山口県市町村消防団員補償等組合の解散に関する協議につ

いて 

    日程第９ 議案第６号 山口県市町村消防団員補償等組合の解散に伴う財産処分に

関する協議について 

    日程第10 議案第７号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に関する

協議について 

    日程第11 議案第８号 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合の解散に伴う財

産処分に関する協議について 

    日程第12 議案第９号 山口県市町村公平委員会の共同設置の廃止に関する協議に

ついて 

    日程第13 議案第10号 山口県自治会館管理組合の解散に関する協議について 

    日程第14 議案第11号 山口県自治会館管理組合の解散に伴う財産処分に関する協

議について 

    日程第15 議案第12号 山口県市町総合事務組合の設立について 

    日程第16 議案第13号 平成１８年度平生町一般会計補正予算 

    日程第17 議案第14号 平成１８年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算 

    日程第18 議案第15号 平成１８年度平生町交通災害共済事業特別会計補正予算 

    日程第19 議案第16号 平成１８年度平生町老人医療事業特別会計補正予算 

    日程第20 議案第17号 平成１８年度平生町下水道事業特別会計補正予算 

    日程第21 議案第18号 平成１８年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計補正予

算 

    日程第22 議案第19号 平成１８年度平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算 

    日程第23 議案第20号 平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一

部を改正する条例 

    日程第24 議案第21号 平生町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

    日程第25 議案第22号 柳井地区広域消防組合規約の変更について 

    日程第26 議案第23号 町営土地改良事業の変更について 

    日程第27 認定第１号 平成１７年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定について 

    日程第28 認定第２号 平成１７年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳
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出決算の認定について 

    日程第29 認定第３号 平成１７年度平生町佐合島渡船事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

    日程第30 認定第４号 平成１７年度平生町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

    日程第31 認定第５号 平成１７年度平生町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第32 認定第６号 平成１７年度平生町老人医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第33 認定第７号 平成１７年度平生町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

    日程第34 認定第８号 平成１７年度平生町水産廃棄物処理事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

    日程第35 認定第９号 平成１７年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

    日程第36 認定第10号 平成１７年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

    日程第37 認定第11号 平成１７年度平生町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決

算の認定について 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 新本 俊彦君       ２番 渕上 正博君 

３番 藤村 政嗣君       ５番 山名 喬二君 

６番 細田留美子さん       ７番 柳井 靖雄君 

８番 河内山宏充君       ９番 増野 洋樹君 

10番 河本 史朗君       11番 吉國  茂君 

12番 鍛治原重雄君       15番 安村 忠男君 

16番 福田 洋明君       17番 川本 健吾君 

18番 平岡 正一君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

13番 曽田 文彦君                 
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────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 角田 光弘君       書記 吉岡 文博君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 山田 健一君  教育長 ………………… 合頭 興亞君 

政策調整室長兼出納室長 ………………………………………………… 佐竹 秀道君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 …………………………………… 高木 哲夫君 

企画課長 ……………… 吉賀 康宏君  町民課長 ……………… 田尾 正昭君 

税務課長 ……………… 洲山 和久君  健康福祉課長 ………… 河野 孝之君 

経済課長兼農業委員会事務局長 ………………………………………… 松井  稔君 

建設課長 ……………… 安村 和之君  佐賀出張所長 ………… 木谷  巌君 

教委総務課長 ………… 福本 達弥君  教委社会教育課長 …… 弘中 賢治君 

財務班長 ……………… 池田 真治君                     

────────────────────────────── 

午前９時00分開会・開議 

○議長（平岡 正一君）  ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますので、

これより、平成１８年第４回平生町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（平岡 正一君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１０９条の規定により、議長において、安村忠男議員、福田洋

明議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（平岡 正一君）  日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月２６日までの１３日間といたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平岡 正一君）  御異議なしと認めます。よって、会期は１３日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（平岡 正一君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 諸般の報告につきましては、お手元に配布しております議会日誌、議員派遣の件、議員派遣の

報告のほか、地方自治法第２３５条の２第３項の規定による平成１８年７月分、８月分及び９月

分の例月出納検査の結果報告、並びに地方自治法第１２１条の規定による本定例会における議案

等の説明のため出席を求めた者及び委任を受けた者の職氏名の報告は、お手元に配布の文書のと

おりであります。 

 これをもって、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１号 

日程第５．議案第２号 

日程第６．議案第３号 

日程第７．議案第４号 

日程第８．議案第５号 

日程第９．議案第６号 

日程第１０．議案第７号 

日程第１１．議案第８号 

日程第１２．議案第９号 

日程第１３．議案第１０号 

日程第１４．議案第１１号 

日程第１５．議案第１２号 

○議長（平岡 正一君）  日程第４、議案第１号山口県市町村災害基金組合の解散に関する協議に

ついてから、日程第１５、議案第１２号山口県市町総合事務組合の設立についてまでの件を、一

括議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。山田町長。 

○町長（山田 健一君）  議員の皆さん、おはようございます。 

 まず初めに、秋篠宮家に第３子、初の男児誕生を心からお喜び申し上げたいと思います。

１２日に命名の儀が行われまして、悠仁親王と名づけられました。今後のお健やかな御成長をお

祈り申し上げたいと思います。 
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 ６月定例会で５月の日照時間が短いお話をさせていただきましたけれども、梅雨入りは平年よ

り遅かったわけでもないのに、梅雨明けは昨年より９日遅い７月２６日でございました。７月

１８日から梅雨明け前の集中豪雨は、当地方にさほどの影響はありませんでしたけれども、梅雨

前線の南下、北上により、鹿児島県から長野県に至るまで、各所で被害が続出いたしました。中

でも、鹿児島、宮崎では、降り始めからの雨量が数日間で１,２００ミリを超し、それは想像を

超えるものでありまして、当地方の年間平均降雨量が１,５００から１,６００ミリということを

考えますと、数日の間にその７割から８割が集中したことになりまして、もし平生がと考えたと

きには背筋が寒くなる思いがいたしました。「平成１８年集中豪雨」と名づけられましたように、

今年の雨も日本各地に被害のつめ跡を残しました。その中で特に関心を寄せたことは、鹿児島県

のある市での避難者への対応についての新聞報道であります。それは、避難所の住民への食事提

供を「だめだ」と判断したことであります。合併前の町では当然のごとく提供していたようであ

りますが、合併後は「提供しない方がいい」という指示でもって、「合併してサービスが悪くな

った」というコメントつきでありました。本町においても最近は自主避難が続く状況にありまし

て、宿泊を余儀なくされる場合、食事の提供はどうするべきか、実際に本町も対策会議等で協議

した経緯もありまして、悩ましい問題でありますが、原則、自主避難については自分持ちを貫い

ているものであります。数時間ならまだしも、数日という状況に置かれた場合は、炊き出しなど

考慮すべきものと肝に銘じた次第であります。 

 梅雨明けの遅れた理由は、列島上空を流れる偏西風が南に蛇行し、梅雨前線が北上できずに日

本列島付近に停滞したことによるものでありまして、各地の降水量は平年の２倍程度で、本町に

あっても、６月、７月の２カ月間の降雨量が７８４.５ミリを記録し、それは、昨年の大体

１.５倍というものでありました。前線の停滞により、梅雨明けは８月にずれ込むのではないか

と心配されました。山口県を除く中国から関東甲信地方が７月３０日までずれ込み、昨年より

１２日遅れ、東北に至っては８月２日でありました。その後は猛暑、酷暑の夏へと移行し、今は

台風シーズンの真っただ中に位置しているところであります。 

 台風発生について、昨年同時期で１５個の発生でありまして、１４号が９月上旬に当地方に上

陸、今年は発生数も少なく、まだ１３号であります。盆明けには台風１０号が迷走して小笠原諸

島を経て、紀伊半島四国沖から九州宮崎に上陸するという、台風は西から東へという定説を覆す

コースをたどりました。高気圧等の配置によるものか、この台風の速度はまことにゆっくりした

ものでありまして、長時間、強風域に山口県は入っておりましたものの、風や雨の被害に見舞わ

れることなく、大過なく通過していきました。今後も、大型台風の襲来なくこのまま推移してく

れればと思っているところであります。 

 そのさなか、定められました平成１８年第４回平生町議会定例会を開催いたしましたところ、
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議員の皆様におかれましては御多忙中にもかかわりませず多数の御出席を賜りまして、まことに

ありがとうございます。 

 さて、今年の夏も相変わらず全国から水の事故が届きました。今年に限って言えば、水の事故

で町民が犠牲になりました。錦川でビーチボールを追いかけて、深みに足をとられておぼれたと

いうことのようでありますが、２０歳という若さでの他界は、本人はもとより御家族にとっても

悔いの残る人生ではなかったかと、つくづく感じるところであります。改めて御冥福を祈りたい

と思います。 

 水の事故と言えば、埼玉県ふじみ野市の市民プールでの小学校２年生女児の給水口吸い込みに

よる死亡事件が特筆されます。脳幹損傷という死亡原因から即死であることがうかがわれるわけ

でありますが、直径３０センチのパイプに吸い込まれ、楽しいはずのプールでの遊びが、一転、

死の旅になろうとは、本人にとって知るよしもなかったことであります。ここでも危機管理が問

われております。安全のための柵がなぜ取り除かれたのか。監視員が危険であることを周知でき

なかったのか。市から委託を受けた業者は孫請とも言われておりまして、管理のずさんさが指摘

されてもしようがない事例でありました。その後、全国一律にプールの安全点検が調査されまし

た。本町においてはそのような安全性が問われるものはありませんでしたが、平素からのチェッ

ク体制の充実と危機管理の必要性を再認識したところであります。「官から民へ」の流れの中で

スタートした「指定管理者制度」や、規制緩和に伴うチェック体制、公的施設の安全管理につい

て、行政の責任を再確認するよう指示したところであります。 

 この水死に限らず、子供に関する事件は減少することなく、ますます増加の一途をたどる昨今

であります。秋田県藤里の事件は、母親が自分の子も手にかけたということがはっきりし、「我

が子でありながら疎ましくなった」という発言は、親子関係、人間関係の原点が崩れているとし

か思えません。 

 福島で起きた児童虐待の実態にも怒り心頭に発するところであります。 

岩手で起きた母娘の殺人死体遺棄事件、熊本でも同様の殺人死体遺棄、近くは、周南市での高

専女子学生殺人事件など、続発いたしております。この女子学生の事件も真相は蚊帳の外で、加

害者、被害者とも人生を狂わせた代償は大きいと言わなければなりません。 

東京都町田市では、２１歳の娘を両親が家庭内暴力に悩み、就寝中に包丁で殺害するというこ

とも起こり、真実はわからないまでも、社会で自分の存在を示すことができない気持ち、やり場

のない気持ちが暴力に発展したのではないかと思われてなりません。現在の家庭状況の縮図とも

言えるのではないかと判断いたしておりますし、こうした世情の解消こそ、今を生きる我々の務

めであるとも認識いたしております。 

 続いて、奈良の田原本町の放火事件での母と子２人の死亡。埼玉吉川市での中学１年生が自宅
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に放火し、小学校６年の弟が死亡するという事件。稚内での高校１年生による母親殺害など、家

庭内の問題をそういう形でしか解決の道を見つけられない子供たちが、かわいそうでなりません。

家庭や社会が一つになって、その子の将来を考えてやらなければいけない時代でありながら、な

かなか周囲がそれに気づいていないようなことがうかがわれます。このような昨今の痛ましい事

件の連続は、現代社会の抱えている深刻な問題を浮き彫りにしております。子が親を殺し、親が

子を殺す。また、虐待は児童から高齢者に至るまで、自分の欲望が優先し、人間としての価値観

や命の尊厳が忘れ去られ、人間性を喪失しているとしか言えません。 

 今年の２４時間テレビのテーマが「絆」でありました。さまざまな世界で絆を感ずる事例が紹

介されましたように、今、絆の言葉を忘れることなく、家族、友人、社会、企業、世界、人類が

大切にしなければならないものだと言えます。 

 ここで、スポーツの話題を二つほどしておきたいと思います。 

６月に行われましたサッカーワールドカップでの一次リーグでの敗退は、残念の一言に尽きま

す。勝負に対する執念の点で対戦国を上回ることができなかったのか、日本最強世代と言われた

チームには不本意の結末と言えるものでありました。早速、２０１０年の南アフリカでのワール

ドカップを目指してオシム体制が出発いたしました。今後、どのように代表チームが生まれ変わ

っていくのか、楽しみでもある現在であります。オシム語録に「ライオンに襲われたウサギが肉

離れをしますか」とありますが、どんな言葉ももっともなことを発言されているだけなんであり

ますが、どことなく説得力があるように思われてなりません。 

 夏の甲子園は感動いたしました。駒大苫小牧の７３年振りの３連覇か、早稲田実業の初優勝か。

手に汗握る熱戦は、３３年振りの引き分け再試合という球史に残る名勝負でありました。２人の

エースの息詰まる投手戦と、打者の何としても打つんだという気迫は、高視聴率をマークしたよ

うに、野球のだいご味と高校野球の魅力を最大限届けてくれました。両校のナインに本当にお疲

れさまでしたと言葉をかけたい心境であります。春のＷＢＣ日本代表の優勝とあわせ、今年のス

ポーツ界を代表する出来事の一つと言えます。 

 それでは、６月定例会以降の主な動きについて触れてみたいと存じます。 

 まず、地方交付税の状況であります。 

 国の当初予算が対前年度比５.８％減の計上から、ある程度の減額を見込み予算計上しており

ましたものの、確定後の数値は１億１,１２５万７,０００円の減少となり、率にして６.９％も

の高い率になりました。前年度の確定値からすると７.１％となるものであります。その主な原

因は、制度改正や景気回復に伴う個人・法人町民税の増収でありますが、後ほど補正予算でお願

いすることになりますが、交付税の減額補正は記憶にないところの措置のようであります。さら

に、新型交付税と申しますか、算定を人口や面積で決める簡素なものにするとした場合、今まで
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以上の減額となることも予測され、国の地方財政対策に、もっとしっかり現状を見きわめて公平

な税財源の配分をしていただきたいと、強く申し上げていかなければなりません。 

 自民党総裁選において、候補者が異口同音に地方の大切さの発言を繰り返しておられますが、

来週２０日の総裁選から２６日に予定されておる臨時国会での首相指名という一連の流れの中で、

今後の日本全体の発展を念頭に政治を展開していただきたいと、強く地方六団体を通じ要請して

まいりたいと考えております。 

 市町合併についても触れておきます。 

 県は、７月に「山口県市町合併構想」を発表し、あわせて「新市町合併支援プラン」を決定い

たしました。これまでにも議論がありましたように、山口県を９つの市に集約するというもので、

内容は中核市や特例市を目指すもの、それから生活圏域や小規模市町の解消を目指すものという

考え方であります。平成２２年３月までの合併新法の期限までに各市町が主体的に取り組みを進

め、地域の将来のあり方について広く議論が展開されることを期待するものと結んでおります。 

 この地方にあっては当初の枠組みが継承されておりまして、小規模自治体の解消、生活圏域の

一体化が大きな理由と思われます。６月にも申し上げましたように、この地域の大同団結の気持

ちは不変でありまして、今後とも、熊毛郡３町の足並みを揃えながら、気運が高まるように、適

時適切に対処してまいりたいと考えております。 

 次に、まちづくりのポイントとして「協働」を掲げ、町民と一体となった行政を進めていると

ころでありますが、町民の元気なことについて触れておきます。 

 まず、「地域の力発揮事業」につきましては、前年に引き続き、今年上半期の募集をいたしま

したところ、４団体の事業に交付決定をいたしたところであります。この事業は、町民が主体的

に企画、運営、実施するものでありまして、これまでの行政主導型から住民主導型への移行とと

もに、地域の活力を住民自らが発揮できるという、本当に自分たちの知恵で自分たちの地域づく

りができるというものであります。 

 さらに、町主導の海岸清掃は平成１６年度でピリオドを打ちましたが、あまりにもごみの漂着

が多い海岸線を美しく保ちたいという願いから、今年の夏は、田名と尾国地区で、住民主導によ

る海岸でのごみ拾いが実施されました。私も機会あって参加させていただきましたけれども、地

域の熱意というものを肌で感じて嬉しく思ったところであります。 

 立春から数えて２１０日目が、この９月１日でありました。ちょうど「防災の日」ということ

で、危機管理の話題を課長会議で出しておきましたが、これからの台風の襲来に備え、下関気象

台の協力を得て「防災気象懇談会」を開催したことも、協働型行政を目指す上で効果があったと

思っております。当日は、６０人余りの町民の方々に出席をいただきまして、気象予報の見方、

考え方について研修いたしました。 
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今、策定中であります「平生町国民保護計画」や、災害対策で策定を求められております「災

害時要援護者支援マニュアル」、「避難勧告等の判断基準」、「避難所運営マニュアル」など、

担当の方で、暑い夏にもかかわらず、一生懸命努力を続けてまいりました。報告しておきたいと

思います。 

 次に、少子・高齢化、世界一の話題であります。 

 総務省が６月３０日に発表した国勢調査の抽出速報結果によりますと、６５歳以上の高齢者は

２,６８２万人で、総人口に占める割合が２１.０％に達し、２００５年国連推計で最高のイタリ

アの２０.０％を上回り、世界一になったというものであります。一方、１５歳未満の人口は

１,７４０万人で１３.６％、同推計で最低のブルガリア１３.８％、イタリア１４％を抜いて世

界最低となりました。世界一といっても褒められるものではなく、嬉しくない称号だと言わなけ

ればなりません。 

 このことは、合計特殊出生率が１.２５に落ち込んだという結果をあからさまにあらわしてい

るもので、将来が懸念されるところでありますけれども、この前、少し嬉しいニュースが届いて

おります。それは、今年上半期の出生数が６年振りに増加に転じ、山口県においても同様の出生

増加が続いているという報道であります。このことは、出生に歯どめがかかったと手放しで喜ぶ

わけにはいきませんが、多少期待しているところであります。原因分析を見ますと、雇用の改善

が結婚・出産を促している可能性があり、婚姻も前年同期比で１万組増えているとのことで、経

済力の安定も生活基盤確立の一つであると再認識いたしたところでありますが、長期的な出生率

の低下に歯どめがかかったという判断は、まだまだできないと言えます。 

 高齢化に関連して、平均寿命は女性が８５.４９歳、男性が７９.５３歳となり、女性は２１年

連続世界一、男性は２００４年の２位から４位へ転落し、順位は香港、アイスランド、スイスと

いうことになっております。まもなく敬老の日を迎え、今年も高齢者を招待しての「敬老の日」

の式典を行うことにいたしておりますが、先日、二井県知事が１００歳を迎えた竪ケ浜西の吉浦

ハルさんのお宅にお祝いに来られました。同行して、一緒に御長寿のお祝いをさせていただきま

したが、その足で、知事は地方上の松田愿さん宅にも訪問され、１０６歳の御長寿のお祝いの言

葉をかけられました。これは、１００歳の際に県知事が訪問されて以来、毎年、松田さんが年賀

状をしたためられてきたことが知事の脳裏に刻まれておりまして、非公式で訪ねられたものであ

ります。来週の１８日には、各会場で平生町発展の礎づくりに貢献されてこられた方々にお礼を

申し上げ、お祝いの言葉をかけさせていただくつもりであります。 

 しかしながら、高齢者を取り巻く社会保障制度が、国の財政問題や現下の少子・高齢社会の中

で大きく変化を遂げようといたしております。それは、６月の際にも申し上げましたように、老

人医療制度の改正であります。医療制度全体が見直される中にあって、老人医療も現役並みの所
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得のある方は負担が現役並みと、昭和４８年の老人医療無料化から数えて３３年、高齢者にとっ

ては不満の声が高まりそうな改革となります。それでなくても、税制改革に伴う老年者控除、非

課税措置の廃止や公的年金控除も縮小され、各地で問い合わせが続出している状況でありまして、

改革の痛みが高齢者を直撃することがないように、少子・高齢化の負担のあり方や生活保障の再

構築が求められていると言えます。 

 先般、大野地区で地区社協が設立されました。本格的な活動は今後の協議にゆだねられている

ところでありますけれども、地域のことを地域で取り組んでいこうという一つのあらわれであり

まして、自主防災組織ともども期待いたしておるところであります。 

 最近、へき地診療に携わる医師の確保が大きな社会問題となっておりますが、このままでは地

域医療が崩壊し、医療の地域間格差が広がってしまうおそれがあります。一昨年からの新臨床研

修医制度によって研修医が大都市の病院に集中したため、大学の医局を窓口に地方病院へ医師を

派遣してきた今までのシステムが崩れたことが影響いたしております。 

 現実に、ここ周東病院でも小児科医不在の危機に直面いたしております。国は制度の見直しを

含めて、地方への医師の適正配置について指導力を発揮すべきだと考えておりますが、同時に、

関係自治体としても、関係病院や地元の医師会、大学と知恵を出し合いながら、地域住民が安心

して暮らしていける医療体制を築くよう、努力していかなければならないと考えます。 

 次に、県内の郵便局再編計画に触れておきます。 

 来年１０月から民営化、分社化を前に、６月２８日に日本郵政公社中国支社が発表した内容に

よりますと、県内４３局が、この９月から無集配局となりました。都道府県では５番目に多いも

のとなっておりますが、人口減に伴う過疎化によるものではないかと判断されます。平生局は

「配送センター」と位置づけられて集配業務が行われますが、業務内容については、平生郵便局

からの説明によれば、これまでと変更となることはないということであります。曽根、佐賀も同

様であります。しかしながら、柳井の日積、伊陸、大畠局は無集配局となって柳井局に集約され

ることになります。今後、民営化によって当面の分社化でコストは高くつくとの意見もあります

ように、サービスの低下とならないように、行く末を注視していかなければならないものと考え

ます。 

 次は、財政問題であります。 

 ６月定例会さなかの１８日に、驚くべきニュースとして「北海道夕張市の財政再建団体指定へ、

負債５４０億円」との新聞報道がされました。その後、明るみに出た内容は「赤字隠しとして一

時借入金による操作が行われ、夕張のみならず周辺市町でも同じことが手法として繰り返されて

いる」というものでありました。地方の財政はここまで悪化しているという典型的なものと思わ

れますが、産炭地の復興を目指して行政主導でさまざまな施策がとられたものと思われますが、
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国の地方財政対策がここまで厳しくなるとは想定していなかったのか、同じ自治体を預かる者と

して同情はしますが、真剣に取り組んでいる自治体にとっても同じ目線で見られることに腹立た

しい一面もあります。 

 この問題に端を発したものではないわけでありますけれども、最近発表されました実質公債費

比率については、改めて自治体の財政指標とするために国から求められたものでありまして、数

値が１８％を超えると、起債については県の許可を必要とし、２５％を超えると、起債が制限さ

れるというものであります。山口県では中国地方ベスト２０に４市町が入るなど、どこの自治体

も大変な状況であることが明るみに出ております。 

 幸いにして、本町は平成１７年度決算監査でも、近隣市町に先駆けて「緊急行財政改革プログ

ラム」に取り組んだことの評価をいただいておりますように、持続可能な行財政基盤の確立を目

指してきたこともあって、これまでの財政指標の一つであった起債制限比率も１３％台で推移し、

実質公債費比率は１７.６％というもので、今後について楽観視は決してできませんが、ひとま

ず、今年度の起債についてはハードルをクリアしているものであります。平成１７年度決算にお

いては、平成１６年度と比べましても、また、近隣市町と比較しましても、各種財政指標は若干

でありますが、改善の傾向を示しております。これも、町職員の理解と努力、議会の皆さんの協

力によるものと感謝しながら、引き続き財政の健全化に取り組んでいく決意であります。 

 このように、全国の自治体が身を削る努力を続けている中で表面化した岐阜県庁の裏金づくり

のことは、国民の信頼を裏切るもので、その麻痺した公金感覚には開いた口がふさがりません。

梶原前知事は、知事会会長として税源移譲や国庫補助負担金の削減に努力し、地方分権に一定の

成果を上げられました。しかし、その功績も、また、「闘う知事会」の称号も、すべて露と消え

たといっても過言ではないと思います。このように、世を挙げていい加減なことがはびこるとい

うか、無責任な事例が相次ぐ中にあって、公務員として、政治を預かる者として、対岸の火では

なく、真摯な気持ちでもって、国民、住民の期待にこたえていく心意気が必要であると、つくづ

く感じている次第であります。 

 また、公務員としての自覚と行動について、福岡で起きた飲酒運転での幼児３人の水死事件を

はじめ、全国各地で発覚している飲酒運転等の公務員の不祥事は、断じて許されるものではあり

ません。あれほど刑法や道路交通法の改正によって厳罰化が図られていても、その効果が上がっ

ていないようであります。結局、飲酒運転の撲滅は本人の自覚による以外にはありません。これ

を機会に、公務員としての行動に厳罰化で臨むというところが増えてまいりました。私も、綱紀

粛正に関して全職員に対して注意を喚起したところであります。 

 いささか長くなりましたが、ここで、さきに発表されました国の来年度概算要求について触れ

ておきます。 
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 一般会計は８５兆７,０４８億円で、平成１８年度当初と比べ、約６兆円の増加となります。

肝心な地方交付税でありますが、総務省は５％増の１５兆２,３００億円を要求しているようで

ありますが、地方税の増収を見込んで、出口ベースでは今年度比２.５％減の１５兆５,０００億

円となっています。しかし、財務省においては「骨太の方針２００６」に基づいて、要求ベース

で１４兆２,０００億円と試算していることから、総務省とは１兆円の開きが見られるところで

あります。さらに財務省は、財政再建シナリオに沿って１８年度並みに歳出を絞り込んでいく方

針でありますので、最終的な編成はポスト小泉内閣にゆだねられ、新総理大臣のもと、地方財政

対策がどのように手当がなされていくか、注意しなければなりません。 

 その総理大臣のことでありますが、長州人８人目の宰相も時間の問題で、誕生間近であります。

昭和４７年に佐藤栄作先生が退陣されて３４年、父親である安倍晋太郎先生の遺志を継ぎ、安倍

内閣発足は、県民にとって待ちに待った朗報でありまして、山口県の元気の発信になればと考え

ておるところであります。 

 不肖私も、６月定例会で１１月に迫った平生町長選への所信を述べさせていただいたものであ

りますが、ひしひしとその重みを受けとめ、本町の道筋をつけるべく努力していきたいと、日増

しに責任を痛感いたしているところであります。 

 昨今は、まもなく幕をおろす小泉内閣の検証がいろんな角度からなされております。まず、構

造改革、市場原理主義、規制緩和の成果として日本経済の復活、再生があります。原油高、日銀

のゼロ金利解除に伴う金利上昇の影響など、懸念材料はあるものの、景気回復の期間は戦後最長

の「いざなぎ景気」を超える勢いであります。 

 一方で「勝ち組」、「負け組」と言われるような格差が顕著になってまいりました。ついこの

前までは「１億総中流」と呼ばれたこの国が、さきのＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の報告書で

も「相対的貧困層」の割合が、加盟３０カ国中、アメリカに次いで２番目に高い国となり、所得

の二極化が指摘されております。特に、若者を中心に所得格差が拡大しており、この格差問題は、

次期政権が担っていかなければいけない負の遺産でもあります。 

 第２は、日本外交の対米追従が際立って、柔軟さと懐の広さを失っていることであります。ア

ジアの重要な隣国であります中国、韓国との関係の再構築は、喫緊の課題であります。日本外交

には、「国連中心主義」、「日米関係」、「アジアとの協調」の三本柱でバランスをとっていく

理念と戦略が求められていると言えます。 

 第３は、国と地方の関係で、三位一体改革はいまだ未完の改革でありまして、地方分権は道半

ばと言わざるを得ません。地方交付税は小泉政権のもとで、一気に約５兆円近く減額されました。

補助金は４兆４,０００億円の減額という一方で、移譲された税源は約３兆円、地方は差し引き

相当のマイナスになっておりまして、これが現在の市町村の財源不足を招いている原因でありま
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す。自立可能な財源が担保されて初めて地方分権が成り立つことから、たびたび申し上げており

ますように、地方交付税の持つ重要性を今後とも訴えていきたいと考えております。 

 安倍官房長官が８月２３日に発言されました「地域のよさを生かして活性化するためにも、地

方の裁量権を増やし、分権を進めなければいけない。財政的な支援も工夫する必要がある」とあ

るように、地方がしっかりと行財政基盤を確立し、地域が元気でなければ国全体が機能しないこ

とを忘れないようにしながら、これからの政治に携わってほしいと念願するのは、地方の正直な

気持ちであると認識いたしております。 

 それでは、本日御提案申し上げます議案は、補正予算７件、条例２件、事件１４件、認定

１１件でございますが、議事日程に沿いまして、順を追って御説明申し上げます。 

 まず、議案第１号山口県市町村災害基金組合の解散に関する議案についてから、議案第１２号

山口県市町総合事務組合の設立についてまでの１２議案につきまして、一括して御説明申し上げ

ます。 

 現在、山口県市町村災害基金組合、山口県市町村職員退職手当組合、山口県市町村消防団員補

償等組合、山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合、山口県市町村公平委員会、山口県自治会

館管理組合の６団体の一部事務組合等において、それぞれに該当事務を共同処理しているところ

であります。このたび、組織運営及び事務の合理化を図るため、平成１８年９月３０日をもって

６団体を解散または廃止し、翌１０月１日をもって共同処理事務を一元的に処理する新たな複合

的一部事務組合として「山口県市町総合事務組合」を設立するものであります。なお、解散する

一部事務組合における財産処分につきましては、新たに設立する山口県市町総合事務組合にその

すべてを帰属させることになります。 

 これらの一部事務組合等の解散または廃止と、解散に伴う財産処分、並びに一部事務組合の設

立につきましては、地方自治法第２５２条の２第３項、及び同法同条の７第３項、並びに同法第

２９０条の規定により、一部事務組合等を構成する市町等の議会の議決が必要となりますので、

議会の議決をお願いするものであります。 

 以上、一括して提案させていただきましたので、よろしくお取り計らいをお願い申し上げます。 

○議長（平岡 正一君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、提出議案に対する質疑に入ります。 

 議案第１号山口県市町村災害基金組合の解散に関する協議についてから、議案第１２号山口県

市町総合事務組合の設立についてまでの件を、一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平岡 正一君）  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平岡 正一君）  反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平岡 正一君）  賛成討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、採決に入ります。 

 議案第１号山口県市町村災害基金組合の解散に関する協議についてから、議案第１２号山口県

市町総合事務組合の設立についてまでの件を、一括起立により採決いたします。本案は、原案の

とおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（平岡 正一君）  起立全員であります。よって、議案第１号から議案第１２号までの件は、

原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１３号 

日程第１７．議案第１４号 

日程第１８．議案第１５号 

日程第１９．議案第１６号 

日程第２０．議案第１７号 

日程第２１．議案第１８号 

日程第２２．議案第１９号 

日程第２３．議案第２０号 

日程第２４．議案第２１号 

日程第２５．議案第２２号 

日程第２６．議案第２３号 

日程第２７．認定第１号 

日程第２８．認定第２号 

日程第２９．認定第３号 

日程第３０．認定第４号 

日程第３１．認定第５号 

日程第３２．認定第６号 

日程第３３．認定第７号 

日程第３４．認定第８号 
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日程第３５．認定第９号 

日程第３６．認定第１０号 

日程第３７．認定第１１号 

日程第３８．報告第１号 

日程第３９．報告第２号 

日程第４０．報告第３号 

日程第４１．報告第４号 

日程第４２．報告第５号 

日程第４３．報告第６号 

日程第４４．報告第７号 

日程第４５．報告第８号 

日程第４６．報告第９号 

日程第４７．報告第１０号 

日程第４８．報告第１１号 

○議長（平岡 正一君）  日程第１６、議案第１３号平成１８年度平生町一般会計補正予算から、

日程第２６、議案第２３号町営土地改良事業の変更についてまでの件及び日程第２７、認定第

１号平成１７年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第３７、認定第１１号

平成１７年度平生町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの件を、一括議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明、並びに日程第３８、報告第１号平成１７年度平生町財政基金の

運営及び収支会計の状況報告から、日程第４８、報告第１１号平成１７年度平生町介護給付費準

備基金の運営及び収支会計の状況報告までの報告を求めます。 

 山田町長。 

○町長（山田 健一君）  ただいまは、事件１２件の議案についての御議決を賜りまして、まこと

にありがとうございました。御議決賜りました一部事務組合等における解散、財産処分及び設立

にかかります議決書につきましては、それぞれの一部事務組合等に対しまして送付させていただ

きます。 

 それでは、引き続きまして各議案について御説明申し上げます。 

 議案第１３号平成１８年度平生町一般会計補正予算であります。 

 まず、歳出の主なものより申し上げます。歳出につきましては１５ページからでございます。

財産管理費におきましては、地方財政法の規定により、財政基金の積み立てとして平成１７年度

分の繰越金を今後の財政需要に備えるため計上いたしております。 



- 20 - 

税務総務費では、主に固定資産税でありますが、冷蔵庫等の設置してある家屋の耐用年数の適

用錯誤などによる町税還付金を追加計上いたすものであります。 

 １６ページの社会総務費では、普通交付税の確定に伴いまして、国民健康保険事業勘定特別会

計の繰出金を追加計上いたしております。 

老人福祉総務費につきましては、過年度分の在宅福祉事業に係る精算金を計上するものであり

ます。 

障害者福祉費につきましては、障害者自立支援法施行に伴い、新たに相談支援機能強化事業委

託料などを計上いたしておりますほか、知的障害児・者福祉施設整備費として、田布施町の城南

学園の園舎改修に係る応分の負担金を追加するものであります。 

 １９ページの清掃費では、普通交付税の確定によりまして、熊南環境衛生組合への負担金を追

加計上いたすものであります。 

 ２０ページの漁港建設事業費におきましては、丸山地区の突堤改修のための所要事業費を計上

いたしております。 

 ２２ページの道路橋梁新設改良費では、町道佐賀臨港線改良について工法変更を要することに

なり、追加計上いたすものであります。 

 ２４ページの中学校費の教育振興費では、少人数学級講師について２年生の生徒数が見込みを

下回り、事業の採択要件を割り込んだことから減額するものであります。 

 ２５ページの災害復旧につきましては、６月２５日の豪雨により町道名切線が被災いたしてお

りますことから計上いたすものであります。 

 続きまして、歳入について御説明申し上げます。９ページからであります。 

 町税は、町民税の個人分については税制改正に伴う影響などにより、固定資産税については、

主に償却資産が予想を上回っていることから追加計上するものであります。 

 １０ページの地方特例交付金につきましては、確定に伴いまして減額補正するものであります。 

地方交付税につきましては、基準財政収入額が当初の予想を上回る伸びとなったことから減額

補正いたすものであります。 

 １２ページにかけましての国庫支出金及び県支出金につきましては、歳出において説明いたし

ました事業などに伴います特定財源であります。 

 １３ページの繰越金でありますが、１億１９０万４,０００円を追加いたしまして、繰越金の

総額は、１億３,１９０万４,０００円となるものであります。 

１４ページの町債におきましては、災害復旧債の追加と、臨時財政対策債などの確定による補

正であります。 

 ６ページの第２表、地方債の補正につきましては、主に、災害復旧事業費の増額補正に伴い変
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更いたすものであります。 

 以上、今回の補正額は、１億１,０４８万４,０００円を追加いたしまして、予算総額は、

４５億７,９２８万４,０００円となるものであります。 

 なお、２６ページに給与費明細書、２７ページに地方債に関する調書を添付しておりますので、

御参考に供していただきたいと思います。 

 続きまして、議案第１４号平成１８年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算につき

まして御説明申し上げます。 

 歳出でございますが、８ページからであります。新たに保険財政共同安定化事業拠出金を計上

いたしております。これは、３０万円を超える医療費に係る給付費のすべてを対象として、保険

料の平準化を図るための共同事業として取り組むべく計上いたすものであります。 

予備費につきましては、所要の額を追加補正するものであります。 

 前に戻りまして、６ページから７ページの歳入でありますが、共同事業交付金として、さきほ

ど歳出で申し上げました保険財政共同安定化事業交付金を新たに計上いたしております。 

一般会計繰入金につきましては、財政安定化支援事業費の確定に伴うものであります。 

 ７ページの繰越金につきましては、平成１７年度の繰越金が見込みを下回りましたことから

１,３９４万円を減額いたし、繰越金総額は、５,４６０万１,０００円となるものであります。 

 以上、今回の補正額は、８,２６６万５,０００円を追加いたしまして、予算総額は、１４億

９,２３８万１,０００円となるものであります。 

 続きまして、議案第１５号平生町交通災害共済事業特別会計補正予算につきまして御説明申し

上げます。 

 今回の補正につきましては、歳入において平成１７年度の繰越金を計上し、歳出においては予

備費に充当するものであります。 

 以上、今回の補正額は、２６万２,０００円を追加いたしまして、予算総額は、５２０万

４,０００円となるものであります。 

 続きまして、議案第１６号平生町老人医療事業特別会計補正予算につきまして御説明申し上げ

ます。 

 歳出につきましては、７ページであります。医療給付費を見込みにより増額いたしますほか、

支払基金などへの１７年度精算として、償還金を計上いたすものであります。 

 歳入につきましては、６ページであります。１７年度の精算による交付金や国庫支出金のほか、

繰越金を計上いたすものであります。 

 以上、今回の補正額は、８６５万１,０００円を追加いたしまして、予算総額は、１５億

８,８５１万２,０００円となるものであります。 
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 続きまして、議案第１７号平生町下水道事業特別会計補正予算につきまして御説明申し上げま

す。 

 このたびの補正予算につきましては、県の下水道公社解散に伴いまして残余財産の処分として、

設立時の出捐割合により各自治体に寄附するとされたことから新たに寄附金を計上し、一般会計

からの繰入金を同額減額するものでありまして、予算総額に変更はございません。 

 続きまして、議案第１８号平生町漁業集落環境整備事業特別会計補正予算につきまして御説明

申し上げます。 

 歳出につきましては、７ページであります。処理区域の見直しに伴い、今年度から予算措置い

たしております合併浄化槽補助金が見込みを上回っておりますことから追加計上いたし、歳入で

は、一般会計繰入金を充当いたすものであります。 

 以上、今回の補正額は、２８万６,０００円を追加いたしまして、予算総額は、１億

６,３０２万１,０００円となるものであります。 

 続きまして、議案第１９号平生町介護保険事業勘定特別会計補正予算につきまして御説明申し

上げます。 

 このたびの補正予算につきましては、歳入においては１７年度の繰越金を計上し、歳出におい

て過年度分の精算による返還金を計上し、残余金を準備基金へ積み立てるものであります。 

 以上、今回の補正額は、１,４４９万１,０００円を追加いたしまして、予算総額は、９億

１,１５０万６,０００円となるものであります。 

 以上をもちまして、予算７件の議案の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第２０号平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正

する条例について御説明申し上げます。 

 本条例につきましては、人事院規則の一部改正に伴い、早出・遅出勤務の対象について、従来、

小学校入学前の子を養育する職員及び介護が必要な親族を介護する職員とされていたものが、学

童保育施設に託児している小学生の子を迎えに行く職員も対象とすることになるものであります。 

 続きまして、議案第２１号平生町国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し

上げます。 

 本条例につきましては、健康保険法施行令の改正により、健康保険の出産育児一時金が平成

１８年１０月から３５万円に引き上げられますので、国民健康保険においても均衡を図るため、

現在３０万円の出産育児一時金について、健康保険と同様の引き上げをするものであります。 

 続きまして、議案第２２号柳井地区広域消防組合規約の変更について御説明申し上げます。 

 本議案につきましては、消防組織法の一部を改正する法律が平成１８年６月に公布施行された

ことに伴い、柳井地区広域消防組合規約の一部を変更するものであります。 
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 その内容は、同法第１０条が削除され、第１１条以降の条数が変更されましたので、同規約に

おいても同１０条の条文中にあります「同法第１２条」を「第１１条第１項」と変更するもので

あります。一部事務組合の規約の変更については、地方自治法第２９０条の規定により、一部事

務組合を構成する市町議会の議決が必要となりますので、議会の議決をお願いするものでありま

す。 

 続きまして、議案第２３号町営土地改良事業の変更について御説明申し上げます。 

 本議案につきましては、小郡地区の団体営ため池等整備事業に係るものであります。本事業に

つきましては平成１６年１２月に議会の御議決をいただきまして、平成１７年１０月に着工し、

平成１８年６月に完了しておりますが、入札による減額等で事業費の変更が１０％以上になった

ため、本事業計画を変更するものであります。町営土地改良事業の計画変更につきましては、土

地改良法第９６条の３第１項の規定により県知事の同意を得なければなりませんが、議会の議決

を経て必要な事項を定め県知事に協議することになりますので、このたび、議会の議決をお願い

するものであります。 

○議長（平岡 正一君）  ここで、暫時休憩します。午前１０時５分から再開いたします。 

午前９時49分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時05分再開 

○議長（平岡 正一君）  再開いたします。 

 山田町長。 

○町長（山田 健一君）  それでは、平成１７年度の決算報告を申し上げます。 

 各会計の決算につきまして、平成１８年５月３１日に出納閉鎖を終えて調製の後、監査委員さ

んに審査をお願いしたものであります。監査委員さんにおかれましては、８月２日から１１日に

かけて、財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理等について、直接担当課にも説明

を求められるなど、日時をかけての審査をされた後、９月１日に監査の公表を受けましたので、

これらの意見を付して、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づく認定を受けるに当たり、そ

の概要を、主に、決算の附属資料をもとに一般会計から順を追って御説明申し上げます。 

 最初に、認定第１号一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。 

 歳入総額は４９億７,３９２万７,５５１円、歳出総額は４８億４,１７８万７,９９２円であり

まして、歳入歳出差引額の１億３,２１３万９,５５９円を平成１８年度へ繰り越すものでありま

す。繰越明許費繰越額が２３万５,０００円ありますので、実質収支額につきましては、１億

３,１９０万４,５５９円となります。決算規模が５０億円を下回るのは１５年振りのことであり

ます。 
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 歳入歳出の前年度対比につきましては、歳入が約１３.５％、歳出が１３.２％の大幅な減少と

なっておりますが、これは、１６年度においては減税補てん債の借換債の計上をはじめ、災害復

旧事業費などの特殊事情による影響もありますが、最大の要因は、緊急行財政改革プログラムの

実施に伴うものであります。各種、事務事業の見直しをはじめとする歳出削減と、歳入において

は、各種、基金の取り崩しを縮減したことなどによるものであります。この結果、単年度収支は

翌年度への繰越金の減少により赤字となっているものの、実質単年度収支につきましては５年振

りに黒字へ転換しております。しかしながら、三位一体の改革による地方財政の見直しなどもあ

りまして、財政状況が好転したとは言えない状況であると認識いたしております。 

 それでは、各予算費目の順に、主要な施策等の成果を中心に御説明申し上げます。 

 歳入からでありますが、決算書の９ページをごらんいただきたいと思います。町税につきまし

ては、税制改正や景気回復などにより、ほとんどの税目で増収となったことから、町税トータル

では２年連続で前年度対比プラス決算となり、５％を超えるものとなっております。 

 １０ページにかけましての地方譲与税につきましては、税源移譲枠の拡大に伴い、所得譲与税

が増収となったことに伴い大きな増加となっております。 

利子割交付金につきましては、低金利に伴い大きく減収となっております。 

地方消費税交付金につきましては１,０００万円を超える減収となっております。 

 １１ページ、地方交付税につきましては、交付税としてはほぼ前年度並みを確保いたしており

ますが、実質的な交付税とされる臨時財政対策債、いわゆる赤字地方債については２０％を超え

る減少となっており、両方を合算した地方交付税全体としては引き続き減収となるものでありま

して、決算規模縮小の要因となったものであります。 

 １４ページからの国庫支出金につきましては、老人保護措置費などが一般財源化されたことに

よる減少があるものの、公営住宅建設事業分のプラス要因がありまして、トータルとしては、

１４％を超える大幅な増加となったものであります。 

 １６ページからの県支出金につきましては、決算額では１７％の減額決算となっておりますが、

これは漁港事業などの１８年度への繰越事業に係るものでありまして、この要因を除きますと、

実質的には前年度並みとなるものであります。 

 ２０ページにかけましての財産収入では、前年度対比約６倍の増額決算となっておりますが、

これは、遊休町有地の売却を行い、財源の確保を図ったことによるものであります。 

 ２１ページにかけての繰入金につきましては、１６年度において三位一体の改革による交付税

などの減収に対応し、行政サービス水準維持のため、その財源として各種基金から繰り入れたこ

とにより基金残高が枯渇寸前となっていたことから、緊急行財政改革プログラムの実践により歳

出の削減を図り、繰入金を大きく減少させたものであります。諸収入は大きく減少しております
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が、その大きな要因といたしましては、１６年度において人材育成基金条例の廃止による精算金

の計上や、台風災害に伴う共済金の交付などの特殊要因があったことによるものであります。 

 ２４ページからの町債につきましては決算額が半減いたしておりますが、これは、１６年度に

おいては減収補てん債の借換債や災害復旧事業債の特殊要因があったほか、佐賀地区若者定住促

進住宅建設事業などの継続事業が終了したことなどによるものであります。 

 続きまして、歳出であります。２６ページからでありますが、総務費の一般管理費では、緊急

行財政改革プログラムの実践のほか、第四次行政改革大綱の策定や集中改革プランの策定など、

行財政改革の取り組みを進めたところであります。 

 ２８ページからの情報通信費では、柳井市、上関町と１市２町の共同事業として、地域イント

ラネット基盤整備事業の実施に向けた計画を策定いたしております。 

 ３０ページからの企画振興費におきましては、新たに本町における新エネルギー導入の可能性

を探るべく「平生町地域新エネルギービジョン」を策定いたしております。また、新たに創設い

たしております「まちづくり基金」を活用して、町民と行政による協働のまちづくりの実現に向

け「地域の力発揮事業」をスタートさせたところであります。本事業は、町民自らが発案し実践

をするための支援であり、初年度である１７年度は、里山の環境美化事業など６事業を支援いた

したところであります。これらの取り組みが、今後、さらなる地域コミュニティの活性化につな

がることを期待いたしているところであります。 

 ３２ページにかけての記念式典費では、平生町制施行５０周年に当たることから、手づくりに

よる簡素で心のこもったものとなるよう心がけて１１月５日に挙行いたしたところであります。

この中で、５０年間の町政に対する功績をたたえ、１４３名、１７団体を表彰させていただいた

ところであります。 

 ３７ページからの民生費の老人福祉総務費では、敬老祝金支給事業や介護用品助成事業など、

各種、事務事業の見直しを行っております。また、１６年度から取り組んでおります高齢者筋力

向上トレーニング事業では、週２回、３カ月を１期として、４期１００回開催して、２６人の利

用者があり、機能の維持向上、介護予防意識の向上等の成果を見ておるところであります。 

 ３８ページからの障害者福祉費では、１５年度にスタートした「障害者支援費制度」も３年目

を迎え、制度の定着も図られていると考えており、利用者数も前年度並みとなっております。ま

た、平成１７年１０月に成立しました「障害者自立支援法」により、平成１８年４月１日から自

立支援医療費や障害福祉サービスの利用に要した費用の１割が自己負担となることから、広報な

どにより、利用者への制度改正に対する周知に努めたところであります。 

 ３９ページからの児童福祉費の児童環境づくり推進事業費では、柳井地域次世代育成支援行動

計画に基づき、児童クラブを土曜日も開設いたしましたほか、平日においては保育時間を午後
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６時まで延長いたしたところであります。 

 ４０ページからの保育所運営費では、さきほどの次世代育成支援行動計画に基づき、子育て家

庭への経済的負担の軽減のため、近隣の保育料の水準とも均衡を図るべく見直し、軽減を図った

ところであります。 

 ４３ページからの衛生費の母子衛生費におきましては、引き続き不妊治療助成事業に取り組ん

でおります。前年同様、３組の申請を受け付けております。 

 ４４ページの健康づくり推進事業費では、新たな取り組みとして介護予防リーダー養成教室を

実施いたしております。これは、老人クラブなどの介護予防リーダーの候補者が、自らの健康づ

くりを実践しながら地域の介護予防対策について検討し、取り組んでいくことを目的として開催

したものであります。教室には、延人数で２０１名の参加を見たところであります。 

 ４６ページからの清掃費では、県の補助が終了しました環境パトロールについて、町単独事業

として継続実施することとして、引き続き環境美化に努めたところであります。 

 ４７ページの労働費の労働福祉対策費では、シルバー人材センター事業でありますが、柳井広

域全体で受注件数、受注契約額は減少いたしておりますものの、会員数は若干ではありますが増

加いたしております。高齢者の活躍の場として定着しておりまして、今後においても、高齢者の

貴重な雇用の場として大いに期待いたしておるところであります。 

 ４８ページからの農業費の農業振興費では、品目横断的経営安定対策への移行に伴い「平生町

担い手育成総合支援協議会」を創設し、担い手の育成に取り組んだところであります。 

 ５０ページからの土地改良事業費では、危険ため池整備事業１件のほか、農道・水路の整備を

５件実施いたしております。今後におきましても、住民の意向を反映しながら協力を求め、農村

の環境や生態系への負荷を軽減し、自然との共存を図りながら計画的に基盤整備を図っていくこ

とといたしております。 

 ５１ページのひらお特産品センター管理費では、１８年度からの指定管理者制度導入を目指し

て運営協議会と協議・検討し、指定及び協定の確認に至ったところであります。 

中山間地域振興事業費では、新たな制度での５カ年の第２期の対策事業が始まり、１７集落

１５９戸の農家と協定を締結し、農地などの管理活動を展開いたしております。 

 ５２ページ、林業費の林業事業費では、県の補助を受けて小規模治山事業を実施いたしており

ます。山地災害の防止や水資源の涵養など、森林の有する多面的機能を発揮させるため、今後に

おきましても、治山事業や林道の維持管理に取り組む必要があると考えております。 

 ５３ページからの漁港建設事業では、継続事業であります広域漁港整備、海岸保全の国庫補助

事業をはじめ、単独事業７件を実施いたしております。近年の漁獲量低迷や漁業者の高齢化など、

漁業を取り巻く環境が深刻さを増しておりまして、今後とも漁場の整備を効果的、計画的に推進
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し、快適な漁業環境づくりに取り組んでいく所存であります。 

 ５５ページ、商工費の観光費では、今月１６日に全国公開予定となっております映画「出口の

ない海」の撮影に使用された人間魚雷「回天」の実物大のレプリカの譲渡を受けて、観光協会に

おいて阿多田交流館前に展示いたしておるところであります。 

 ５６ページからの土木費の道路橋梁新設改良費では、道路改良１６件、側溝改良６件を実施し、

生活基盤である町道の改良を推進したものであります。今後におきましても、計画的に高齢者等

の交通弱者に優しい交通環境の整備に努めていく必要があると考えております。 

 ５７ページ、河川維持改良費では、老朽化した護岸修復や流下能力を高めるための浚渫工事を

１５件実施し、河川における災害発生の未然防止による住民の安全確保に努めたものであります。 

 ５９ページの住宅費の住宅建設費では、ホームタウン平生に２４戸建の公営住宅建設を完成さ

せ、新たな住環境の提供を行ったところであります。 

 ６０ページの消防費の非常備消防費では、自主防災組織幼年消防クラブ合同防災訓練や、文化

財防火デー火災防御訓練を行っております。自主防災組織が主体となる避難訓練や消火訓練を実

施することにより、自主防災組織の育成に力を入れたところであります。 

 ６２ページからの小学校費においては、平生小学校第１学年の各学級において、引き続き学級

担任補助教員を配置し、個に応じたきめ細かな学校生活への適応指導や学習指導への支援を行っ

ておりますほか、不登校対策として教育相談体制を充実するため、子どもと親の相談員を継続配

置したところであります。また、施設整備面では、佐賀小学校において、集落排水の供用開始を

受け、排水設備を整備いたしております。このほか、定期的な安全点検や避難訓練の励行を徹底

するとともに、教職員の危機管理意識の高揚を図り、引き続いて安全管理体制の強化に取り組ん

だところであります。 

 ６４ページからの中学校費においては、継続事業といたしまして、不登校対策である「学習支

援員の派遣事業」や「心の教室相談員」を配置し、生徒や保護者の相談活動や学習意欲の向上に

努めたところであります。また、２年生及び３年生の学級編成を３５人以下とする「少人数学級

化支援事業」を実施し、きめ細やかな指導体制を実現して学校教育の充実を図っております。こ

のほか、クラブ活動においては、全国中学校駅伝大会において陸上部女子が５年連続出場、男子

も初出場というアベック出場の快挙を果たし、町民に明るい話題を提供してくれております。 

 ６７ページからの社会教育費においては、学校や社会教育施設において、安全で安心して活動

できる子供の居場所を設け、生涯学習ボランティアを活用して昼休みや週末における小学生を対

象とした文化活動や体験活動を実施いたしております。また、青少年健全育成について、安全で

安心な明るく住みよい町の実現、青少年の健全育成のため「平生防犯パトロール隊」の結成をは

じめ、７地区が一体となった活動を展開いたしており、今後においても「安全・安心のまちづく
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り」の取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

図書館費においては、図書館システムの更新をいたしておりまして、これによりまして、貸出

返却業務がこれまで以上にスムーズになり、利用者の利便性の向上を図っております。 

 ７１ページからの保健体育費においては、生涯スポーツの推進として体力づくりの意識と実践

意欲の高揚を図り、体育協会を主体としてファミリースポーツ・レクリエーション大会や駅伝大

会などの各種大会を開催したところであります。大人はもとより、多くの子供たちの参加を得て

おりまして、今後、より一層の参加を得られるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 ７２ページからの災害復旧費では、１６年度からの繰越事業に加え、梅雨前線による豪雨など

により被災しました各施設４２件の復旧工事を実施いたしております。 

 ７４ページの公債費につきましては、対前年比で２７％を超える大幅な減額決算となっており

ますが、これは冒頭でも申し上げましたように、１６年度においては減税補てん債の借換分約

２億２,０００万円を含んでいたためであり、これを除いた実質では５.５％の減少となるもので

あります。これは、近年の緊縮予算の効果があらわれたものと考えております。しかしながら、

ゼロ金利の解除や郵政民営化に伴う町債を取り巻く状況は大きく変化をいたしてきておりまして、

また、新たな財政指標としての実質公債費比率による影響も考えられ、今後における公債費の管

理についてはこれまで以上に慎重に対処していく必要があると考えております。公営企業費につ

きましては、対前年度比１１％の減少となっておりますが、これは、公営企業であります田布

施・平生水道企業団への補助金の減少に伴うものであります。 

 以上が、一般会計における決算概要でありますが、各種財政数値につきまして、経常収支比率

につきましては緊急行財政改革プログラムの実施効果により３.１％低下し、９１.４％に。また、

起債制限比率については、算出方法の変更によりまして県の公表数値では０.１％アップいたし

ておりますが、これまでどおりの算出方法の場合には０.５％低下し、１３.０％となります。各

種基金の残高につきましても、前年度まで９年連続の減少でありましたが、緊急行財政改革プロ

グラムの実施により基金の取り崩しに歯どめがかかったことから、ようやく年度末残高はわずか

でありますけれども、１０年振りに増加いたしております。今後におきましても、交付税制度の

改正など地方財政を取り巻く環境は厳しさを増していくことは必定であり、さらなる行財政改革

を推し進めて財政の健全化に継続して取り組むことが必要であると考えております。 

 以上で、一般会計の説明を終わらせていただきます。 

 次に、認定第２号国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。 

 歳入総額は１３億６,３７６万９,８２４円、歳出総額は１３億９１６万８,０５０円、歳入歳

出差引残額及び実質収支額は５,４６０万１,７７４円でありまして、これを平成１８年度へ繰り

越すものであります。なお、翌年度精算分などを加味した実質単年度収支は、マイナス
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１,８００万９,３１８円となります。これは、近年急速な伸びを示しております介護需要に伴い

介護納付金が大幅に増加しているのに対し、それに対する賦課税額が不足していることと、国保

加入者の低所得者比率の増加などを起因とした所得割対象額の大幅な減少から国保税の収入減に

つながったことが要因と考えております。平成１７年度決算時点における国民健康保険加入者は

年間平均で３,００１世帯、平均被保険者数は５,３８０人となっておりまして、前年度の数値よ

りそれぞれ増加いたしております。 

 それでは、歳入から御説明申し上げます。 

 ５ページの国民健康保険税におきましては、収入済額は若干減少しているものの、逆に、収納

率は若干ではありますが伸びております。しかしながら、収入未済額は引き続いて１億円を超え

るものとなっておりまして、今後の大きな課題であると考えております。 

国庫支出金につきましては、負担割合の変更によりまして療養給付費分が減少したことにより、

全体でも減少いたしております。 

県支出金は大きく増加いたしておりますが、これは、さきほどの負担割合の変更により国費か

ら県費へ財源が変更になったことによるものであります。 

 ６ページの療養給付費交付金については、退職者分医療費の増加に伴い大きく増加いたしてお

ります。 

 次に、歳出でありますが、１０ページの保険給付費では、引き続いての制度改正により、療養

給付費が大きく伸びております。 

 １１ページの介護納付金につきましては、さきほど申し上げましたように、介護需要の増加に

伴い介護納付金が２０％を超える大幅な増加となっているものであります。 

 １２ページにかけての保健事業費におきましては、人間ドックの助成割合を９割から８割に見

直しを実施したところでありますが、しかしながら、受診者はほぼ前年度並みの１５３名となっ

ておりまして、被保険者自身の健康管理に対する関心が高まっているものと思われます。 

 次に、認定第３号佐合島渡船事業特別会計歳入歳出決算についてであります。 

 歳入歳出ともに１,８３１万３１４円でありまして、前年度比で１０％を超える減額となって

おります。これは１６年度にひらお丸のオーバーホールと、台風により全壊した渡船待合所の設

置を行っておりまして、これらの完了に伴い、１７年度は平年の支出状況に戻ったことによるも

のであります。 

 ３ページの歳入では、渡船使用料は利用者数や小荷物が減少したことから、前年度対比で５％

を超える減少となっております。国庫支出金と県支出金につきましては、国庫支出金は前年度並

みでありますが、県支出金につきましては国庫支出金の影響により、補助対象額が大きくなった

ことに伴うものもあります。この結果として、繰入金につきましては大幅な減額となっておりま
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す。 

 ４ページからの歳出につきましては、一般管理費ではという特殊要因があったことから決算額

が変動したものでありまして、例年と変わらない支出状況となっております。また、長年の懸案

事項でありました田布施町の馬島航路との統合については国の指導も得ながら、地元島民との意

見交換や馬島との共同運航検討会での協議を重ねました結果、この１０月１日から熊南環境衛生

組合を改称して「熊南総合事務組合」を事業主体に航路統合の運営が行われることとなっている

ところであります。 

 次に、認定第４号交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算についてであります。 

 歳入総額３１８万６,６５８円、歳出総額２９２万３,４０５円、歳入歳出差引額及び実質収支

額はともに２６万３,２５３円でありまして、これを平成１８年度へ繰り越すものであります。

歳入歳出額は大きく減少いたしておりますが、これは、共済見舞金が大きく減少したことに伴い

減額決算となっているものであります。共済加入率は若干ではありますが減少いたしておりまし

て、引き続き加入促進を図るとともに、交通事故防止の啓発にも取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 次に、認定第５号簡易水道事業特別会計歳入歳出決算についてであります。 

 歳入歳出ともに総額６,２６０万８４円でありまして、実質収支もゼロとなっております。決

算規模は、ほぼ前年度並みとなっております。 

 ３ページの歳入のうち料金収入についてでありますが、給水戸数は、近年ほぼ横ばいの状況で

あります。また、有収水量も減少傾向となっており、この要因は水産加工業者の減少も影響して

いると考えられますが、漁業集落排水の供用開始に伴い、節約意識からではないかと思われる使

用の抑制が大きいのではないかと推察いたしております。したがいまして、料金収入確保策とし

て、悪質な未納者に対して下半期から給水停止措置を実施したことから収納率が上昇いたしてお

りまして、その効果などによりまして、料金収入額は若干ではありますが増加いたしております。 

 ４ページの歳出の主な点は、長期にわたる漏水による不明水の原因が究明されたことにより有

収率が上昇したことから、使用料の増加につながったものと考えております。このほか、柳井地

域広域水道からの受水により慢性的な水不足の解消に寄与しているものの、この受水費が総経費

の大半を占めているという状況でありまして、今後において一層の経費削減などの経営安定化を

図っていく必要があると考えております。 

 次に、認定第６号老人医療事業特別会計歳入歳出決算についてであります。 

 歳入総額１５億９,２３２万３,１６５円、歳出総額１５億８,７８７万３,４５１円でありまし

て、歳入歳出差引額及び実質収支額は４４４万９,７１４円となるものであります。老人医療会

計につきましては、前年度対比で給付費は約２.７％の減少となっております。制度改正により、
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対象年齢を段階的に７０歳から７５歳へ引き上げることになっていることなどから受給者は減少

いたしておりまして、入院・外来ともに医療件数は減少傾向となっておりますが、このうちの高

額医療費は増加傾向となっており、傷病の重症化や長期化がうかがえるものとなっております。

なお、取扱件数につきましては５万６,１２７件で、医療受給者数は２,１５３人となっておりま

すので、医療給付費一人当たりの年間平均は７２万８,７４９円となりまして、対前年度比で若

干の増加となっております。 

 次に、認定第７号下水道事業特別会計歳入歳出決算についてであります。 

 歳入歳出総額ともに７億２,９７７万１,２７８円であり、実質収支額もゼロとなるものであり

ます。下水道事業につきましては、２０年度までの変更認可区域３５３ヘクタールを対象にして

計画的に整備を進めております。１７年度においては、平生地区など３地区の２１ヘクタールを

整備いたしまして、累計での整備面積全体は２０２ヘクタールとなっております。処理区域内人

口は５,９７５人、普及率は４３.４３％、水洗化世帯は９２.４７％となっておりまして、整備

は着実に進み、普及率なども上がってきております。 

 １７年度においては、田布施川流域下水道浄化センターの維持管理費に伴う負担金額について、

向こう５年間についても現在と同様の単価で維持していく協定を、県と田布施町の３者で締結い

たしたところであります。 

 ４ページからの歳入の主な内訳といたしましては、下水道使用料でありますが、普及率の伸び

に伴いまして、前年度より１０％近い増額となっております。 

国庫支出金につきましては、１６年度において国の補正予算に伴う増額という特殊要因があり、

この反動で減少いたしたものであります。一般会計繰入金は若干減少いたしておりますが、依然、

巨額なものであることに変わりはなく、一般会計を圧迫する大きな要因の一つでもあります。町

債につきましては、補助、単独事業が減少したことに伴い、借入額も減少しているものでありま

す。 

 ６ページからの歳出の主なものとしては、下水道整備費では、管渠整備に係る補助、単独事業

費を減額したことに伴いまして、下水道整備費全体で１億円近い減少となっているものでありま

す。 

 ７ページでの公債費では、新たな元金償還の開始に伴い決算額が上昇しておりまして、３億円

を大きく超えるものとなっております。今後におきましてもこの傾向は続くものと考えられます

ので、引き続き、新規借り入れの抑制に努めていきたいと考えております。 

 次に、認定第８号水産廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算についてであります。 

 歳入歳出ともに３９０万４,９９４円であります。１６年度においては機械設備に係る修繕料

を要しておりましたが、１７年度においては大きな修繕を必要としなかったことや肥料の製造委
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託料が減少したことに伴い、決算額が縮小いたしたものであります。 

 次に、認定第９号漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算についてであります。 

 歳入歳出ともに総額２億１,７１９万７,３８７円でありまして、実質収支額もゼロとなるもの

であります。１７年度決算額を１６年度の決算額と比較いたしますと、約４０％を超える大幅な

減少となっておりますが、これは下水道事業同様、管渠整備に要する補助、単独事業費を減額し

たことに伴うものであります。また、１７年度においては全体整備計画の区域について関係自治

会と協議を行い、今後の整備区域については簡易水道の給水区域を対象とすることといたしたと

ころでありまして、水洗化世帯数は１４２世帯となっております。１日の平均流入量は１００立

方メートルを超えております。このため、予定よりも早く汚泥の処分が必要となっておりまして、

その財源確保のためにも水洗化率向上を図ることが必要不可欠なものでありまして、普及促進に

積極的に取り組んでいく所存であります。 

 ３ページからの歳入の内訳といたしまして、使用料は供用区域拡大に伴いまして大きく収納額

が増加いたしております。 

県支出金や町債については建設事業の財源でありまして、事業費の縮小に伴い減少いたしたも

のであります。 

 歳出につきましては、管渠整備費を減少いたしておりますほかは大きな変動はありません。 

 続きまして、認定第１０号熊南地域介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算についてであり

ます。 

 歳入歳出ともに２,６７２万４,７９３円となっております。審査会は毎週開催し、開催総数は

８８回、平均審査判定件数は約２４件と、ほぼ前年度と同数となっているものの、新規認定件数

は増加しております。歳入歳出の内訳等については、合併に伴い大和町分が減少したことと、制

度改正に伴うシステム改修を除けば、ほぼ１６年度と同様の内容であります。 

 続きまして、認定第１１号介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算についてであります。 

 歳入総額８億７,５６８万１,３３９円、歳出総額８億６,１１８万７,６５２円、歳入歳出差引

額及び実質収支額は１,４４９万３,６８７円となっており、これを平成１８年度へ繰り越すもの

であります。なお、介護給付費に係る過年度分返還金などを加味した実質単年度収支は４０３万

５,３４９円になるものであります。平成１７年度におきましては、介護保険制度改革への対応

として保険者システムの改修作業を行ったほか、高齢者アンケートの実施や高齢者保健福祉推進

会議の開催などに加えて第３期事業計画期間における給付費の推計を行い、平成１８年度から

２０年度までの３カ年の介護保険事業の安定的運営を目的とした「介護保険事業計画」を策定い

たしたところであります。高齢者数の増加に伴い認定者数も大きく増加しております。特に、

「要支援」や「要介護」の軽度介護者と「要介護５」の重度介護者の増加が顕著となっておりま



- 33 - 

す。 

 歳入における特徴といたしましては、国庫支出金や支払基金交付金、県支出金をはじめ、一般

会計からの繰入金も保険給付費の伸びにあわせて増額いたしております。 

 歳出における特徴といたしましては、保険給付費全体で５％近い伸びを示しております。介護

給付費は若干の伸びにとどまっているものの、支援給付費は全体で３０％を超える大幅な伸びを

示しております。高額介護サービスは１７年１０月の制度見直しにあわせて行われました「低所

得者対策」により５割を超える大幅な増額決算となっております。また、新たに創設されました

「特定入所者サービス費」も加わりまして、保険事業としては新たな負担が加わったところであ

ります。世界に類を見ないほどのハイペースで迎えている高齢化社会においても、安心して老後

を迎えることができますようにサービス内容の充実に努めることはもちろんのことでありますが、

介護予防に積極的に取り組むことにより、１人でも多くの高齢者が介護を必要としない生活を送

ることができるよう、この取り組みを一層進めていく必要があると強く考えております。 

 以上で説明を終わらせていただきますが、別冊の平成１７年度決算の附属資料及び決算審査意

見書を御参考に御審議を賜りますようお願い申し上げまして、決算報告を終わります。 

 以上をもちまして、補正予算７件、条例２件、事件２件、認定１１件につきましての提案理由

の説明を終わらせていただきましたので、よろしくお願い申し上げます。 

 終わりに、報告１１件でございますが、議案の末尾に本町の基金であります財政基金のほか

１０基金の平成１７年度運営状況と、これに伴います収支の状況を各基金の条例規定に基づきま

してそれぞれ報告させていただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、説明不足の点につきましては、皆様方の御質問によりまして、私並びに説明出席者によ

りお答えいたしたいと存じますので、よろしく御審議賜りまして御議決並びに御認定賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（平岡 正一君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４９．一般質問及び質疑 

○議長（平岡 正一君）  日程第４９、一般質問及び質疑を行います。 

 まず、一般質問を行います。質問の通告順により、順次、発言を許します。山名喬二議員。 

○議員（５番 山名 喬二君）  それでは、通告に従いまして質問いたします。 

 新聞報道等によりますと、平成４年、九州の旧赤池町からちょうど１４年目となる今年の６月、

北海道夕張市が５４０億円、あるいは６００億円を超える負債を抱えて自治体の倒産に当たる

「財政再建団体」に移行する方針が表明されたという報道がされております。 

 平生町の現状も改革をしっかり進めなければ、財政は年を追うごとに悪化する懸念があります。
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平生町も例外ではないというふうに思われます。 

 ７月７日に「骨太の方針」と一般的に言われる「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

２００６」が閣議決定されております。２００６の内容によりますと、地方交付税の現行法定率

は堅持するというふうになっておりますが、今後とも削減の方向にあることは否めません。現に

８月３０日、１９年度予算の概算要求の中で総務省の示した地方交付税の額は、出口ベースで

２.５％減となっております。さらに、地方交付税の配分に当たりましては「行財政改革に積極

的に努力している団体には配慮を行う」と、こういうふうになっています。どういうことかと言

いますと、想像できることは政府の方針に即した地方分権をベースとした合併の推進にある。そ

ういうふうに想像できます。さらに、平生町にとっては不利と思われる新型交付税は、人口と面

積を基準に配分額を決めるという方法でこの９月中に骨格が示され、段階的に実施する方向で

２００７年度から実施が想定されております。この３点すべて、平生町にとってはどうもネガテ

ィブな要因と考えられることから、今後もさらなる地方交付税や補助金の削減は避けて通れない

状況と推察されます。 

 そこで、１問目の質問といたしまして、緊急行財政改革プログラム推進計画は平成１９年まで

の計画であり、本年４月から第四次行財政改革大綱も含めたプログラムをベースに改革が進めら

れているところでありますが、その取り組みの現状と進捗状況について、次の２点について質問

いたします。 

 一点目といたしまして、１７年度決算時の指数から見まして財政力指数、１７年度においては

４１.８、こういう指数になっております。これは、自主財源が半分にも満たないということを

あらわしており、自主財源を増やす努力が必要であろうかというふうに思います。次に、経常収

支比率９１.４％、これについては、健全な財政状態であれば大体７０％と言われております。

どういうことかと言いますと、平生町の場合の財政構造の弾力性が低いということをあらわして

いるかと思います。これは、その年度におけるどうしても必要な経費が９１.４％で、あとの残

りが自由度の高い財政と、こういうあらわれだと思います。次に、起債制限比率は１３.０と少

し下がったと。これは結構なんですが、今年の４月から実質公債費比率であらわされております。

平生町の場合１７.６％。１８％を超えれば地方債許可団体に移行となります。そのときには、

財政健全化計画を提出することが求められております。そういうことになると、かなり厳しいと

いうことになります。平生町の場合１７.６との結果で、山口県内のワースト８から外れており

ます。第一関門はクリアできましたが、今後の情勢いかんでは１８％を超える危険が多分にあり

ます。と申しますのも、地方債は１７年度決算の附属資料によりますと「公債費はこれ以上減少

しない見込み」と明記されておりますし、実質公債費比率の算式から分母である標準財政規模が

小さくなれば１８％を超えるのは目前状態と言えます。厳しい状況にあることを再認識せざるを
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得ません。 

 こうした指数をもとに１８年度以降の町の財政について、市町村財政比較分析表、これは県が

県内の各市町村を対象に全国の類似団体から見た比較表であります。この表が示す内容をもとに

問題点をしっかり分析していただいて、さらに政府の今後の施策を十分踏まえて、町の財政見通

しと対応策についてお尋ねいたします。 

 二点目としまして、行財政改革プランの現状と進捗状況についてです。この１２月には１９年

度の新年度予算の策定に取りかかることになろうというふうに思われます。そこで、町の財政問

題といたしまして、１９年度予算作成に当たり６月定例議会において私の一般質問での町長の答

弁として「もし歳入不足が生じた場合は基金の取り崩しと行政改革を進めれば」というお話であ

りました。そこで、基金については具体的な数値として、１７年度決算の数字から予算に組み込

み可能額は現在のところ２億８,０００万円という数字が出ております。そこで、１９年度予算

に反映可能な、今後進められる、あるいは今まで進めてきた改革により発生する補てん額につい

てお尋ねいたします。 

 次に、自主財源確保の構想といたしまして、現在進行中である行財政改革プログラムの内容は

ほとんど歳出削減が主な内容となっております。コストセーブによるものでなく、真の意味での

自主財源確保のプランがどうも見当たりません。政府が地方に要求している根幹は、地方分権に

見合う財政の自立であるということは町長も十分承知のことと思います。重要なことは財政力の

強化が課題で、平生町のまちづくりをどうするかが問題だろうというふうに思います。 

 そこで、短期間では無理です。しかしながら、５年、１０年の長期スパンでもって真の意味で

の自主財源確保を目指さなければ、国の施策に取り残される結果を招くことになりかねません。

小手先の財源確保に走れば、結果的に町民に負担を強いることになります。そうした状況になら

ないためにも自主財源を目指した施策を講じる努力をしなければ、手遅れになろうというふうに

思います。 

 この点について、町長の考え、あるいは構想をお尋ねいたします。 

○議長（平岡 正一君）  ここで、暫時休憩します。１１時１０分から再開します。 

午前10時52分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（平岡 正一君）  再開いたします。 

 山田町長。 

○町長（山田 健一君）  お答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の財政改革を推進していかなければいけない。特に、置かれておる今日の状況と
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いうものは大変厳しい状況があるという認識は、これは共通だろうと思います。今後の取り組み

についても、財政力指数、経常収支比率、実質公債費比率等を例に挙げながら、これからも財政

の改革を進めていかなければいけない。こういう御指摘が前段にございました。国の方の新たな

新型交付税にも触れられておりますけれども、この問題がどう落ちついていくのかというのは大

きな関心を持って我々も注目していきたいというふうに思っております。骨太の方針自体、けさ

も申し上げましたが、財務省と総務省では概算要求の段階で１兆円ぐらい差が出てきておるとい

うような状況もございますし、単純に、ただ単に人口と面積だけで新型交付税ということに対し

て、この前からいろいろ安倍さんあたりの構想を見ても、出生率とか就業率なんかのいろんな成

果配分枠を入れてはどうかというような話まで出されておりまして、小規模自治体にとってもそ

ういう意味じゃあ、交付税の動向に左右されるということになりますから、これから、恐らく年

末に向けて省庁間の調整はもちろんでありますけども、具体的な新型交付税の内容がどうなって

いくのか、中身がどうなのかということについては、まだまだ今から議論されていくだろう。そ

の決着の仕方次第によっては、当然、どこの自治体も影響が出てくるというふうに受けとめてお

りまして、ここはしっかり動向を注視していきながら、しっかり地方として言うべきことは言っ

ていかなきゃいけないというふうに考えております。 

 それからもう一点は、平生町の財政指標について御指摘がありましたように、１７年度決算で

は財政力指数、あるいはまた、起債制限比率、経常収支比率、いずれも１６年度と比較して改善

してきております。これは、緊急行財政改革プログラム、これにいち早く取り組んできた一つの

成果としてこういう数字が出ておるというふうに受けとめておりますが、まだまだそのことでオ

ッケーということにはなりません。取り巻く財政環境が厳しい。将来のことを考えた場合、しっ

かりこれからまだまだ行財政改革を続けていかなきゃいけないという状況です。 

 ちなみに、財政力指数も４１.８％数値をいただきました。以前、平生町の場合は３８から

３９％程度、四、五年前はですね、そういう状況でございました。４１.８％、１７年度。起債

制限比率も５年前は１３.９％。今は１３.５４、１３.０という格好で、起債制限比率も落ちて

きております。従来のままの「交付税措置で見てやるから景気対策でどんどんやれ」と、国の政

策でそういう時期がありました。あの調子でそのままどんどん膨らませて起債をいっていたら、

恐らく大変なことになっていただろうというふうに考えております。かなり意識的に私自身も起

債制限比率を念頭に置きながら対応してまいりました。そうしたこともあって、今回、実質公債

費比率についても、一応１８％をクリアしたということですが、そうはいっても、なかなか油断

をするわけにいかない。いずれにしても、胸を張れるような状況とは言えません。まだまだ厳し

い状況にあることは事実です。経常収支比率にしてもそうです。１６年度が９４.５％、１７年

度で９１.４％。３.１％下がってきておりますが、これも職員の皆さんや議会の皆さんの御理解
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をいただく中で、大なたを振るってきたというところがこういう形になっているわけであります

から、これからもそういったことを十分踏まえながら慎重な財政運営、こういうものを進めてい

かなければいけないだろうというふうに考えておりまして、議員御指摘のように、これからも引

き続いてそういう状況を踏まえながら対処していくと。１９年度予算との関連も出ておりました

けれども、やはり、これからそういった国の動向、交付税のあり方、これをまずしっかり見極め

る。これが大前提ということになります。そしてその上に立って、国と同様でありますが、歳入

歳出の一体改革といいますか、それの平生町版をやっていかなきゃいけない。歳出のカットにつ

いても今までいろんな取り組みをやってきておりますけれども、行政評価制度等も生かしていき

ながら、できるだけむだを省いて財源を確保していく。歳入の財源確保についても受益者負担の

見直しをやっておりますし、遊休町有地の売却等を含めて、自らできる取り組みはしっかりやっ

ていこう。こういうことで歳入歳出の改革を進める。それでも不足する場合には財政基金で対応

していく。こういう三段構えの対応ということになっていこうというふうに思っておりますので、

この辺は、今度の１９年度予算、年度末から準備に入っていきますけれども、そういう形で恐ら

く１９年度の対応を進めていくということになろうというふうに思っております。 

 それから、自主財源の確保ということで御指摘をいただいております。６月時点でも自主財源

の確保構想について触れさせていただきましたが、５つのチームをつくって検討してまいりまし

た。１つは、手数料・使用料の検討チーム。２つ目は、税の検討チーム。３つ目は、税収確保の

施策検討チーム。４つ目が、財産処分の検討チーム。５つ目が、特別歳入の検討チーム。この

５つのチームをつくって自主財源をいろんな角度から検討しようということで、職員も一生懸命、

案を出しながら取り組んでくれました。 

手数料・使用料等については、今年度から教育施設のいろんな使用料等見直しをかけましたが、

他の施設についてもこれから条例改正等、１２月定例会をにらんでお願いしていく予定にいたし

ております。手数料については、近隣市町との均衡等も図りながら、占用料や事業分担金につい

ても公平性の確保に努めていきたい。 

税の検討チームでは、やっぱり都市計画税の問題が大きな課題であります。今、都市計画審議

会でも協議いただいておりますけれども、前段として、導入に向けての素案というものを関係課

中心に検討していくことにいたしております。仮に導入ということになれば、課税システムの必

要経費等も出てまいります。そういったコスト的な試算もこれからやっていかなきゃなりません。

何よりも税ですから、住民の理解が得られるということが大前提です。そこら辺は、手順を踏ん

で進めていかなければいけないというふうに思っております。 

 それから、税収確保の関係ですが、もちろん企業誘致等、平生町の場合は阿多田島の開発、あ

るいはゴルフ場跡地の活用というようなことが大きな課題として存在しております。今の組織体
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制で十分対応していけるのかという課題もありますが、しっかりこれから見直しを、対応してい

く組織についても明確にしていかなければいけないだろうというふうに思っておりますし、特に

税収を確保していく観点から、一種の企業誘致として大星山の風力発電、これも来年度６基の予

定ということになっておりまして、償却資産税という形で初年度１基当たり５００万円というふ

うになっておりますから、五六、３,０００万円という形になろうかと思いますが、税収確保に

向けての一つの対策に資するものというふうに考えております。 

 それから、財産処分の問題ですが、町の未利用町有地、こういうものを処分していこうという

ことで、原則、一般公募ということで行っていくようになろうというふうに思っております。今

年度一つ予定させていただいております。 

 それから、特別歳入として、いろいろな有料広告の導入について。これも広報やホームページ

でどうかというようなことで、今、いろいろ調整が行われておるというようなことでございまし

て、しっかり自主財源を確保していくように、一生懸命、町としても引き続いて取り組みを進め

ていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（平岡 正一君）  山名喬二議員。 

○議員（５番 山名 喬二君）  それでは、再質問させていただきます。 

 ２点ほど質問いたします。まず一点目の行財政についての見通し、対応策について答弁いただ

きました。６月議会で５つのポイントについて、料金だとか、あるいは税の徴収だとか、いろい

ろやりますよという話はわかっております。しかし、私が真の意味でお尋ねしたのは、そういっ

たことも必要ですが、大きなポイントとして長期ビジョンでどう財政を確保していくか、こうい

うことであります。 

 それで今、それに当たる内容として、阿多田島開発をどうするかということですが、阿多田島

開発について私は２回ほど質問しております。ところが全く進展しないという状況で、こういっ

たことをどう進めるのかというのをきちっと町長の構想として答えていただければありがたいと

思っておりましたが、阿多田島開発も考えられるというふうな少し後ろ向きの発言であろうと、

こういうふうに思って残念でなりません。 

 そこで再質問といたしまして、冒頭で申しましたように北海道夕張市の破綻宣告の報道以後、

多くの町民から「合併問題を含めて平生町の財政状態は大丈夫か」という懸念の声が多々ありま

す。そこで６月議会の延長戦となりますが、平成１７年３月２９日付の総務事務次官通達に示さ

れた指針に沿って１８年度を起点とした平成２１年度までの年次ごとの財政状況が総合的に把握

できるような情報を可能な限りわかりやすく数値で示し、歳入歳出の状況、さらには歳入不足と

なる場合はその対策を含めて、現状を改めて町民に公表することが求められているというふうに

思います。そこで、広報「ひらお」の紙面上で、町民の不安に答えるためにもこうした情報を公
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表していただきたいと思いますが、町長の考えをお尋ねいたします。 

 もう一点としまして、財源確保の件ですが、阿多田島開発ぐらいがまあまあという感じですが、

町長の最初の発言の中に「地域の発展について住民主導ということが定着しつつある」という発

言がありました。そこで、その件について少しお尋ねしたいと思います。これは、恐らく地域の

力発揮事業、あるいは協働のまちづくりの話であろうと理解いたしております。現在、平生町で

は協働のまちづくりと称して町民からアイデアを募集して、５０万円を上限にした補助金を出し

ておりますが、附属資料の中での行政改革についてという項目の中で「緊急行財政改革プログラ

ムに基づき縮減方向での見直しを行ったが、反面、まちづくり基金の創設による事業の拡充や安

全で安心なまちづくり条例に基づく取り組みなど、協働のまちづくりの醸成に向け積極的に展開

した」さらに、地域の力発揮事業についてとして「住民と行政がともに知恵を出し合う協働のま

ちづくりを進め」と、こういうふうに書かれておりますが、私自身、大変この文章については疑

問を感じております。まず、事業内容を見ますと、本来ならば町がやるべき事業内容ではないか

と、こういうふうに考えております。極端な表現をすれば、町は補助金を出すだけで知恵と実質

的な協力はしていないのが実情ではないかと、こういうふうに思っております。要するに、協働

のまちづくりと、果たして公言できるのであろうかと、私は今、町長がいろいろ言われたことに

ついて理解できない。こういうことであります。町民のアイデアと善意に対して、結果的には無

報酬で協力していただいている。極端に言えば、私はそういうふうに思えてなりません。こうい

うふうに見えますが、私が申しましたことについて反論がございましたら、どうかよろしくお願

いします。 

協働のまちづくりは全国的に言われております。あるいは「まちおこし」と銘打って、将来に

向かっての自主財源の掘り起こしを目指した施策が多くの自治体で実施されております。この件

については、テレビ、あるいはインターネットのホームページ上で、成果もそろそろ出てきて増

えております。よくなってきたというふうなことが報道されております。平生町の協働のまちづ

くりという内容を見ますと、草刈りや自治会内の公園の環境保護等々、附属資料にございますが、

町民に計画書やプレゼンテーションまでさせて補助金を出すだけ。これが、本来国が求めている、

あるいは町民が求めている協働のまちづくりと言えるのかよくわかりません。他の自治体とは発

想の原点が違うのか、こういうふうに思っております。 

 私が、今回自主財源ということを申し上げたのは、そういうこととは少し離れて、その逆の発

想で、行政が主体となって早急に結果を出すことは無理であろうと思います。だから５年、

１０年の長いスパンで町独自の歳入を増やすことを目的とした綿密な計画をつくり、町民ととも

に知恵を絞り行動することがまちづくりの原点であろうと思います。これに関しては、国からの

支援を仰ぎ一歩一歩前進することこそ、平生町の未来に向かってのまちづくり、こうしたことが
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協働のまちづくりであろうと私は考えております。 

 国土交通省が「まちづくり支援」としていろんな名目で補助金を出しております。こうした政

府の施策にも目をしっかり向けて、いま一度、平生町の将来を見据え、行政が率先して町の発展

を目指し、歳入を増やす方向でまちおこしに向けたプロジェクトを立ち上げる。こうしたアクシ

ョンこそ町長に求められているのではないかと思います。そこで、協働のまちづくりについての

見解をお尋ねいたします。 

○議長（平岡 正一君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  ２点、御質問をいただきました。 

 一つは、中長期的な財政見通しということについて報告してほしい。これは、全世帯にこの前、

町の財政状況、とりわけ第四次行革大綱の基本的な考え方、こういうものも示させていただいて

おります。例えば、来年度の交付税がどうなっていくのか。こういうことも、交付税対策、国の

地方財政対策を見極めてでないと、なかなか変動的な要素を含んでおる状況の中ではっきりした

見通しを持った中長期的な財政見通しというのは、これはどこもできない状況です。そうは言い

ながらも、いろいろ条件、前提条件を置きながら、厳しいながらもこのぐらいはいくだろうとい

うことで見積もりながら先般もその数字を示させていただいて、これは前提条件がありますから、

数字だけがひとり歩きをするということにならんようにしなければいけないというふうに思って

おりますが、町が今日まで取り組んできた姿によって財政状況がどうなっておるのか。しっかり

それを踏まえて今後も財政状況を的確ににらみながら財政運営をやっていきますよということは

広報で示すことはできると思っておりますけれども、折に触れて、町の財政状況については広報

でも触れさせていただいております。少なくとも将来見通し等については不確定な要素がありま

すから、そういうものを十分前提に踏まえながら、引き続いて厳しい財政状況の中で財政運営を

やっていきますよというお話は幾らでもできるんじゃないかというふうに思っております。 

 それから、協働のまちづくり、特に地域の力発揮事業、これも今、住民の皆さんがそれぞれの

アイデアを持ちながら、あるいは地域のそういった頑張ろう、自らが力を出し合ってやっていこ

う。こういうことで今、応募いただいてやっておる。これは大事にしていかなければいけない。

地域住民のそういう力、潜在力、こういうものをしっかり引き出していく町としての取り組み、

こういうことが、やっぱり地域のお互いの連帯感にもつながっていくだろう。すべて行政がこれ

をやります。こういう補助金のメニューがあるからこれをやれば幾ら出しますよというやり方も

一つの方法であろう。国にこういう事業がある、あるいはこういう事業がありますよ。だから、

これをやれば何ぼ出しますよというのも一つの方法かもしれませんが、むしろ、住民の皆さんに

そういったアイデアを出していただいて、地域の実情にあったいろんな活性化の取り組みを提案

してやっていただくということでこの事業を始めたわけでありますから、後ろ向きにとらえれば
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きりがないというふうに思っておりますし、そういう皆さんのやる気といいますか、こういうも

のが反映されていくような形が地域の活力につながるというふうに考えております。そのことが

歳入につながっていくような活動を促せというようなことでございますから、どういう形でやれ

ば歳入に貢献するのか、この辺は検討課題だろうと。御提言として受けとめさせていただきたい

と思います。 

○議長（平岡 正一君）  山名喬二議員。 

○議員（５番 山名 喬二君）  再質問させていただきます。 

 今の答弁聞いておりまして、すっきりした答弁をいただけなかったというのが感想であります。

今、協働のまちづくりということで反論がありましたが、それが悪い云々じゃないんです。要は、

そういうこと以外の自主財源を求める大きなプロジェクトを考えたらどうかと。こういうことで

最初から自主財源について長いスパンでと、こういうふうに申し上げておるわけです。具体的に、

実際にプロジェクトを立てる気があるのかないのか、全く今の回答ではよくわかりません。 

 それはそれとしまして、情報公開の件ですが、この件についても長期見通しをはっきりできな

い。これは当然であります。だから、予定される数値、これは各市町村みんな計画書を出してい

るわけです、国に。そういったことで、きちっと町民にわかるように、これは現実とは違います

よ、想定してある数字ですよと断っておけば、別にどうってことはないんです。そのビジョンが

なかったら、１年、２年、３年、４年先の計画をどう立てていくんですか。やっぱり、普通の一

般企業の場合は５年、１０年のスパンで計画を立てて企業を進めております。そういったことに

ついても、行政も今後どうしていくかということが大事だと思います。そういうことで、あえて

答弁は求めません。幾ら申し上げても同じような答弁が返ってくるということで、それはそれで

終わりにします。 

 次に、２問目の質問に移ります。これは、町収入金の未収納対策についての質問であります。

最近クローズアップされている税の未収納問題は、国民的関心事になっております。特に地方の

新聞によりますと、九州・山口圏域における税の未収納額が増加しており、収納率が悪いのは国

民健康保険税という指摘がされております。この地域におきましては、山口県東部地方税整理組

合が岩国地区の合併に伴い解散となることで、町として税の未収納対策について昨年９月の定例

議会で質問しておりますが、その時点での答弁では「体制の強化を１８年度に向けて取り組みを

整備し徴収体制を構築していきたい」というふうに発言されております。なお、計画性を持った

具体的な答弁をそのときにいただけませんでしたので、一点目としまして、どのような徴収体制

を構築されたのか、徴収体制の現状と収納率が改善されたのかお尋ねいたします。 

 二点目としまして、徴収体制として滞納者に対する検証と申しますか、督促状を送っても完納

されない場合、自治体として滞納に至る経緯や財産調査を行っているか。さらに、そうした体制
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が整備されているかお尋ねいたします。 

○議長（平岡 正一君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  徴収体制と収納体制の問題でございます。 

 体制の強化に向けて新たな徴収体制を構築したいということを申し上げさせていただきました。

現状についてでございますが、昨年から東部地方税整理組合が解散ということで、滞納整理業務

を含めて対応していかなきゃならんということで、徴収体制をできれば一元化ということを目標

にいろいろ協議を重ねてまいりました。協議を重ねる中で、一つは町税関係、法令に基づいて徴

収していかなきゃいけない関係と、利益に対する受益といいますか、それに対する対価としての

使用料、こういったものがありまして、公金としての性格がおのずから異なるというようなこと

もありまして、当面は町税関係と使用料関係、それぞれ区分して徴収していこうと。こういう方

向づけをいたしておりまして、町税関係については、税務課において非常勤の特別職として税整

理促進員を組織編成し、徴収体制の強化を図るということを目指しておりましたが、地方税法の

取り扱いで町税業務は町税吏員、一般職の事務吏員でなきゃならんということですので、本年度

は現行の徴収嘱託員の執務時間、今まで週３日であったのを４日に変え、勤務時間も２倍にして

柔軟に時間帯も対応していこうと担当職員も１名増し、２班で徴収体制ができるようにというこ

とで、担当職員の増員と徴収嘱託員の執務時間等の拡大ということで当面の体制整備をさせてい

ただいております。今から現状を十分チェックしながら、さらに改革すべきところは改革してい

かなきゃいけないし、これから総務系の機構改革も残っておりますから、それとあわせて徴収体

制の確立、改革を目指していきたいというふうに考えております。 

 収納率についてでございますが、まだまだ目に見えて改善されてきておるという現状ではあり

ませんけれども、滞納者についての現状は、それぞれ担当のところが臨戸訪問をやりながら、個

別的に滞納者の状況、あるいはそこに至った経緯、低収入によるもの、あるいは生活困窮者、住

居がもうない、そこにいない、死亡されたというようないろんなケースがありますので、そこら

辺の状況を踏まえて、基本的には自主納税というものを前提にしながら催告を徹底してやってい

こうというのが今年度の大きな取り組みです。今、催告を行っておりますが、再催告の準備を行

っております。それでもということになれば再々催告ということになろうと思います。その辺は

催告の徹底をしっかりやりながら、一方では納税相談も進めていく。そういう中で、収入関係は

いろんな状況で把握できますが、財産の問題については今まで財産調査というところまでは踏み

込んでいないというのが現状でありますけれども、当然、差し押さえを前提にした財産調査とい

うことも含めて考えていかなきゃいけない。その前に、再催告ということで催告の徹底を図って

いきたいというふうに考えているところであります。 

○議長（平岡 正一君）  山名喬二議員。 
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○議員（５番 山名 喬二君）  再質問をさせてもらいます。 

 一部答弁にもありましたが、１７年度決算から、国民健康保険税は１億円を超える収入未済額

となっておりますし、町税については６,８００万円を超えております。町全体の収入未済額は

１億７,７００万円を少し超えております。全額不納欠損額とはならないまでも無視できない金

額で、こうした税の不納欠損額は最終的には町民にはね返ってくることになりますし、さらには、

一定の収納率に達しない場合はペナルティーとして地方交付税の減額や、国保については調整交

付金の減額が課せられることになります。 

 厚生労働省は７月３１日付だと思いますが、「国保における調整交付金の減額について」とし

て市町村に通達を出していると思います。それによりますと、今まで現年度分のみの収納率が基

準で減額していたが、新たに導入する制度では「過年度分の収納率も含めてさらなる減額措置を

取る方針である」というふうに報道されております。町の税制改革により、介護、医療費等、か

なり町民の負担が増えております。特に高齢者にとっては厳しい現状で、社会情勢からみても、

さらに収入未済額が増加することが懸念されます。町の財政状況からも財源確保が急務でありま

す。目前の対策として徴収体制の強化、特に、悪質な滞納者には目に見える形で法的な措置を含

めた厳正な態度を示すことが大事な要点であろうと思います。 

 そこで、国民健康保険税に関して、１７年度の不納欠損額は１,５５２万３,６５３円というふ

うになっております。１６年度の不納欠損額は５６１万９,８４４円となっております。１６年

度に比べて１７年度は２.８倍という驚くべき数字になっております。なぜ、１７年度の不納欠

損額が急増したのかお尋ねいたします。この件については、決算審査意見書でも「不納欠損の処

理基準に疑問」というふうに指摘されております。このこともつけ加えておきます。 

○議長（平岡 正一君）  洲山税務課長。 

○税務課長（洲山 和久君）  前年度に比べて１７年度の決算、不納欠損が多くなった理由でござ

います。１７年度決算における徴収権の消滅・時効といたしましては、１２年度以前の滞納分が

対象となります。内容といたしましては、１２年度分の消滅・時効の不納欠損と一部納付等があ

り、時効の中断をしていた１１年度以前の滞納分について１７年度決算の消滅・時効に該当し、

滞納分が多額となったためでございます。 

 前年度の国保の不納欠損より多くなった理由は、１２年度分につきましては、前年度の対象の

１１年度分の不納欠損額よりも約２００万円多くなっていることと、１１年度以前で一部納付が

あり時効の中断をしていたが、消滅・時効に該当する金額も前年度より約８００万円前後多くな

ったということで、１７年度の不納欠損の報告が多くなった理由でございます。 

 以上です。 

○議長（平岡 正一君）  山名喬二議員。 
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○議員（５番 山名 喬二君）  今の答弁に対して再質問します。 

 今、時効の年数は５年ということでありまして、１２年ということを今おっしゃって、実質的

な１２年での欠損不納額は２００万円と、こういう答弁ですね。それで、８００万円というのは

１２年以前のお金のことですね。これはどういうことなんですか。ルール上は５年で処理すると

なっております。それが今まで処理されてこなくて、ここで８００万円増えたと。でも、これで

も１,０００万円ぐらいと。少し数字が合わないとこがあるんですが。 

 その辺について、再質問としてお願いします。 

○議長（平岡 正一君）  洲山税務課長。 

○税務課長（洲山 和久君）  不納欠損額、前年度の不納欠損額に多くなった。１１年度分の不納

欠損額よりも２００万円多くなっているということにつきましては、１１年度以前で一部納付が

ございましたので、１１年度につきましては４００万円の不納欠損でございますが、１６年度が

４００万円でございます。そして、１７年度が６００万円ということで２００万円の増というこ

とでございます。それ以前の平成９年度、１０年度、これにつきまして、平成１６年度分につき

ましては９０万円、そして１７年度の不納欠損が、これが５００万円、そして１６年度の旧年分

ですが、これが１５万円、そして１７年度の不納欠損が２５０万円ということで、合わせて

８００万円の増ということでございます。 

 以上です。 

○議長（平岡 正一君）  山名喬二議員、次にいってください。 

○議員（５番 山名 喬二君）  もう少し聞きたかったんですが、再質問できないのであきらめま

す。 

 ３問目の質問に移ります。３問目といたしまして、平生ファン倶楽部の現状と今後のあり方の

質問であります。町のホームページに「平生ファン倶楽部は平生町出身者や平生町とゆかりのあ

る町外、県外にお住まいの人々に会員になっていただき、ふるさと平生の情報を届け、会員の皆

さんからも住んでおられる地域の情報や平生町への意見などいろいろいただき、まちづくりへ反

映させる目的で設立した」と書かれております。また、「町として会員になられた方には、毎月、

広報「ひらお」の送付や各種情報を届け、また、会員の皆さんからの各地の情報や平生町への御

意見などをいただくなど交流している」とも書かれております。 

 発足当時は、たしか４００名近い会員がいたと思いますが、１７年度決算の附属資料で見る限

り２６５名となっております。６年間に約４割減少したという結果であります。この減少率から

推測しますと、ファン倶楽部に魅力がないのではないかというふうに思われます。 

 そこで、次の５つについてお尋ねいたします。 

一点目としまして、ファン倶楽部で広報「ひらお」の送付以外、どのような活動をされていた
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か。 

二点目として、これまで会員の方から平生町に対する意見、提言があったか。もしあれば、そ

れはどんなものであったか。また、その意見、提言はまちづくりに生かされたか。 

三点目として、会員減少の理由をどう考えているか。会そのものに魅力がないのではないか。

私としたら、減少した理由であろうというふうに思いますが、いかがお考えでしょうか。 

四点目としまして、魅力ある会にするには、やはり、さまざまな情報提供やイベントを実施す

ることが必要ではなかろうか。この点についてお尋ねします。 

五点目として、会員を増やす方策は現実的に検討されているか。もし検討されておれば、具体

的にどのような検討がされているのか、その内容について。 

以上、５点についてお尋ねいたします。 

○議長（平岡 正一君）  ここで、暫時休憩します。午後１時から再開いたします。 

午前11時54分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（平岡 正一君）  再開いたします。 

 ただいま、本日の会議録署名議員の福田洋明議員が退席されておりますので、会議録署名議員

の追加指名を行いたいと思います。会議録署名議員は、会議規則第１０９条の規定により、議長

において、吉國茂議員を指名いたします。 

 引き続いて、一般質問を行います。山田町長。 

○町長（山田 健一君）  平生ファン倶楽部について、５点にわたって御質問をいただきました。

御指摘のように、ふるさと平生の輪を広げよう。こういうことで、このファン倶楽部につきまし

ては平成１２年８月に３４４名で結成させていただきました。 

 １８年３月３１日現在で２６５名ということで、御指摘のように、ファン倶楽部の会員数が減

少いたしておることも事実でございまして、何とかふるさとの応援団として、ぜひ、ファン倶楽

部が有効に活用できるように、さらに知恵を出しながら取り組んでいかなければいけないという

ことで町としても検討を進めていこうという段階にあるわけでございまして、御指摘をいただい

ておりますけれども、整理しながら、また、こういうことをやったらどうか、あるいはまた、こ

ういうふうにしたらいいじゃないかというようなアイデア含めて御提言いただければ、ぜひお願

い申し上げたいというふうに思っております。 

 活動内容ということで、広報のほかにということでございますが、県の広報誌、それから、特

産品の情報、これは毎回ではありませんけれども、特産品の案内、先般の５０周年で「平生町の

歩み」をつくりましたが、そういったものについてのあっせん等についてもさせていただいてお
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るということでございまして、やりとり、情報提供のあり方についても、さっきホームページの

話が出ておりましたけれども、去年から会員専用の電子掲示板を開設して情報交換できるように

進めておりますけれども、より充実した活動内容ができるように検討してまいりたいというふう

に思っております。 

 それから、どういう意見や提言があったかということでございます。帰るたびに川が汚れてお

るが気になっちょるとか、そういった環境面での御指摘。あるいはまた、町内に農地を残してお

るが荒廃が気になっておる。どういうふうにしたらいいだろうかということで、草刈りのシル

バーさんを含めて業者を紹介してほしいとか。あるいはまた、皆さんから逆に、住んでおられる

ところの市の広報とか、こういうことをこちらではやっておりますよというのを、直接、私のと

ころや企画の方に送っていただいたり、そういう経緯がございます。参考にさせていただいてお

ります。 

 特に、全国に散在されておりました回天会の方々を再結集しようということで、ファン倶楽部

を通じていろんな情報のやりとりを通じて再結集が一昨年でございますけれども計られた。いろ

んな交流館での展示資料を含めて、資料の充実に向けて、大変御協力をいただいておるというふ

うに考えております。これも一つの成果かなというふうに思っておりますが、引き続き、もっと

お互い、会員同士で情報がやりとりできるような形になってくればいいなというふうにも思って

おります。 

 それから、減少しておるがその理由は。魅力が少ないんじゃないかということでございます。

確かに、魅力がたくさんあれば、もっと会員が増えるのかもしれませんし、まだ十分、その辺の

周知がされていない部分もあるんではないかと思っておりまして、いろいろ次のステップを考え

ていくにしても、まず、組織の拡大、すそ野をどう広げていくかというのが、やっぱり一つの大

きな課題でありますから、事あるごとに、機会を通じてファン倶楽部のＰＲをやっていかなけれ

ばいけないというふうに思っております。そのためには新たな情報提供、イベント等が必要では

ないかということでございます。この辺についても、いろんなイベントの創出、どういうものが

考えられるのか。あるいは、平生の持っておる資源、観光資源を含めて体験交流がどういうふう

な形でできるか。観光協会等とも連携を取りながら、観光ルートの設定も含めて検討していって、

よりファン倶楽部の活動が充実していくような方向を目指していきたい。また、ただ単に、サー

ビスの提供ということだけじゃなしに、町の施策を推進していく上でもプラスになるような人脈

のネットワークといいますか、そういうものができ上がっていくことを目指していきたいと思っ

ております。 

 町として、もう一回リニューアルしていこうということで、いろいろ検討していこうではない

かという話をしておる状況でございまして、最初に申し上げましたように、ぜひ、いろいろ御提
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言等ありましたら、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（平岡 正一君）  山名喬二議員。 

○議員（５番 山名 喬二君）  再質問させていただきます。 

 今の答弁の中で、意見・提言というのでは、環境面とか業者の紹介、あるいは回天会、こうい

うのがありましたが、この程度の意見、提言なのかという感じはいたします。もうちょっとしっ

かりしたものがあるのかと。このぐらいの程度で、ファン倶楽部が本当に立ち上げて前へ行ける

のか危惧されます。 

 そこで、ホームページですが、ホームページの掲示板が設けられております。当然、その掲示

板にはＩＤとパスワードがなければ中へ入っていけません。会員の方を保護する意味で限定する

のは当然だというのは理解できます。問題は、このファン倶楽部が個人のものではなく、平生町

ファン倶楽部です。ということであれば、１年に一度ぐらいは、町民に対しても議会に対しても、

ファン倶楽部の活動状況について報告があってもしかるべきじゃないかと、こういうふうに考え

ております。その点について、今後どうされるのか、再質問といたします。 

○議長（平岡 正一君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  平生ファン倶楽部については、できるだけすそ野を広げて、より大きな

組織を目指していくというのが基本です。ぜひ、これからも事あるごとに、町民の皆さんにもゆ

かりの方、本町出身者、全国にまだまだいらっしゃると思うんです。ぜひ、御協力をお願いでき

るように、我々も機会あるごとに呼びかけていきたいと思っております。 

○議長（平岡 正一君）  山名喬二議員。 

○議員（５番 山名 喬二君）  もう一度、再質問させていただきます。 

 質問の５点については答弁いただきまして、いろいろ理解できましたが、現状の会員数も減少

して２６５名という現状であります。会費を納めていただいているのはそのうち２０３名という

ことになっております。 

 平生町ファン倶楽部について、今後、町長はさらに進めていきたい。こういう意見、考えです

が、私個人として、今までの経緯、その他を見ますと、この際、平生ファン倶楽部についての存

廃と申しますか、そういったことについて、検討の必要があるんじゃないかと考えております。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（平岡 正一君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  存廃の考え方で議論をするつもりはありません。ファン倶楽部をぜひ有

効に生かしていきたい。もっと町民全体にすそ野を広げて機能していくように、平生を関係者の

力も借りて、これからも有効なファン倶楽部になっていくようにやっていきたいという一心であ

ります。 
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……………………………………………………………………………… 

○議長（平岡 正一君）  渕上正博議員。 

○議員（２番 渕上 正博君）  では、通告書に従って質問させていただきます。 

 まず始めの質問として、周東総合病院の小児科廃止についてでございます。今、全国的に少子

化問題が叫ばれ、その対策が検討されている中で、小児科、産婦人科医師の減少がクローズアッ

プされてきております。これが端的にあらわれたのが、今回の周東病院の小児科廃止だと考えて

おります。 

 最近になり、柳井市をはじめ平生町、田布施町、周防大島町の若いお母さん方から、周東病院

の小児科が廃止されるとの報道に対して、子育てはどうしたらいいのか。また、休日、夜間に病

気になったらどう対応したらいいのかという動揺が広がり、大きな問題となってきております。

これは、今年の５月に山大の医学部が来春から医師不足のために周東病院への小児科医師の派遣

を打ち切るという方針を決めてからです。新聞報道によりますと、周東病院小児科への休日や夜

間外来は、月にして２４０人前後で、そのうち２０人前後が入院しております。２００５年度の

小児科の入院患者数は５２７名、地域別では柳井市が２０５名、田布施町１１１名、平生町

８４名、周防大島町５０人となっております。 

 県内８カ所の保健医療圏のうち、入院できる小児科が存廃の危機にあるのは柳井圏だけです。

病院側は全国的に不足している小児科医師の確保は難しいという考えのもとに、県内の３医師会

と３市町に対して協力を要請し、８月９日に周東夜間診療所応援具体化のための作業部会を設立

しております。病院側は「診療所を病院の検診センター内に開設し、平日の午後７時から１０時

まで、開業している内科か外科の医師１人が駐在し、入院が必要な患者は病院の当直医が対応す

る」として、「各医師会の合意があれば、年内にも始めたい」と、こういう提案をしております。

診療所の体制づくりができれば、病院勤務の医師の負担が減り、ひいては小児科医師の公務もし

やすくなるのではないかという、こういうねらいもあるようです。 

 また、病院側は「住民の安心のため、小児科をぜひ存続させたい」と、このようにも言ってお

ります。さらにこの作業部会は、医療を地域で支える仕組みづくりとの認識もあるようでござい

ます。全国的に少子化問題が最重要課題として検討されている中、本当に少子化対策を口にする

なら安心して子育てができる対策が早急に必要だと私は考えております。総合病院と開業医が連

携を深める。これは当然のことです。行政は側面から支援する。これもまた当然のことではない

でしょうか。このことが、住民が求めている最大の課題だと私は思っております。 

 当町として、周東総合病院の支援体制はどのようになっているかお伺いいたします。 

○議長（平岡 正一君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  周東病院小児科の廃止問題について、大変大きな課題になっております。
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議員御指摘のように、これからの地域医療を考えたとき、あるいはまた、少子化時代にあって、

小児科の存在というのは非常に大きな役割、使命を担っていかなればいけないところであります。 

 いろいろテレビ等でも、離島や山間部で医師が足りないということがよく報道されております

けれども、本当に日本全国どこでも安心して医療が受けられるような体制というのをしっかり目

指して、地域から目指していかなければいけないという考え方は共通した認識だというふうに思

っております。 

 問題は、山大の方から、来年１名医師が退職される。その後、派遣ができないという理由で引

き上げる通知があったわけですが、周東病院を中心に、山大あるいは関係医師会等含めて協議が

行われておりまして、８月９日に協議会、これは１市４町ですか、大島、上関、田布施、平生、

それぞれの医師会、あるいは県も一緒に作業部会で協議をしようということになっておりまして、

一つの案として、平日の午後７時から１０時まで開業医が周東病院内で診察をしようと。運営費

等については、行政の支援が当然必要になってくるというとこら辺が、行政側にとってもこれか

らの課題だというふうに思っておりますが、９月中に各医師会員にこの案を諮っていきたいとい

うようなこともおっしゃっておるようでございます。 

 もちろん、地域医療を堅持していくために、町としても大学や病院との交渉、医師会の皆さん

との協議ということもございますが、町としても連携を密にしながら、側面からしっかり行政も

支えていけという御指摘でございます。財政支援も含めて視野に入れながら協議していかなけれ

ばいけない。しっかり努力もしていかなければいけないだろうというふうに、現時点では考えて

おるところであります。 

○議長（平岡 正一君）  渕上正博議員。 

○議員（２番 渕上 正博君）  では、再質問させていただきます。 

 子供の病気やけがですね、これは親にとって一番心配なことです。いつでもかかれる小児科、

病院が近くにあれば非常に安心なんです。今回、作業部会を発足させ、診療所を開設させようと

していますが、これは、あくまで平常の状態になるまでのつなぎだと私は思っております。正常

な医療機関にするための議論はどのようにされているか。これを一点、もしあればお伺いしたい

と思います。 

 それともう一点、県内の小児科医を調べてみますと、１９９２年、４２９名いた小児科医は、

２００２年では１６０名、このように激減しております。県は、医師不足で地域医療圏確保の危

機を最重要課題としています。こういう関係で、県の対応はあったのかどうか。もしあれば、そ

の内容をお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（平岡 正一君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  今の状況の中で考えられる状況というのは、一つは勤務医の過酷な労働
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状況といいますか、人数もだんだん減ってきておる中で、夜間含めて大変な労働条件のもとに置

かれておるという現状が一つある。あるいはまた、どうしても周東病院へ患者が集中しやすい、

こういう傾向。周東病院の方に聞いてみると、軽度の患者含めて一次のところが二次救急的なと

ころに来たりと、患者が押しかけてくるというような状況が一方であって、勤務医の方も大変だ

と。あわせて、県の方も医師の確保に向けて、将来をにらみながら、引き続き山口で、ふるさと

で勤務してもらえるような方向づけをつくっていこうというような取り組みもされておるという

ふうに聞いておりますけれども、患者サイドというか保護者といいますか、我々の方も小児科に

電話相談したり、いろんな機能がありますから、そういうものも活用して、できるだけ勤務医の

負担を軽くするよう協力できる部分は我々住民といいますか、お互いにしていって、医師の方々

に安心して勤務してもらえるような状況をつくり出していく努力というのが、我々にも求められ

ているのかなという気がいたしております。 

 いずれにしても、これは一つの市、町、あるいは一つの病院ということだけで対応できるよう

な状況にはありません。県を含めて研修医の派遣制度の問題もひっかかっておるわけであります

から、こういった制度のあり方を含めて検討してもらわなきゃいけない部分もあります。ただ、

そればっかり言っていたんではいけませんから、我々とすれば、この地域でできることはしっか

りやって、地域医療の確保という努力をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（平岡 正一君）  渕上正博議員。  

○議員（２番 渕上 正博君）  一点、 県と の対応と いう こ と を 質問さ せていただいたんですが、

そ の辺はなかっ たわけですか。 （ 発言する 者あり ） 対応はど う なっ ている のかと いう こ と を 一つ

お聞き し て。  

○議長（平岡 正一君）  河野健康福祉課長。 

○健康福祉課長（河野 孝之君）  県との対応でどのようなことがあったかということでございま

すけれども、８月９日の協議会においても県の方の出席がありまして、県の方からもアドバイス

的なことも伺っております。 

 周東病院の院長も県の行政の方にも足を運ばれまして、今後の周東病院の小児科のあり方につ

いてどうしたらいいかというアドバイスも聞いておられます。その辺、連携されているというふ

うに聞いております。 

○議長（平岡 正一君）  渕上正博議員。 

○議員（２番 渕上 正博君）  質問回数が過ぎましたので、次の質問をさせていただきます。 

 次は、小中学校の耐震対策についてです。国の方針に基づき、学校の耐震診断は平成１５年度

から始まり、当町では昭和５６年以前の建物、中学校では全校舎、平生小学校では体育館を除く

校舎、佐賀小では一部の校舎で１６年度に一次診断が終了しております。一次診断の結果は、基
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準値の０.９に対して全校舎で基準値を下回っているとの報告を受けております。この耐震診断

結果を受けて、１８年度内に耐震化推進計画を策定し、早急に耐震化にかかわる事業を行う必要

があると県の方針として出されております。 

また、国が平成１８年４月２４日に公表した「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施

設整備基本計画」というのがあります。この中の「交付金の交付に関する基本事項」として、

「提出された市町村施設整備計画の中で優先順位の高い計画から順に交付金を交付する。特に最

大の課題である公立の義務教育諸学校等施設の耐震化を推進する計画に重点的に配分し、また、

その中でも耐震化の進捗状況を勘案し、緊急度及び必要性の高い計画から優先して交付金を交付

する」となっております。このことから、今後、交付金制度の事業採択に当たっては、各市町村

から提出された市町村施設整備計画における耐震化率の向上に向けた積極的な取り組み状況が大

きく勘案されると、こういうふうになっております。 

 当町の耐震化推進計画はどのようになっているか。このことをお伺いしたいと思います。 

○議長（平岡 正一君）  合頭教育長。 

○教育長（合頭 興亞君）  本町の「耐震化推進計画」についての御質問でございます。 

 議員さん御指摘のように、本町の校舎、昭和５６年以前に建設された校舎におきましては、す

べてが基準値を下回っているという状況でございます。そういうようなところで、昨年来より今

後の方策等につきまして内部検討してまいりました。教育委員会の中で。そして、昨年１０月に

総務課、建設課、そして教育委員会で検討委員会を立ち上げて検討しました。そのときに、本町

独自に１８年度において、平生小学校においてはコンクリート圧縮度強度試験を実施するという

ことを決定しました。御承知のように６月に実施され、先般、その結果について全員協議会、委

員会等で報告させていただいたところでございます。 

 今年１月、国の方で改正「耐震改修促進法」が施行されました。それによりまして、特に学校

施設につきましては強力に耐震化を促進することとされ、県を通じて県内市町に対して早急に耐

震化の工事に着手するよう要請があったところでございます。そういうことから、これから本町

の耐震化をどのように推進していくのかということにつきまして、今年度中に「耐震化推進計

画」を策定するようになっております。なっておりますというより策定しなければいけないとい

うように思っております。この計画を策定する中で、本町の中での耐震化優先順位、耐震化の方

法、あるいは費用や財源の検討をしていくこととなります。現在まで検討委員会を３度開いてお

りますけれども、現段階で、今後の方針を詳しく申し上げることはできませんが、現在考えてい

ることは、コンクリート圧縮度強度試験の結果と災害時の地域住民の避難場所となる体育館の耐

震化が必要なことから、まず、平生中が一番になるのではないかと考えております。 

 もう一つ、「耐震改修促進法」では今後１０年間で耐震化率９０％を目指すという目標設定が
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ございます。その中で、財政負担をかんがみ、軽減する必要等を考えれば、例えば、１年間に

１棟ずつやっていくとか、そういう計画を今から立てていかなきゃいけないんじゃないかと考え

ております。 

○議長（平岡 正一君）  渕上正博議員。 

○議員（２番 渕上 正博君）  今の答弁にはなかったんですが、改修する、建替えもあります、

補強もある。いろいろな改修方法があると思いますが、その方法についてはどういう考えを持っ

ておられるか、お願いいたします。 

○議長（平岡 正一君）  合頭教育長。 

○教育長（合頭 興亞君）  この「耐震改修促進法」をクリアできるのは、補強で一応できるわけ

でございます。補強でできるわけですが、財政の状況等も見ながら、せっかく補強しても、また

校舎の全面改修とか──全体をやり直すというんですかね、そういう全面改修とか、そういうも

のになってはいけませんので、建替えも含めたものも視野に入れながら、２案、３案とつくって

いく必要があるんではないかと考えております。補強だけではなしに、ほかのことも視野に入れ

ながら、広い目でみて考えていきたいと思っております。 

○議長（平岡 正一君）  渕上正博議員。 

○議員（２番 渕上 正博君）  今、日本列島は地震の活動期と言われております。危険な校舎で

児童生徒を学ばせることは、あってはいけないと考えています。学校施設の安全確保は行政の責

任だと思っております。 

 もう一点、町内の小中学校のすべてが避難所となっております。町民の安心・安全を確保する

ためにも、早急な対策、これを実施していただきたい。要望として終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（平岡 正一君）  藤村政嗣議員。 

○議員（３番 藤村 政嗣君）  それでは、通告をしております幼保一元化についてと、災害時の

要援護者のリスト整備について質問いたします。 

 文部科学省は厚生労働省と、保育園と幼稚園の機能をあわせ持った新施設「こども園」を認定

するための指針を策定しております。これは８月４日の官報で告示されておりますけれども、こ

の施設「こども園」について町として取り組む考えがあるのかどうか、まず第一点、お伺いした

いと思います。 

○議長（平岡 正一君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  こども園、幼保一元化といいますか、厚生労働省と文部科学省で、幼稚

園と保育園のいいところといいますか、それぞれを生かしながら新しい仕組みで子供たちの保育

を考えられないかというようなことで報道されているところでございます。 
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 これは１０月１日から法律が施行されるということになりまして、この法律に基づいて認定し

ていくために、県がその基準を条例で今から定めていきます。今のところ、県が条例で定めると

すれば１２月以降になるというような県の動向でございまして、それを踏まえて、来年度の状況

といいますか、そういうことを考えていかなければいけないというふうに思っておりますが、当

面、保育園のあり方等については、今までもあり方検討会というのを設置して、１４年度からは

大野保育園を廃止し──廃園して曽根保育園を民営化したという経緯がございます。当時、平成

１２年当時ですが、公立保育園の入所率が６７％でございました。最近は入所児童の低年齢化も

ありまして、平成１８年９月現在、園児数が２７８名、公立保育園の入所率が９１％、以前

６７％であったのが今は９１％、つばさの方は１１５％ということで、ほぼ定員に達しているわ

けでございます。認定こども園ということで、定員割れががっとあれば、いわゆる保育所型とい

うようなことでできるんだろうと思いますが、今、ほぼ定員に近い状況があるわけですから、す

ぐ急いでという状況には今日ないのではないかと。 

 いずれにしても、保育園のあり方検討会というのを設置しておりますし、第四次行革大綱の中

でもこの辺を検討していくということになっておりますから、今後は、そういった園児数の動向、

地域の方々の声も聞きながら、こども園のあり方含めて検討していくことになろうと思っており

ます。 

○議長（平岡 正一君）  藤村政嗣議員。 

○議員（３番 藤村 政嗣君）  趣旨としまして「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律は、幼稚園及び保育所等のうち就学前の子どもに対する教育及び保育

並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供する機能を備える施設を認定こども園として認

定する仕組みを設けるものである」というような趣旨が８月４日の官報で出ておりますけれども、

これは、保育園のいいとこ幼稚園のいいとこが凝縮されたこども園の設置ということであろうと

思いますので、ひとつ、保育所のあり方検討会ですか、この中で、こういう新しい施設をどうす

るかということについて検討していただきたいというふうに思います。 

○議長（平岡 正一君）  山田町長。  

○町長（山田 健一君）  さ き ほど も 、 保育園のあり 方検討会の中でこ う し た問題についても 検討

し ていき たいと いう こ と を 申し 上げたと こ ろ でございま す。  

○議長（平岡 正一君）  藤村政嗣議員。  

○議員（３番 藤村 政嗣君）  そ れでは、 次の災害時の要援護者に対する リ スト 整備でござ いま

すが、 こ れは全国的に難し い問題になっ ておる よ う でございま す。 し かし 、 そ う はいいながら も 、

新潟豪雨と か、 災害で多く の高齢者が被災し たこ と を 教訓に国が昨年の春から 各自治体に求めて

いる 「 災害時の要援護者のリ スト づく り 」 が叫ばれており ま すけれど も 、 個人情報保護条例です
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か、 こ う いう も のがネッ ク になっ て進んでおら ないと いう 実情があろ う かと 思いま す。  

 本町につき ま し ても 、 ひと り 暮ら し のお年寄り や要援護者の避難支援プ ラ ン 、 こ う いう も のが

ど のよ う になっ ておる のか、 ま ず、 お伺いし たいと 思いま す。  

○議長（平岡 正一君）  山田町長。  

○町長（山田 健一君）  災害時の要援護者リ スト 整備について御質問を いただいたと こ ろ でござ

いま す。 最近の自然災害の多発、 そ れに対し て災害時の要援護者対策を ど う し ていく のかが一つ

大き なテーマ になっ ておる わけであり ま し て、 いろ んな災害を 通じ て課題が浮き 彫り になっ てき

ており ま す。  

 国が去年の春から 災害時要援護者リ ス ト を つく れと いう こ と で、 県においても 昨年７ 月にマ ニ

ュ ア ル策定に向けてのガイ ド ラ イ ン と か指針―――「 災害時要援護者支援マ ニ ュ ア ル策定ガイ ド

ラ イ ン 」 、 ある いは「 避難勧告等発令・伝達体制の整備に係る 基本指針」 、 ３ つ目には「 避難所

運営マ ニ ュ ア ル策定のための基本指針」 ―――こ う いう も のを 県と し ても つく っ て、 そ れに基づ

いて、 市町に対し てそ れを 参考につく る よ う に指示さ れておる 状況でございま す。  

 町と し ては、 今ま でも 地域防災計画にのっ と っ て、 必要最小限の被害にと ど める ために取り 組

みを 進めてき たと こ ろ であり ま すが、 こ の３ つのマ ニ ュ ア ルと いいま すか、 １ つは「 災害時要援

護者支援マ ニ ュ ア ル」 。 も う 一つは「 避難勧告等の判断基準マ ニ ュ ア ル」 。 ３ つ目は「 避難所運

営マ ニ ュ ア ル」 の３ つを 策定し ていかなければいけない状況で、 こ の前から 国民保護計画の策定

を 進めており ま すが、 １ ０ 月には第２ 回目の協議会を やっ て、 何と か承認し ていただく 段階に今

日来ている 段階であり ま す。 災害関係の３ つのマ ニ ュ ア ルについては「 災害時要援護者支援マ ニ

ュ ア ル」 を 除いた後の２ つについては、 ほぼ素案がま と ま っ ておる 段階でございま す。 要援護者

支援が一つのポイ ン ト になっ ておる んですが、 こ こ ら 辺については、 民生児童委員の皆さ んにも

６ 月に研修会を 開催し て、 災害時に生かし ていける よ う なこ と についていろ いろ 説明さ せていた

だいており ま すし 、 防災気象懇談会も 先般開催し 、 自主防災組織、 民生児童委員、 消防団の方々

を 対象に、 下関気象台から いろ いろ 御教示いただいて、 気象情報等についての考え方、 見方を 勉

強し たと こ ろ であり ま す。  

そ う いっ たと こ ろ で、 御指摘のあり ま し た災害時要援護者リ スト づく り について、 総務、 健康

福祉、 こ こ ら が一体になっ て取り 組みを 進めさ せていただいておる 状況でございま す。 御指摘の

よ う に、 個人情報保護と の兼ね合いで整理し なければなら ないと こ ろ があり ま す。 情報を ど う 共

有し ていけば有効に災害時の要援護者体制が取れる かと いう こ と についても 、 十分協議し ながら

取り 組みを 進めていき たいと 考えており ま す。  

○議長（平岡 正一君）  藤村政嗣議員。  

○議員（３番 藤村 政嗣君）  情報の支援者リ スト ができ ても 活用方法が問題だと 思う んです。
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ど う いう ふう に伝達する か難し い問題ですが、 も し でき た場合、 活用方法を ど のよ う にさ れる か、

ど のよ う に考えておら れる かお聞き し たいと 思いま す。  

○議長（平岡 正一君）  山田町長。  

○町長（山田 健一君）  リ スト ができ れば、 当然、 現実にそ れが救助や救援に生かさ れる よ う に、

関係者、 児童民生委員の皆さ んや自主防災組織、 ある いは消防団と 連携が取れる よ う な図上訓練

と いいま すか、 場合によ っ ては実地訓練等も 含めて活用し て生かし ていく こ と も 考えていかなけ

ればいけないのではないかと 考えており ま す。  

○議長（平岡 正一君）  こ こ で、 暫時休憩し ま す。 ２ 時５ 分から 再開いたし ま す。  

午後１ 時47分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２ 時05分再開 

○議長（平岡 正一君）  再開いたし ま す。  

 細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  そ れでは、 通告に従いま し て質問いたし ま す。  

 社会の情勢が急速に変化し ていく 中、 教育においても 学校週５ 日制や教育課程の弾力化、 大綱

化がう たわれた新学習指導要領の実施など 、 大き く 変わろ う と し ていま す。 こ う し た流れの中、

山口県教育委員会も 山口教育ビ ジョ ン の重点プ ロ ジェ ク ト 推進計画に基づき 、 本県の実情を 踏ま

えた教育改革の推進に努めている と こ ろ です。  

 学校評価については、 昭和２ ６ 年文部省試案の「 中学校、 高等学校 学校評価の基準と 手引

（ 試案） 」 によ り 導入さ れ、 半世紀に及んでいま す。 こ こ にき て、 なぜ学校評価がク ロ ーズア ッ

プ さ れてき たかと いいま すと 、 教育改革の流れに沿っ て各学校の特色ある 教育活動が保障さ れる

よ う になっ たこ と で、 教育課程の編成や実施だけでなく 、 学校経営のあり 方と 相ま っ て、 学校の

自己点検、 自己評価が特色ある 学校づく り の裏づけと し て重要な要素と なっ たから だと 言われて

いま す。  

 こ のよ う な状況の中、 平成１ ４ 年３ 月に幼稚園、 小学校、 中学校、 高等学校の設置基準に学校

の自己評価及び情報の積極的な提供に関する 規定が設けら れ、 学校が自己評価を 実施し てそ の結

果を 公表し 改善を 図っ ていく こ と と さ れま し た。 そ こ で、 本町における 学校評価への取り 組みに

ついてお尋ねいたし ま す。  

 ま ず、 平生町においての学校評価を 実施する こ と について、 目的や必要性など 基本的な考え方

と 、 幼稚園、 小学校、 中学校の取り 組み状況についてお聞かせく ださ い。  

 以上の２ 点、 お願いいたし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  合頭教育長。  
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○教育長（合頭 興亞君）  細田議員さ んから 学校評価についてお尋ねでございま す。  

 こ のこ と について御答弁さ せていただく 前に、 さ き ほど ち ょ っ と 触れら れま し たけど も 、 なぜ

今、 学校評価なのかと いう よ う なこ と を 自分なり に４ 点ほど 考えてみたいと 思いま す。 １ 点目は、

国の構造改革に伴っ ての大き な教育改革の推進と いう こ と が挙げら れる と 思いま す。 そ れから

２ 点目に、 学校の特殊性と いいま すか、 いわゆる 将来ある 子供たち の個人情報がいっ ぱいある と

か、 短い時間ですぐ 効果があら われてこ ないと か、 そ う いう よ う な学校教育の特殊性から 、 やや

も する と 、 結局学校は閉鎖的である 、 説明責任がある 面で果たさ れていないと いう よ う な思いも

あっ たんではなかろ う か。 そ れから ３ 点目に、 よ り 教育効果を 上げる ために、 地域、 学校、 家庭、

こ れは昔から 連携と いう こ と を 言われており ま すけど も 、 具体的にど う する かと いう よ う な点で

関連が難し かっ たと いう 面があり はし なかっ たか。 そ れから ４ 点目に、 現在の学校教育のいろ ん

な問題点、 例えば、 不登校生徒、 いじ め、 学校内事故の多発、 教職員の不祥事問題、 こ う いう よ

う なも のが非常に大き な社会問題になっ ている と いう よ う なこ と 。 こ れら を 踏ま えた上で学校評

価を し なき ゃ いけない時代に入っ てき たと 、 こ う いう ふう に思っ ており ま す。  

 平成１ ８ 年３ 月に文部科学省のガイ ド ラ イ ン が策定さ れ、 そ れに沿っ て説明し ま すと 、 大き く

３ 点挙げら れる と 思いま す。 こ れは、 さ き ほど の４ 点と やや関連がある と 思いま すが「 教育活動、

ある いは学校運営に目標を 設定し 、 そ れを 評価、 検証し 、 組織的、 継続的に改善し ていく 」 のが

１ つの目的である 。 も う 一点は「 自己評価、 外部評価の結果公表等によ り 、 地域、 保護者、 行政

の理解、 参画を 得て信頼さ れる 学校づく り を 目指す」 べき も のである 。 そ れから ３ 点目が「 評価

と 行政支援──私ど も 教育委員会と し ての支援、 町当局の支援――措置を 講じ て、 教育の質の向

上を 図る 」 のが目的である 。 こ の３ 点を 大き な目的にし ており ま す。 見やすく いえば、 子供たち

のために大人、 地域、 家庭、 学校、 そ し て行政がど う いう ふう に具体的に協力、 連携し ていける

かと いう ふう にと ら えており ま す。  

 次に必要性でございま すが、 こ れは当然、 目的と 一致する わけでございま す。 ま ずは、 開かれ

た学校にする べき である 。 する 必要性がある 。 こ れは後ほど 申し 上げま すが、 外部評価と いう こ

と を 通じ ながら 開かれた学校にする べき である 。 保護者、 地域に情報を いろ んな形で公表する こ

と で信頼を 得て、 協力、 支援対策を し ていく 。 そ う いう こ と から 、 教育効果を 上げていく 。 そ れ

から も う 一点は、 教育の質を 上げる 必要がある 。 今ま で自己評価と いう のを 何十年も 前から やっ

ており ま すけれど も 、 そ れも 含めて、 毎日、 ある いは中・長期の教育活動、 学校運営、 教育課程

を 点検・評価する こ と によ っ て、 教職員、 教育行政がそ の反省を 含めて改善し たも のを 次のス テ

ッ プ につなげていく 、 そ う いう 必要性がある 。 そ れら を 総括する なら ば、 子供たち 一人一人が可

能性を 伸ばし てすこ やかな成長を 図る 必要性がある から やる んである と いう ふう に私は必要性を

と ら えており ま す。  
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 そ れから ２ 点目の御質問ですが、 現在の取り 組み状況でございま す。 「 自己評価」 、 「 外部評

価」 と いう ふう に、 ２ つに分けたいと 思いま す。 自己評価においては、 幼、 小、 中と も に形は違

えど 、 いろ んな形で評価し ており ま す。 中には評価表、 点検表を つく っ て、 そ の中で教職員全体

の評価を 取り 入れながら 、 次年度、 ある いは次学期の改善につなげていく 。 そ れから 外部評価で

ございま すが、 御指摘のよ う に、 外部に公表し 外部の人に評価し ても ら う と いう システムづく り

等も ある と 思う んですが、 今のと こ ろ 小中学校におき ま し ては、 外部ア ン ケート 的に保護者、 地

域の人、 児童生徒──生徒、 こ れは中学校でございま す──生徒にア ン ケート を し て、 そ の結果

を 教職員が反省し 改善し ていく と いう 方法を と っ ており ま す。 外部の人に入っ ていただく 、 ア ン

ケート 結果を 学校評議員さ ん、 Ｐ Ｔ Ａ の役員さ んに評価を 公表し ていく と いう 学校も あり ま すし 、

ま た、 ホームページに公示し ている 学校も ございま す。 今後、 教育委員会と し ま し ても 教育を め

ぐ る 状況が変化し ま し たので、 学校にも 評価、 公開が非常に強く 求めら れている のは認識し てお

り ま す。 子供たち のため、 地域の皆様方の力も 借り ながら 家庭と と も に学校教育、 我々も そ れに

入っ ていく よ う な形のも のを つく っ ていっ て、 よ り 教育効果を 上げていく 所存でございま す。  

 以上でござ いま す。  

○議長（平岡 正一君）  細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  今、 教育長のお答えの中に、 子供たち のための連携を ど う と る

か。 開かれた学校にする 必要があり 、 教育の質を 上げる ため、 すこ やかな子供たち を つく る ため

に学校評価がある 。 も ち ろ ん、 子供たち のために学校評価を 使う のが大前提なんですけれど も 、

今回、 ア ン ケート を と っ ておら れま す。 小学校、 中学校。 小学校の場合は、 さ き ほど おっ し ゃ っ

たよ う にホームページにある 程度は載っ ており ま し た。 外部評価についてだけです。 ア ン ケート

の設問の仕方も いろ んなも のがある んでし ょ う けれど 、 課題が浮き 彫り になる よ う なア ン ケート

だっ たか。 そ れから 、 ア ン ケート の設問によ っ ては職員と 保護者の視点のギャ ッ プ みたいなも の

が浮き 彫り になる よ う なア ン ケート のと り 方も あり ま す。 ア ン ケート の取り 方は、 も う 一工夫い

る んじ ゃ ないかと いう 気はする んですけれど 、 ア ン ケート を と ら れたこ と によ っ てど う こ れから

活用さ れる か。 小学校については「 結果と 考察」 と いう ふう にま と めてある んですけれど 、 こ の

中で、 ア ン ケート によ っ て得ら れた問題点、 課題、 そ れを 今後ど う 生かさ れる か。 そ れから 、 小

学校、 中学校は外部評価を し ており ま す。 幼稚園はし ており ま せん。 幼稚園についてはど う いう

ふう にする か。 子供の年が小さ く なればなる ほど 保護者の方の思いも 大き ゅ う ございま すので、

そ のあたり のこ と を お願いいたし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  合頭教育長。  

○教育長（合頭 興亞君）  基本的には、 評価の内容等々は校長主導で今ま でやっ てき たわけでご

ざいま すが、 今から は、 外部評価と いう 話が出てき ま し たけど も 、 評価内容も 外部の人が入り 込
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んでやる 評価に評価内容を 組み込んでいく こ と が必要じ ゃ ないかと 思いま す。 ア ン ケート 一つに

し ても 、 学校の方のずれと 保護者の方のずれがないよ う に外部の人も 含めたあれが今から は必要

になっ てく る と 思いま す。  

 そ れから 、 幼稚園におき ま し ても 、 今年、 発表会等があり ま し て非常にあれでございま すが、

来年度はやる 方向で考えている よ う でご ざいま す。 そ う いう こ と で、 開かれた学校、 ある いは園

づく り に学校評価がいい方向に行く よ う に努力し なき ゃ いけないと 考えており ま す。  

○議長（平岡 正一君）  細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  今、 教育長はと ても 大事なこ と を 言われたと 思う んです。 ア ン

ケート の中の調査項目にし ろ 、 そ こ から Ｐ Ｔ Ａ 及び地域の人、 そ の他の方に参画し ていただく 。

そ れがま た学校評価が上がっ ていく 。 そ う いっ たも のにも つながっ ていく と 思いま す。  

 平生小学校は、 例えば、 こ の夏休みに地域の人、 そ れから 先生と Ｐ Ｔ Ａ と 児童で「 ヤッ チャ レ

よ さ こ いバージョ ン 」 を 一緒にやっ たり 、 佐賀小学校でし たら 立派なラ ン チルームがあり 、 地域

の人と 一緒になっ た運動会があり 、 中学校においては体験学習のすばら し いも のを 持っ ている 。

そ う いっ たも のを ど う 発信し ていく か。 そ う いう 情報含めてど う 発信し ていく かと いう 問題も あ

る と 思いま す。 平生小のホームページも そ う いっ たも のも 考えてやっ ていかれる と いいでし ょ う

し 、 そ う する こ と によ っ て地域の理解が得ら れ、 協力体制がと ら れてく る と 思いま す。 子供たち

が楽し く 誇り を 持っ て通える 学校。 親が、 地域が応援し たく なる 学校。 ま た、 応援でき る 仕組み

を 持っ ている 学校。 あと 、 と ても 大事なこ と なんですけど 、 学校関係者が主体的に動ける 学校。

最近は調査事項がすごく 多く て、 そ れに追われて本業がおろ そ かになる と いう 話も 聞き ま す。 例

えば、 学校評価にし ても 、 ど う し ても やら ないと いけない問題でも ないと 聞いており ま すので、

取捨選択を ど う いう ふう にし ていく かと いう 教育委員会の指導も ある でし ょ う から 、 そ う いっ た

点。 教職員のオーバーワ ーク になら ないよ う に、 ど こ に視点を 持っ ていく かと いう と こ ろ のぶれ

が起こ ら ないよ う に、 し っ かり そ のあたり のこ と も 煮詰めていただき ながら 学校づく り に邁進し

ていただける こ と を 希望し て、 １ つ目の質問を 終わり たいと 思いま す。  

 次に、 若者対象の事業についての質問を いたし ま す。  

 平生町は、 第三次総合計画のも と に「 未来を ひら き 人も 町も いき いき 輝く 平生」 の実現を 目指

し た事業に取り 組んでおり ま す。 さ き ほど から 話がございま し た地域の力発揮事業も そ の目玉の

一つですけれど 、 私と いたし ま し ては「 若者の力発揮事業」 はど う なっ ている のか気にかかる と

こ ろ です。 ま ず、 若者対象事業の現状についてお尋ねいたし ま す。  

 ま た、 町を 活性化する には「 若者、 ばか者、 よ そ 者」 がキーパーソ ン だと 言われており ま す。

そ の若者の存在があま り 感じ ら れていないのが現状です。 仮に、 若者を １ ８ 歳から ３ ０ 代──

３ ９ 歳ぐ ら いま でです──と する と 、 町内に約２ , ０ ０ ０ 五、 六百人、 人口の２ ０ ％足ら ずと な
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る よ う です。 決し て少ない人数ではござ いま せん。 若者にスポッ ト が当たり 、 自分たち が町から

大切にさ れている と 実感でき る よ う な今後の取り 組みの考え方はないかも お尋ねいたし ま す。 さ

き ほど から 、 ま つり の話と かイ ベン ト の話と かも ございま し たけれど 、 そ のあたり を 使っ てやる

のも 一つの手ではないかと 思う んですけれど 、 そ の２ つの点を お願いいたし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  山田町長。  

○町長（山田 健一君）  若者対象の事業についてと いう こ と で、 若者に対する 事業と し てど う い

う こ と を やっ ておる か。 若者の応援事業についてど う 考えておる かと いう こ と でございま す。 あ

り ま し たよ う に、 １ ８ 歳から ４ ０ 歳前、 ３ ９ 歳ですか、 約３ , ２ ０ ０ 人程度と いう ふう につかん

でおり ま すけれど も 、 結構な人数になる わけでございま し て、 若者たち のパワ ー、 エ ネルギー、

こ う いう も のがま ち づく り に不可欠である と いう のは、 も う 言う ま でも ないわけであり ま し て、

若い人たち が安心し て暮ら し ていける 雇用の場、 ある いは環境の整備、 こ う いう も のは我々と し

てバッ ク ア ッ プ し ていく 使命があろ う と 思っ ており ま す。  

 今現在、 町と し ては、 例えば、 勤労者福祉対策の一環と し て勤労青少年ホーム事業が利用促進

と いいま すか、 こ う いう も のを 図っ ておる と いう こ と 。 ある いは、 企業誘致等も こ れから の大き

な課題で、 若者が定着し ていける よ う に若者定住促進住宅を 整備し ており ま すけれど も 、 安心し

て暮ら し ていける 環境整備と いう のは大事な視点だと いう ふう に思っ ており ま すし 、 彼ら が安心

し て医療環境、 子育てができ る よ う な保育のサービ ス、 育児環境の整備と いいま すか、 こ う いう

こ と も 一つの大き な課題だし 、 今、 フ ァ ミ リ ーサポート セン タ ーなど の育児環境の整備に努めて

いる と いう 状況でございま す。  

 商工会の青年部、 特に農業、 漁業については、 なかなか青年部と いう 状況が目に見えた活動と

いう 格好にはなり ま せんけれど も 、 商工会の青年部は十七夜ま つり 等を 通じ て若者が中心になっ

て実行委員会等も 持っ てやっ ておら れま すので、 こ れを し っ かり 支援を し ていこ う 。 ある いは、

従来、 し ぶき 太鼓がございま し たけれど も 、 最近「 ヤッ チャ レ よ さ こ い踊り 」 と いう こ と で、 こ

れも ひと ついい、 若い人たち を 含めて世代を 超えて取り 組んでいただいておる こ と ではないかと

思っ ており ま す。  

 そ し て何よ り も 地域の力と いう も のを 、 若者が中心になっ て「 地域の力発揮事業」 、 こ れが担

っ ていける よ う な誘導策と いう も のも 考えていかなければいけないと 思っ ており ま す。 ぜひ、 若

者のそ う いう 主体的な取り 組みについてはし っ かり 応援し ていき たいと 考えており ま すので、 そ

う いう 観点から 、 若者がやり がい、 生き がい、 こ の地域で本当に暮ら し てよ かっ たと 言える よ う

な環境整備を 、 こ れから 我々も 取り 組みを 進めていき たいと いう ふう に考えており ま す。  

 そ れから 、 今、 いろ んな取り 組み、 県事業と し て「 若者の出会いの応援事業」 と か、 も ち ろ ん

ニ ート 、 フ リ ータ ー対策も ある わけですが、 青少年が自立し ていける よ う な支援と いう よ う なこ
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と も やっ ており ま すし 、 Ｕタ ーン 、 Ｉ タ ーン 、 Ｊ タ ーン 、 こ の辺、 ハロ ーワ ーク と の連携も ご ざ

いま すので、 県と も 連携し ながら 、 こ の辺の事業については取り 組みを ──ＮＰ Ｏ等の活動も ご

ざいま すけれど も ──やっ て、 情報提供体制も 整えていき たいと 考えており ま す。  

 こ れと いっ て目玉になる よ う な取り 組みと いう のはございま せんけれど も 、 価値観が多様化し

ておる 中で、 若い人たち のニ ーズにこ たえていける よ う 、 一つ一つ条件整備と 環境整備を こ れか

ら も 心がけていかなければいけないと 思っ ており ま す。  

○議長（平岡 正一君）  細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  今、 いろ いろ 答えていただき ま し た。 若者やそ の親に「 平生町

に何を 望む」 と 聞く と 、 ま ず開口一番「 働き 場所」 。 さ っ き おっ し ゃ っ た、 阿多田島開発など 企

業誘致も 、 よ り 一層の努力を お願いし たいと こ ろ ですけれど 、 今から すぐ 取り 組むこ と ができ る

も のの中に、 さ き ほど 県の支援と か連携と かおっ し ゃ っ ていま し た。 ハロ ーワ ーク も そ う なんで

すけれど 、 若者の就職を 考える と き 、 県の若者就職支援セン タ ーの利用も 考えら れま す。 こ れは

小郡の方にご ざいま すので、 個人が行く にはち ょ っ と 遠ゆう ございま す。 そ こ が出前講座を し て

く れま すので、 例えば、 今回も セミ ナーを 県の中央の方でやっ ており ま すけれど 、 若者を 取り 巻

く 雇用環境から フ リ ータ ー、 ニ ート の実態、 会社が求める 人材、 そ し て最新企業情報ま で──こ

れは親を 対象にやっ ている んですけれど ――親子対象で、 平生町だけではなかなか人数的なも の

も ある でし ょ う から 広域で取り 組む、 そ う いっ たこ と も 考えら れる のではないかと 思いま す。 セ

ン タ ーにはキャ リ ア カ ウ ン セラ ーも いら っ し ゃ いま し て、 ジョ ブ カ フ ェ と いいま すか、 と ても 立

派でき れいな建物が建っ ており ま すし 、 幾ら でも 出前に行き ま すと いう 返事も いただいており ま

す。 先日、 ち ょ っ と 様子を 見に行っ てき たんですけれど 、 そ う いっ た中で感じ たこ と です。  

 あと 、 今の答えの中には成人式の話はなかっ たんですけれど 、 成人式の式典後の「 若者の集い

事業」 、 こ れは、 さ き ほど おっ し ゃ っ たよ う な青少年ホームの事業の中に一緒に入っ ている よ う

ですけれど 、 若者の運営で一工夫し ながら やっ ていら っ し ゃ る のは知っ てはいる んですけれど 、

今年の成人式の集いでは恩師の出席がご ざいま せんでし た。 中学校３ 年のと き の先生に出てく だ

さ いま せんかと いう 問いかけを し ている よ う なんですけれど 、 例えば、 こ れを 小学校から 中学校

ま での教師全部ひっ く る めた中で「 あなたが成人式に会いたい先生、 集いのと き に来てく ださ っ

たら う れし いと 思う 先生はいま せんか」 と いう よ う なア ン ケート と か、 ち ょ っ と 一言みんなにメ

ッ セージ、 例えば「 行けない人にでも メ ッ セージはあり ま せんか」 と か、 「 ど う いっ た集いにし

たら 行き たく なる と 思いま すか」 と いう よ う なのを 、 往復はがき でぱっ と と ら れる と いう 手も あ

る んです。 往復はがき ぐ ら いでし たら そ れこ そ ２ 万円も かかり はし ま せんから 。 そ う いっ た大し

た費用はかから ないけれど 、 自分たち の意見を 聴いても ら っ ている と いう そ う いっ た意義は十分

ある と 思いま す。 金額に対し て十分な効果はある と 私は考えま す。  
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 さ き ほど の若者の出会いの応援事業は県が独身男女を 応援する 事業で、 少子化対策の新たな取

り 組みと し ており ま すけれど 、 こ れに５ ５ の応募があっ たそ う です。 上限５ ０ 万円ま でを 出し て

く れる と いう 事業だっ たんですけれど 、 あま り 応募がないかと 思っ たら ５ ５ も あっ た。 今の若い

人たち 、 例えば、 そ う いっ た事業を し てみんな参加し たく なる のだろ う かと いう 不安がございま

し たから 、 ち ょ っ と 調べてみま し た。 群れて遊ぶこ と が苦手で嫌いなのかと 思っ ていたら 、 あに

図ら んや、 出会いの場でも 、 ち ょ っ と だれかに後押し を し てほし いと いう 実態も かいま 見えま し

た。 一過性のイ ベン ト と し て５ ０ 万円を 出すと いう のはと んでも ない話ですけれど 、 こ れを 継続

性のある 活動に誘導する と いう こ と も でき ま す。 例えば、 さ っ き の「 ヤッ チャ レ よ さ こ い群団」 、

こ れは最初に平生町がつく っ てある 程度ま と めて、 そ れを 群団と いう 組織にし て住民の皆さ んに

投げら れま し た。 今、 そ こ はち ゃ んと 自分たち の自主的な活動で方々のま つり に行っ て盛り 上げ

ていま す。 ひら お十七夜のと き も し かり 、 盆踊り のと き も し かり 、 群団がかなり 活躍し ていま す。

そ う いっ た方向で、 若い人たち の活動、 なかなかいろ んなと こ ろ と つながっ ていく と いう のがち

ょ っ と 苦手なと こ ろ がある んです。 例えば、 さ き ほど の商工会青年部と 青少年ホームの利用者協

議会のメ ン バーと を ド ッ キン グし て、 こ う いう 事業を 起こ し たら ど う かと いう よ う な形で誘導し

ていく と 結構いいも のができ る 。 と いう のが、 今回、 県の事業に応募し よ う と 思っ ていろ んな方

に投げかけたと き に「 ああ、 こ れは実行でき る 」 と いう 感触を 得ま し たので今言っ ている と こ ろ

です。 そ う いっ たよ う に、 財政的に難し い中でも お金を かける 必要はない、 心を かける 、 手を か

ける 、 暇を かける 。 そ のあたり を 私は望みたいと 思いま す。  

 そ れから 、 さ き ほど 佐賀の若者定住住宅の件も あり ま し たけれど 、 う ま く 結婚ま で若者出会い

事業があっ てでき る と 、 今度は住むと こ ろ がいる んですね。 平生町内に住みたいと 言われても 、

なかなかいい物件がない。 ホームタ ウ ン 平生ができ たと き に、 新し く き れいですから あれに入り

たいと 言われていたカ ッ プ ルがある んですけれど 、 残念ながら 、 前年度の所得ですから ２ 人と も

働いていたので所得制限に引っ かかっ て手が挙げれなかっ たよ う な状況。 そ う いっ たも のを つく

ら れる と き に若者枠を つく っ ていただけたら ―――いろ んな要件があっ てそ れができ る かでき な

いかは私も わから ないんですけれど ―――町営住宅に、 一部若者の枠を つく っ ていただく と いう

のも いいんじ ゃ ないか。 民間のア パート に若者に対し て１ 万円と か２ 万円助成する よ り は、 よ っ

ぽど 周り によ く 見え、 効果がある 事業じ ゃ ないかと 思いま す。 ち ょ っ と 今、 思いつく のを だら だ

ら と 挙げてみま し たけれど 、 やっ ていただける かど う かよ ろ し く お願いし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  山田町長。  

○町長（山田 健一君）  具体的な事例を 含めていろ いろ 御指摘いただき ま し てあり がと う ご ざい

ま す。 さ き ほど も 答弁いたし ま し たが、 加えて、 今ございま し た県の若者支援セン タ ーの活用と

いう こ と については、 ぜひ、 前向き に検討し ていき たいと いう ふう に思っ ており ま す。  
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 そ れから 、 成人式の件でございま すけれど も 、 若者の集いでござ いま す。 こ れは若者を 中心に

実行委員会を つく っ て毎年やっ ており ま すから 、 実行委員会の皆さ んにも そ う いう 意見を 、 こ う

いう こ と がある がいかがだろ う かと いう 投げかけはさ せていただき たいと 思っ ており ま す。  

 そ れから 、 いろ んな出会いの場を 含めてこ う いう 事業が行われておる 。 だから 、 町でも ち ょ っ

と し たき っ かけになる よ う な、 誘導し ていけば結構やる んじ ゃ ないかと いう よ う な御指摘も ご ざ

いま し た。 こ の辺も 、 若者のそ う いっ た力を ど う 潜在力と いいま すか、 そ う いう も のを 引き 出し

ていける かと いう こ と を 常に念頭に置いて声かけを さ せていただく よ う に、 そ れぞれの団体に対

し ても 団体同士の組み合わせも あろ う と 思いま すが、 青少年ホーム利用者協議会の会員の皆さ ん

にも 投げかけていければいいんじ ゃ ないかと 思っ ておる と こ ろ です。  

 そ れから 、 住宅の場合は入居資格要件が大分緩和さ れており ま すので、 受け入れは以前よ り も

資格要件、 連帯保証人等についても 緩和し てき ており ま すから 十分対応でき る んではないかと い

う 気がいたし ており ま すが、 多いと き には抽選で厳正、 公平にやっ ておる と いう 状況でございま

す。 おっ し ゃ る よ う に、 ほと んど 若者対象と いいま すか、 若者が３ ９ 歳ま でを 入れる と すれば、

大体、 そ の範囲の方が応募さ れておる んではないかと 思っ ており ま す。  

○議長（平岡 正一君）  細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  前向き な答弁あり がと う ご ざいま し た。 ３ , ２ ０ ０ 人──私ち

ょ っ と 古い資料で調べたも んですから 、 人数を ２ , ６ ０ ０ 人だの７ ０ ０ 人だのと 推計し てし ま っ

た んですけれど 、 ３ , ２ ０ ０ 人も いら っ し ゃ る と いう こ と ですので、 こ の１ 割を う ま く し て も

３ ２ ０ 人、 すごいパワ ーになる と 思いま すので、 ぜひ、 若者の力を 発揮する 事業を 新年度の予算

に期待いたし ま し て私の質問を 終わり ま す。 あり がと う ございま し た。  

○議長（平岡 正一君）  こ れを も っ て、 一般質問を 終了し ま す。  

────────────・────・──────────── 

○議長（平岡 正一君）  こ れよ り 、 提出議案に対する 質疑に入り ま す。  

 ま ず、 議案第１ ３ 号平成１ ８ 年度平生町一般会計補正予算から 議案第１ ９ 号平成１ ８ 年度平生

町介護保険事業勘定特別会計補正予算ま での件について、 一括質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せ

んか。 河内山宏充議員。  

○議員（８番 河内山宏充君）  一般会計の補正予算、 １ ５ ページの総務費、 徴税費、 １ の税務総

務費、 説明いたただいたんですけれど も 、 町税還付金１ ３ 万８ , ０ ０ ０ 円と いう こ と です。 こ れ

は、 地方税法上５ 年分と いう こ と 、 法律を 守ら れてこ の分と いう こ と で一応理解はし ている んで

すけれど も 。 名前を 変えてほかの自治体なんかでは、 条例、 要綱等で２ ０ 年分を さ かのぼっ てや

る と か、 いろ んな手法を と っ てやっ ていら っ し ゃ る 。 当町の場合、 条例も 要綱も ない。 そ の分、

最初の昭和４ ０ 年に戻っ て返すこ と も でき ない。 そ れは、 いろ んな多分手口があろ う 。 そ れも 町
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長さ んの裁量の範囲の中に十分入る んじ ゃ ないかと いう ふう に、 私、 考える わけでございま す。  

 基本的な考え方と し て、 こ の町税の還付金のみなら ず、 こ う いう こ と は善意で十分あり 得る 範

囲だと 思う んです。 そ のと き はそ う だっ たが、 後で調べる と 、 いろ いろ 税法上の問題等が変わっ

て町民の皆さ んに還付し なければいけない。 そ う いっ たこ と も 含めて、 町長さ んの基本的な考え

方、 こ のこ と を 一例にし て要綱等の策定を 今後し と かなき ゃ いけないんじ ゃ ないかと いう よ う な

気も する わけですけれど も 、 基本的な考え方だけを 町長さ んにお尋ねし ておき たいと 思いま す。  

 以上です。  

○議長（平岡 正一君）  山田町長。  

○町長（山田 健一君）  こ う いう 還付金が発生し たこ と 自体、 結果責任と いいま すか、 こ のこ と

については我々も 率直に、 こ う いう こ と がないよ う にし ていかなければなら ないと 思っ ており ま

すし 、 今回の事態についてなかなか我々も 気がつかなかっ たと いいま すか、 率直に言っ て、 あれ

だけ世間で問題になっ て、 改めて本町の対応についてチェ ッ ク さ せていただき ま し た。  

 そ の結果、 今ございま し たよ う に要綱等を 整備し て備えていく と いう こ と も 一つの方法だと 思

っ ており ま すが、 今回は法に基づいた５ 年間で還付さ せていただく と いう こ と にさ せていただい

ており ま す。 こ う いう こ と はも う ないだろ う と 思っ ており ま すので、 改めて要綱等を 整備し てと

いう 、 こ う いう 事態を 受けて直ち に整備し ていく と いう 考え方は今のと こ ろ は持っ ており ま せん

けれど も 、 こ う いう こ と がたびたびと いいま すか、 将来発生する こ と がないよ う に、 と にかく ま

ずは、 そ こ を し っ かり やっ ていき たいと いう のが基本的な考え方です。  

○議長（平岡 正一君）  河内山宏充議員。  

○議員（８番 河内山宏充君）  すみま せん。 町長さ んの裁量の範囲の中で、 こ の還付金を 住民の

皆様に返すと いう 手口はないも のなんでし ょ う か。 そ う いっ た基本的な考え方ですね。 と 申し ま

すのも 、 私は、 協働のま ち づく り と いう ふう に言われる んであれば、 町民の皆さ んの信頼、 ま た、

協働のま ち づく り 、 そ のこ と を 最優先に考えていく べき じ ゃ ないかと いう 気持ち が非常に強いん

です。 そ う いう こ と を 、 常々、 町長さ んは所信の中でいろ いろ 言われていま す。 ただ、 法律にの

っ と っ て５ 年分だけと いう 話だけでは……。 そ のこ と の具体的な実践例と し て、 も っ と 前向き に

取り 組んでいかれればいいんじ ゃ ないか。  

 いろ いろ と 調べてみま すと 、 名前は還付金、 地方税法と の絡みがあり ま すから 、 ただ、 ほかの

項目でやら れている よ う な自治体も ──鹿児島の屋久の方でし たか──そ れは後で条例も 決めら

れま し たけど 、 さ き にそ う いう よ う な形でやら れている よ う な具体的な例も ある と いう ふう に一

応確認し たんですけれど も 、 再度、 町長さ んの考えだけを 確認さ せていただき たいと 思いま す。  

 以上です。  

○議長（平岡 正一君）  山田町長。  
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○町長（山田 健一君）  今申し 上げま し たよ う に、 基本的にはこ う いう こ と が再発し ないよ う に

し っ かり 対応し ていかなければいけない。 こ れがま ず１ つ。 そ れから も う 一つは、 町民の皆さ ん

に対し て行政のあり 方と し てど う いう 方法が考えら れる のかと いう こ と については、 こ れはま た

別途、 検討さ せていただき たいと 思っ ており ま す。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 議案第２ ０ 号平生町の職員の勤務時間、 休日及び休暇に関する 条例の一部を 改正

する 条例及び議案第２ １ 号平生町国民健康保険条例の一部を 改正する 条例の件について、 一括質

疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 議案第２ ２ 号柳井地区広域消防組合規約の変更について及び議案第２ ３ 号町営土

地改良事業の変更についての件について、 一括質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。 本日の質疑はこ こ ま でと いたし ま す。  

────────────・────・──────────── 

○議長（平岡 正一君）  本日はこ れにて散会いたし ま す。  

 次の本会議は９ 月１ ５ 日午前９ 時から 開会いたし ま す。  

午後２ 時46分散会 

────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────── 

平成18年 第４ 回（ 定例） 平 生 町 議 会 会 議 録（ 第２ 日）  

                           平成18年９ 月15日（ 金曜日）  

────────────────────────────────────── 

議事日程（ 第２ 号）  

                       平成18年９ 月15日 午前９ 時00分開会 

    日程第１  会議録署名議員の指名 

    日程第２  一般質問及び質疑 

    日程第３  委員会付託 

────────────────────────────── 

本日の会議に付し た事件 

    日程第３  委員会付託 

────────────────────────────── 

出席議員（ 14名）  

１ 番 新本 俊彦君       ２ 番 渕上 正博君 

３ 番 藤村 政嗣君       ５ 番 山名 喬二君 

６ 番 細田留美子さ ん       ７ 番 柳井 靖雄君 

８ 番 河内山宏充君       ９ 番 増野 洋樹君 

10番 河本 史朗君       11番 吉國  茂君 

12番 鍛治原重雄君       15番 安村 忠男君 

17番 川本 健吾君       18番 平岡 正一君 

────────────────────────────── 

欠席議員（ ２ 名）  

13番 曽田 文彦君        16番 福田 洋明君 

────────────────────────────── 

欠  員（ なし ）  

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 角田 光弘君       書記 吉岡 文博君 

────────────────────────────── 

説明のため出席し た者の職氏名 

町長 …………………… 山田 健一君  教育長 ………………… 合頭 興亞君 
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政策調整室長兼出納室長 ………………………………………………… 佐竹 秀道君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 …………………………………… 高木 哲夫君 

企画課長 ……………… 吉賀 康宏君  町民課長 ……………… 田尾 正昭君 

税務課長 ……………… 洲山 和久君  健康福祉課長 ………… 河野 孝之君 

経済課長兼農業委員会事務局長 ………………………………………… 松井  稔君 

建設課長 ……………… 安村 和之君  佐賀出張所長 ………… 木谷  巌君 

教委総務課長 ………… 福本 達弥君  教委社会教育課長 …… 弘中 賢治君 

財務班長 ……………… 池田 真治君                     

────────────────────────────── 

午前９ 時00分開議 

○議長（平岡 正一君）  ただいま の出席議員は１ ４ 名であり ま す。 定足数に達し ており ま すので、

こ れよ り 、 本日の会議を 開き ま す。  

 本日の議事日程はあら かじ めお手元に配布し たと おり であり ま す。  

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（平岡 正一君）  日程第１ 、 会議録署名議員の指名を 行いま す。  

 会議録署名議員は、 会議規則第１ ０ ９ 条の規定によ り 、 議長において、 新本俊彦議員、 渕上正

博議員を 指名いたし ま す。  

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問及び質疑 

○議長（平岡 正一君）  日程第２ 、 一般質問及び質疑を 行いま す。  

 昨日に引き 続き 、 質疑を 行いま す。  

 決算の認定について、 一般会計につき ま し ては歳入は一括、 歳出は款ごと に質疑を 行いま す。

特別会計につき ま し ては会計ごと に質疑を 行いま す。  

 ま ず、 認定第１ 号平成１ ７ 年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定についての質疑を 行いま す。  

 歳入に入る 前に、 決算全般について質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 歳入について質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 歳出について質疑を 行いま す。 議会費について質疑はあり ま せんか。  
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〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 総務費について質疑はあり ま せんか。 山名喬二議員。  

○議員（５番 山名 喬二君）  ２ ９ ページ、 総務費の情報通信費、 １ ４ 番の使用料及び賃借料と

いう と こ ろ で、 借上料と し ま し て広報編集用のパソ コ ン 、 毎年４ ７ 万８ , ０ ０ ０ 円近く 支出さ れ

ており ま す。 こ れについて、 も っ と 安く でき る 工夫はないか、 でき ないかと いう 質問であり ま す。  

 そ れと 、 そ の下の住民情報システ ム、 こ れは１ , １ ０ ０ 万円近く 毎年支出と いう こ と になっ て

おり ま す。 こ れは１ ６ 年度ですか、 今年度初めて出てき た問題です、 １ ７ 年度に。 そ れで、 こ の

シス テムはど う いう 内容と し て使われている か。 １ , １ ０ ０ 万円の価値がある かないか。 さ ら に

は、 契約の段階で長期契約が自治法で変更になっ ていま す。 そ う いっ た面で、 ど う いう 契約がな

さ れている か。 も う 一点、 こ れは多分、 入札さ れたと 思う んですが、 そ の入札のと き の状況、 そ

う いっ たこ と を お尋ねいたし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  吉賀企画課長。  

○企画課長（吉賀 康宏君）  ただいま の御質問でございま すが、 ２ ９ ページの使用料及び賃借料。

１ つ目が借上料の広報編集用パソ コ ン でございま す。 広報を 編集し ており ま すが、 こ の広報専用

のパソ コ ン 借上料でございま す。 こ れについては、 今年度リ ースが切れる と いう よ う な流れでご

ざいま すけど 、 ５ 年リ ースで５ 年前から の契約でやっ ており ま す。 こ れについてはＤ Ｔ Ｐ と いい

ま し て、 レ イ ア ウ ト から 編集、 すべて広報担当の方でやる よ う な、 そ う いっ たも のの取り 組みを

さ せていただき ま し た。 そ れで大体、 月約４ 万円の借り 上げになる んですけど 、 そ う いっ た対応

でき ておる と いう のが内容でございま す。 今後、 更新と いう よ り は、 こ の機械を そ のま ま リ ース

が切れま すので使っ ていき たいと いう ふう に今のと こ ろ 思っ ており ま し て、 内容については今ま

でど おり 毎月４ 万円と いう んじ ゃ なく 、 リ ースが切れま すので、 安く 今後は予算組みでき る と 思

っ ており ま す。  

 そ れと も う 一点目の住民情報システムでございま す。 こ れについては山名議員おっ し ゃ る と お

り 、 １ ７ 年度から 企画課の情報通信の方に予算組みさ れており ま す。 そ の前は総務課の方で対応

し ておっ たんですけど 、 総合的な情報環境を 企画の方にも っ てこ う じ ゃ ないかと いう こ と で、 企

画の方で予算組みを さ せていただいており ま す。 住民情報システムについては、 基本的には住民

基本台帳がベースでございま す。 こ れについて、 例えば、 年金と か国保と か税金、 児童手当、 保

育料、 下水道等、 そ う いっ たも のの業務を 全部ぶら 下げてオン ラ イ ン 化処理する ための基幹業務

のシステムでございま す。 行政にと っ ては住民基本台帳がベースになっ ており ま すので、 不可欠

なシステムでございま す。 こ れは、 平成７ 年度から 運用いたし ており ま す、 以前から 。 そ の後、

いろ いろ と 制度改正がございま し て、 例えば、 介護保険制度が平成１ １ 年から 始ま っ ており ま す
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けど 、 そ う いう も ののぶら 下げと か住民基本台帳ネッ ト ワ ーク の接続、 こ れが平成１ ３ 年から 全

国で導入の流れで来ており ま す。 そ う いっ た制度改正がある たび、 大き く 制度を かえる たびの対

応のために、 ハード と かソ フ ト と か、 ネッ ト ワ ーク のバージョ ン ア ッ プ を 重ねてき たと こ ろ でご

ざいま し て、 契約は大和電子、 柳井にござ いま す。 こ こ と 契約し てやっ ており ま す。  

内容については、 かなり 金額がかさ みま すので精査し 、 業者と 協議を さ せていただき 、 金額的

に交渉さ せていただき ながら 、 こ う いっ た金額で１ ７ 年度については予算組みさ せていただいた

と いう よ う な内容であり ま す。  

 以上でござ いま す。 （ 「 予算組みじ ゃ ない、 決算じ ゃ から 」 と 呼ぶ者あり ）  

失礼し ま し た。 １ ７ 年度についてはこ う いっ たこ と で対応さ せていただいたと いう こ と でござ

いま す。  

 以上でござ いま す。  

○議長（平岡 正一君）  山名喬二議員。  

○議員（５番 山名 喬二君）  私の質問に答えてない部分と し て、 入札さ れたのではないか。 そ

の場合、 入札はど う いう 状態であっ たかと いう のを 聞いてある んですが、 そ の点について答えて

いただき たい。 １ 社だけで契約を 交わし たのか、 入札があっ たかど う か。  

○議長（平岡 正一君）  吉賀企画課長。  

○企画課長（吉賀 康宏君）  基本的には、 さ き ほど 言いま し たよ う に１ 社と 契約し てやっ ており

ま す。 と いう のが、 住基データ を そ の業者が保有と いいま すか、 持っ ており ま し て、 こ れを ま た

別のと いう こ と になり ま し たら 、 再度、 構築を し なく ち ゃ いけないと いう こ と がございま すので、

そ う いう と こ ろ で対応さ せていただいており ま す。  

○議長（平岡 正一君）  山名喬二議員。  

○議員（５番 山名 喬二君）  今の発言から し ま すと 、 平生町は弱みを 握ら れている 。 こ う いう

感じ を 受ける んです。 よ そ には逃げないだろ う と 。 こ れはち ょ っ と 困る んじ ゃ ないかと 思う んで

す。 ５ 年間のリ ースが切れる と いう んであれば、 し っ かり 、 次の段階ではコ スト を 抑える と いう

努力を し っ かり し ていただき たい。 違う んですか。 （ 発言する 者あり ） 失礼し ま し た。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 民生費について質疑はあり ま せんか。 細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  ４ ０ ページの児童福祉費、 １ ９ 番、 負担金補助及び交付金のと

こ ろ なんですけれど 、 負担金に県の子育て支援セン タ ー連絡協議会の柳井フ ァ ミ リ ーサポート セ

ン タ ー、 負担金と 補助金が柳井フ ァ ミ リ ーサポート セン タ ーに出ていま すけれど 、 こ れの事業内
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容。 そ れと 、 本町の利用者数を お願いいたし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  河野健康福祉課長。  

○健康福祉課長（河野 孝之君）  柳井フ ァ ミ リ ーサポート セン タ ーのこ と でございま すが、 柳井

フ ァ ミ リ ーサポート セン タ ーは柳井市、 田布施町、 平生町の１ 市２ 町で運営し ており ま し て、 ゼ

ロ 歳から 小学生を 対象に、 仕事と 育児の両立と 安心し て働く こ と ができ る 環境づく り を 目的に平

成１ ６ 年度から 開始を し ており ま す。 事務所は柳井にございま し て、 主に、 会員相互の活動の調

整、 交流会、 広報誌を 年３ 回発行し ており ま す。 負担割合は１ 市２ 町で人口割８ ０ ％、 均等割

２ ０ ％で案分し ており ま す。 本町の会員は、 子供の育児を お願いさ れる 依頼会員が３ ６ 人、 援助

を 行う 提供会員が１ ２ 人、 ど ち ら も 行う こ と ができ る 両方会員が１ ０ 名の合計５ ８ 人が登録を し

ており ま す。  

 そ の下のフ ァ ミ リ ーサポート セン タ ーの援助活動事業につき ま し ては、 こ のフ ァ ミ リ ーサポー

ト セン タ ーの利用促進を 図る も のでござ いま し て、 １ 時間６ ０ ０ 円の利用料の半額を 補助し てお

り ま す。 利用実績は、 延べ ２ ８ 人の 方が年間１ １ １ 日利用し て お ら れま し て 、 ト ータ ル で

５ ０ ７ 時間の利用がございま し た。 利用状況は、 学校と か幼稚園、 保育園の送迎、 預かり 、 こ う

いっ たも のが主なも のでございま す。  

 以上でござ いま す。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 衛生費について質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 労働費について質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 農林水産業費について質疑はあり ま せんか。 細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  ５ １ ページの農業費のひら おハート ピ ア セン タ ー運営費につい

て質問いたし ま す。  

 こ こ の利用状況について、 場所的にも いろ いろ あり ま し て利用さ れてないんではないかと いう

思いがし ま す。 利用者数と 、 こ れから 経常経費が賄える よ う な施設の有効利用を 考えていら っ し

ゃ ら ないか。 歳入、 利用料に比べる と 、 歳出にかなり の金額がかかっ ており ま す。 お願いいたし

ま す。  
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○議長（平岡 正一君）  松井経済課長。  

○経済課長（松井  稔君）  ハート ピ ア セン タ ーに関する 御質問でございま すけど も 、 利用者数

が少なく なっ ている と いう こ と でございま す。 こ の一番の原因と いたし ま し ては、 本施設を 拠点

と し て活動し ており ま し た母体であり ま す「 ひら おハート ピ ア セン タ ー推進協議会」 と いう のが

ございま し たけど も 、 こ れが平成１ ６ 年度から 解散し たと いう こ と によ り 利用が少なく なっ てお

り ま す。 そ れから 、 施設使用の分散化と いいま すか、 類似施設等ができ ま し て、 こ ち ら の方を 使

用す る 回数が 多く な っ た と い う の も 若干あ る よ う に 思っ て お り ま す 。 平成１ ５ 年度は

１ , ２ ０ ０ 数名、 １ ４ 年度は１ , ８ ０ ０ 名前後、 平成１ ６ 年度は８ ０ ０ 人ち ょ っ と 、 平成１ ７ 年度

は１ , ０ ０ ０ 人程度と いう ふう な状況になっ ており ま す。  

 こ う し た中から 、 昨年７ 月から 体験交流を 主体と し て食事等を 組み合わせた「 農家・漁家キッ

チン 」 と 題し ま し て、 毎月第１ 土曜日の月１ 回でございま すけど も 、 平生の伝承会が試みと し て

始めら れており ま す。 こ う し たこ と が定着すれば利用者も 増える んではないかと いう ふう に思っ

ており ま す。  

 私ど も も 、 何と かし て利用を 増やし たいと いう 思いで頑張っ ており ま すけれど も 、 随分前にで

き た施設で、 新し い施設も でき ており ま すので、 こ ち ら の方へま た戻すと いう のも 難し いよ う な

状況にある のではないかと いう ふう に考えており ま す。  

○議長（平岡 正一君）  細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  私、 以前にも 話を し たこ と がある んですけど 、 あの場所がち ょ

う ど 佐賀と 平生の間で、 佐賀の方にデイ サービ スの機関なんかがないので、 風呂も ある し 使っ た

ら ど う かっ ていう 提案を し たこ と がある んですけど 、 目的外使用と いう こ と で、 ち ょ っ と 難し い

と いう お返事でし た。 ただ、 今わり と 目的外使用と いう のがゆる く 考えら れる よ う になっ ており

ま す。 特区と いう 考え方も ございま すので、 そ のあたり のこ と も ち ょ っ と 考えら れて、 せっ かく

いい建物ですので、 いろ んな利用の仕方がある と 思いま す。 農業関係だけに建てら れた経緯があ

り ま し て、 加工場と いう 形で国の方から の補助を も ら っ ていら っ し ゃ いま すので、 なかなか難し

いと は思いま すけれど 、 時代の流れ、 特区構想も ございま し て、 ち ょ っ と 緩やかになっ ていま す

ので、 そ ち ら の方も 考えていただけたら と 思いま す。 有効利用を お願いいたし ま す。  

 そ れと 、 そ の下のひら お特産品セン タ ー管理費についてなんですけれど 、 ひら お特産品セン

タ ーは指定管理者制度に移行さ れま し た。 こ の春から 。 こ れは１ ７ 年度のお話なんですけれど 、

あそ こ も いい場所にあり ま し て、 田布施がかなり の売上げを 見ている のに、 なかなか横ばいで収

入が伸びてないと いう と こ ろ も ある んですけれど 、 あそ こ の減価償却と いいま すか、 建物の方の

減価償却の方はど う いう ふう になっ てま すでし ょ う か。 年ど れく ら いの費用がかかっ てる んでし

ょ う か。 わかり ま すでし ょ う か。  
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○議長（平岡 正一君）  山田町長。  

○町長（山田 健一君）  特産品セン タ ーの関係は、 あと 答弁いたし ま す。 さ き ほど のハート ピ ア

セン タ ーの関係ですが、 御指摘のよ う に、 あの施設を あのま ま ではも っ たいないと いう 気持ち は

共通の認識があり ま す。 ぜひ、 有効活用し ていける よ う に。 今、 伝承会と いう こ と でいろ いろ や

っ ていただいており ま すけれど も 、 利用さ れている 方々の関係団体と も 協議を し ながら 、 ま た、

あれを 生かし た活用方法等も 引き 続き 検討し ていき たいと 考えており ま す。  

○議長（平岡 正一君）  松井経済課長。  

○経済課長（松井  稔君）  特産品セン タ ーについての御質問でございま すけど も 、 こ こ の特産

品セン タ ーが１ ０ 年１ １ 月にオープ ン し て以来、 今年から ですか、 指定管理者制度に移行し てや

っ ていただいており ま す。 今の減価償却、 施設自体の減価償却ですか。 こ れ、 減価償却がど う い

う ふう になっ ている かと いう のはち ょ っ と 私の方では……。 （ 「 起債の償還分です」 と 発言する

者あり ） こ の建設に伴う 起債の関係でご ざいま すか。 こ の特産品セン タ ーの建設に伴いま す町の

起債と いう こ と につき ま し ては財政の方に確認を いたし ま し たと こ ろ 、 起債の償還はないと いう

こ と でし た。  

○議長（平岡 正一君）  暫時休憩し ま す。  

午前９ 時23分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９ 時23分再開 

○議長（平岡 正一君）  再開し ま す。  

○経済課長（松井  稔君）  建設に伴いま す起債は、 借り 入れがないと いう こ と でございま し た。  

○議長（平岡 正一君）  細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  き のう も 多々、 収入を ど う 確保する か、 税収入そ の他でど う 確

保する かと いう お話も あっ たんですけれど 、 特産品セン タ ーはと ても いい平生町の顔でも あり ま

すから 、 指定管理者制度には移行し たも のの、 町の方のいろ んな手助けは残っ ている と 思いま す

ので、 こ こ が収入を 生むよ う な施設にする おつも り はないでし ょ う か。 こ こ から ある 程度、 今は

歳入歳出ト ン ト ン ぐ ら いになる のかと いう 気も し ま すけれど 、 家賃を 払っ ていただける よ う に特

産品セン タ ーを 育てる と いいま すか、 例えば、 ホームページを 使う なり 何なり する と 収入も 図れ

る んじ ゃ ないかと 思っ ており ま すが、 そ のあたり の考えはいかがでし ょ う か。  

○議長（平岡 正一君）  松井経済課長。  

○経済課長（松井  稔君）  特産品セン タ ーの運営の件でございま すけど も 、 収入の売上げです

か、 こ れを 増やす計画と いう こ と でござ いま すけど も 、 今、 野菜部門の取り 扱いが「 こ だわり 野

菜」 と いう よ う な形が中心になっ ており ま す。 先般、 運営委員会の方、 特産品セン タ ーの会議が
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ございま し て、 普通農家で育てておら れま す、 一定の条件を つけて、 こ う いっ た野菜も 今後取り

扱いを し ていこ う と いう よ う なこ と も 一定の方向で示し ておら れま す。 こ れがいつから かと いう

具体的な日にち はわかり ま せんけど も 、 こ う し たこ と で売上増を 図っ ていこ う と 。  

 そ れから 、 施設の使用料については、 現在私も ど う こ う いう 思いも 持っ ており ま せんし 、 指定

管理者制度になり ま し てでき る だけ自主運営で自分たち で問題解決し ていっ ていただく と いう こ

と で指導も し ており ま す。 今年は法人化へ向けた調査研究と いう こ と にも 取り 組ま れており ま す

し 、 ま た、 ホームページの立ち 上げも 必要である と 、 特産品セン タ ー自体、 考えも 持っ ておら れ

ま す。 こ れも 具体的にいつから かと いう こ と はま だお聞き し ており ま せんけど も 、 そ う いっ た考

えはお持ち でございま す。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 商工費について質疑はあり ま せんか。 細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  ５ ４ ページの商工振興費、 負担金１ ９ ですけれど 、 そ の中の商

工会青年部育成対策費、 こ の事業内容と 成果。 そ れから ５ ５ ページの観光費の中の丸山海浜パー

ク についてなんですけれど 、 保安料２ ０ 万４ , １ ２ ０ 円かかっ ており ま す。 海浜パーク の建物の

話は以前も 出たこ と がある んですけれど 、 こ れの借上料、 借家料と いう か、 管理棟の方出ている

と 思う んです。 こ のあた り 、 適当かど う かと いう 問題も ある んですけ れど 、 経費が保安警備

２ ０ 万４ , １ ２ ０ 円出ていま す。 そ の他の経費、 修理代と か光熱費と かはど れく ら いになっ てま

すでし ょ う か、 お願いいたし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  松井経済課長。  

○経済課長（松井  稔君）  商工会青年部の補助金の件でございま すけど も 、 商工会青年部につ

き ま し ては、 今現在、 部員数が１ ９ 名です。 若者の創造力と 行動力を 生かし て、 商工会の後継者

を 目指し て地域振興の発展を し ていこ う と いう こ と を 目標に掲げて活動さ れており ま す。  

 事業内容と いたし ま し ては、 研修事業、 青年経営者のビ ジネスカ レ ッ ジ。 広報活動事業と し て

ホームページの更新。 地域振興事業と いたし ま し て十七夜ま つり と かし ぶき 太鼓の運営。 広域圏

事業と いたし ま し て熊毛ブ ロ ッ ク の商工会議所の青年部会の交流会。 こ う いっ たこ と を 中心に活

動さ れており ま す。 いろ いろ な事業を 行われており ま すので、 そ う いっ たこ と から 、 いろ んな形

で成果が出ている と 思っ ており ま す。  

 そ れから 、 観光費の丸山海浜パーク についてですけど も 、 こ れは平成１ ６ 年ですか、 条例改正

いたし ま し て、 あそ こ で管理棟、 特産品売り 場、 倉庫など を 利用し て飲食業を 営むこ と を 目的に

し た分については許可する と いう こ と で条例改正さ れており ま す。  
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 そ こ に伴いま す電気、 水道料金等でご ざいま すけど も 、 電気代、 水道代、 施設の貸出部分につ

いては別料金のメ ータ ーと なっ ており ま すので、 営業に係る 部分は支払いを し ており ま せん。 そ

れを のけた分の電気料につき ま し ては年間６ 万５ , ０ ０ ０ 円ち ょ っ と 、 水道代は５ 万８ , ０ ０ ０ 円

ち ょ っ と かか っ て お り ま し て 、 合計で １ ６ 万５ , ０ ０ ０ 円程度。 修繕料に つ き ま し て は４ 万

２ , ０ ０ ０ 円、 こ れは扉の修繕を やっ ており ま す。 そ れから 、 役務費と いたし ま し て通信運搬費

でございま すけど も 、 こ れは外に青電話の公衆電話がございま す、 こ れの通信料。 そ れから 、 委

託料と し て環境整備を 実施し ており ま す。 こ の関係で、 周り のト イ レ と か公園の清掃、 夏場の海

岸の清掃を 合わせま し て２ １ 万２ , ０ ０ ０ 円程度。 保安警備が２ ０ 万４ , ０ ０ ０ 円。 夏場のサメ ネ

ッ ト の設置、 撤去、 維持管理等の経費が２ ９ 万４ , ０ ０ ０ 円。 そ れから 、 あそ こ は借地でござ い

ま すので、 土地の借上料、 こ れが１ ９ 万４ , ０ ０ ０ 円。 いろ いろ 合わせま し て、 そ の他ま だご ざ

いま すけど も 、 年間で約１ ３ ０ 万円ち ょ っ と く ら い経費と し てかかっ ており ま す。  

 以上でござ いま す。  

○議長（平岡 正一君）  細田留美子議員。  

○議員（６番 細田留美子さん）  丸山海浜パーク の件ですけれど 、 歳入と し てシャ ワ ー使用代が

１ ２ 万３ , ９ ０ ０ 円。 管理棟の家賃と いいま すか、 あれが８ 万４ , ０ ０ ０ 円、 月７ , ０ ０ ０ 円く ら

いいただている わけですけれど 、 こ のあたり はずっ と こ のま ま いかれる 予定でし ょ う か。 土地も

借り 上げて、 全部の土地の借上代ですけれど 、 も う 少し 。 家賃と し て７ , ０ ０ ０ 円が適当かど う

かと いう あたり です。 お願いいたし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  松井経済課長。  

○経済課長（松井  稔君）  海浜パーク の施設使用料についてですけど も 、 １ ６ 年度に条例改正

さ れたと き に算出根拠で出し ておる のがございま す。 こ れは土地の案分、 あそ こ にかかる 部分で

す。 そ れから 浄化槽の使用料、 保安警備、 火災保険、 こ う いっ たこ と も 案分率で掛けて出し てお

り ま す。 そ の他、 あそ こ の草刈り と かト イ レ の清掃についても 以前は漁協に委託し ており ま し た

けれど も 、 そ の部分を 、 そ こ の管理者、 使われる 方にも 若干見ていただこ う と いう よ う なこ と も

含めた値段でございま し て、 いずれに係る 経費も あま り 値上がり と いう よ う なこ と も し ており ま

せんので、 今のと こ ろ は月７ , ０ ０ ０ 円、 年間約８ 万４ , ０ ０ ０ 円ですか、 見直し と いう のも 単価

が変われば必要になっ てく る のではないかと いう ふう に考えており ま す。  

 以上です。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。 安村忠男議員。  

○議員（１５番 安村 忠男君）  さ き ほど の細田議員さ んに関連し た質問でございま すが、 海浜

パーク の土地の借上料でございま すが、 海浜パーク も 二、 三年でやめる んなら 借上料を 払っ てい

っ ても いいと 思う んですが、 永久的に海浜パーク と し て使用する と いう こ と でし たら 購入し た方
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がいいんではないですか。 年１ ９ 万円も 土地の借上料を 払っ て、 いつま でたっ ても 無制限にいく

と 思う んです。 町長はど う 考えていら っ し ゃ いま すか。  

○議長（平岡 正一君）  山田町長。  

○町長（山田 健一君）  総務課長の方から 、 状況について説明いたし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  高木総務課長。  

○総務課長（高木 哲夫君）  丸山海浜パーク の土地につき ま し ては、 平成元年の事業であっ たか

と 思いま すけど 、 そ の当時、 土地については借地と いう こ と で現在ま で至っ ており ま す。 所有者

については、 植木さ ん、 田布施町の北村さ んほか、 ４ 名所有者がいら っ し ゃ る と いう こ と で、 現

実に長年にわたっ て借り 上げる と いう こ と は、 やはり 、 そ れだけの財政負担を 伴う 、 実際に購入

する こ と でけじ めを つける と いう こ と も 選択肢の一つではあろ う かと 思いま すが、 現在の財政状

況等いろ いろ 考えながら 、 今後に向けての検討課題と し ておる こ と は事実でございま す。  

○議長（平岡 正一君）  安村忠男議員。  

○議員（１５番 安村 忠男君）  こ の土地につき ま し ては、 今年の海浜パーク 利用状況を 見ま し

ても 、 夏の間通っ てみて、 かなり の人が利用し ている よ う に感じ ており ま す。 平生町と し ては海

水浴を する 場所はあそ こ し かないわけです。 佐合も 今ま では町も 宣伝し て佐合に渡り なさ い渡り

なさ と 言いよ っ たが、 最近ど う も 佐合の方は下火かと いう よ う な感じ で、 そ んなに利用者がない

よ う なんですが、 海浜パーク は町の方から も バーベキュ ーを やっ たり いろ いろ やっ ておら れる の

を 、 あそ こ を 通る たびに見る んですが、 でき る だけ早く 町のも のにし た方がいいんではないかと

いう よ う な感じ がいたし ま す。 こ れは要望で結構です。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 土木費について質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 消防費について質疑あり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 教育費について質疑あり ま せんか。 山名喬二議員。  

○議員（５番 山名 喬二君）  では、 教育費について質問を いたし ま す。 質問件数が４ 点あり ま

すので、 し っ かり 聞いて質問の内容に確実に答えていただき たい。 そ う し ないと 、 私は３ 問目が

ひっ かかり ま す。  
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 ま ず、 ６ ３ ページの教育振興費、 今回新たにパソ コ ン の借上料と いう こ と で８ ７ 万円と いう の

が消費さ れており ま す。 こ の８ ７ 万円の内訳と し ま し て、 何台購入し たのか。 そ れによ っ て、

１ 台幾ら かと いう 質問。 こ れがこ の件の第１ 点の問題。 ２ 番目が、 こ れはレ ン タ ルになっ ており

ま す。 なぜレ ン タ ルなのか、 購入し た方が安かっ たんではないかと いう 点です。  

 次に６ ４ ページ、 同じ く 教育振興費、 こ こ の就学援助費補助金の内訳についてお伺いし ま す。

１ ６ 年度において給食補助費と いう のが消えており ま す。 要する に、 就学援助費の中に含ま れて

いる 。 こ う いう 回答を 教育委員会から いただいており ま す。 と こ ろ が、 そ の内訳についてはわか

っ ており ま せん。 内訳と 、 就学援助費補助費については学用品、 給食補助費、 内訳及び給食補助

費を 受けていら っ し ゃ る のが何名いら っ し ゃ る かと いう 点です。  

 次に、 同じ く 総合的学習推進事業補助金の事業内容と 成果について。 さ ら に事業規模。 こ こ で

は２ ０ 万円と 書かれており ま すが、 そ の２ ０ 万円だけかと いう こ と 。 ほかに財源がある んではな

いかと いう こ と であり ま す。 あればそ の支出の内訳について、 そ れぞれ御回答願いま す。  

 次に６ ６ ページ、 中学校費の教育振興費、 就学援助費補助金の内訳と 給食補助費、 こ の辺がど

う なっ ている か。 前回と 同じ 内容で小学校と 中学校の違いだけです。 何名分かと いう こ と です。

同じ く 、 そ の下の国際理解教育推進事業補助金、 そ の下の総合的学習支援事業補助金の事業内容

と そ の成果について。 さ ら に、 事業規模はそ れぞれ２ ０ 万円、 ５ ０ 万円と 書かれており ま すが、

こ れだけか。 そ の他財源がある のか。 も し あれば支出の内訳について。  

 次が７ ０ ページの社会教育費、 図書館費について。 新たに 今回、 図書館情報シス テ ム９ ４ 万

７ , １ ０ ０ 円と いう のが出ており ま す。 図書館情報シス テ ムの内容はど う いっ たシス テムか。 そ

のシステムを 発展さ せる 、 機能を 上げて町のホームページ上で図書の蔵書検索と いっ たシステ ム

を 構築する こ と ができ る か。  

 以上について、 よ ろ し く お願いし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  福本教育委員会総務課長。  

○教委総務課長（福本 達弥君）  ま ず、 第１ 点目の６ ３ ページ、 パソ コ ン の借上料でございま す

けれど も 、 こ れは校内Ｌ Ａ Ｎ用のパソ コ ン を 整備いたすも のでござ いま す。 平生小学校が４ ６ 台、

佐賀小学校が１ ８ 台、 計６ ４ 台になり ま す。 当初、 ６ ４ 台合計の予算段階の見積り では、 １ 台当

たり の機器の価格合計、 ６ ４ 台分の合計ですけれど も 、 ８ ９ ２ 万１ , ４ ３ ０ 円と いう 数字が出て

おり ま し て、 こ れを １ 年度分で購入と いう こ と になる と 財政負担が大き いと いう こ と があり ま し

たので、 リ ースにし たわけでございま す。  

リ ースする に当たり ま し ては、 今回、 二段階入札と いう のを やっ ており ま す。 二段階入札と い

う のは、 機器１ 台当たり の入札を いたし ま し て、 入札後の機器１ 台当たり の価格を も と にリ ース

の入札を やる と いう 二段階のリ ースを やっ ており ま す。 従来のリ ース料の場合でございま すと 、
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業者に対し てはリ ース料での入札のみを 行う こ と になり ま すが、 リ ース料の算定基礎と なる 機器

本体の価格については、 定価も し く はそ れに近い価格でこ れま で設定さ れており ま し た。 こ の二

段階入札を する こ と によ り ま し て、 リ ース料の基礎と なる 機器の価格を 入札する こ と になり 、 低

額に設定する こ と ができ 、 ま た、 リ ース 料についても そ の価格を 基礎に入札を 執行する こ と で低

額になる と いう こ と が言える と 思いま す。  

結局、 機器１ 台の入札を いたし ま し て、 例えば、 ノ ート の当初見積り は１ ２ 万７ , ６ ８ ０ 円で

ご ざ いま し たけれど も 、 機器の入札段階で１ 台８ 万７ , ５ ７ ０ 円と なっ ており ま す。 ま た、 デス

ク ト ッ プ ですと 、 当初１ ５ 万６ ７ ５ 円が９ 万１ , １ ４ ０ 円と なり ま し た。 合計し ま すと 、 当初

８ ９ ２ 万１ , ４ ３ ０ 円が機器の入札を する こ と によ り ま し て、 ６ ４ 台分で５ ６ ６ 万８ , ７ ４ ０ 円と

いう こ と になり ま し た。 ま た、 こ れでリ ース料についての入札を し たわけでございま すけれど も 、

結論を いいま すと 、 １ 台当たり 年額１ 万８ , １ ７ １ 円でご ざいま す。 ５ 年リ ース でご ざいま すか

ら 、 ５ 年で１ 台当たり ９ 万８ ５ ５ 円と いう こ と になり ま す。 今年の予算８ ７ 万２ , ２ ３ ５ 円は

９ カ 月分の予算でご ざ いま す。 ト ータ ル５ 年分のリ ース が５ ８ １ 万４ , ９ ０ ０ 円になり ま す。

６ ４ 台分のリ ースです。 １ 年でそ の機械を 買う こ と と し た場合は５ ６ ６ 万８ , ７ ４ ０ 円。 比較し

ま すと 、 リ ース 料の方が１ ４ 万６ , １ ６ ０ 円高いこ と になり ま すけれど も 、 ５ 年間での支払いと

いう こ と で、 １ 年度の財政負担を 考えればリ ースの方が結果的にはよ かっ たんじ ゃ ないかと いう

ふう に思っ ており ま す。  

 以上が、 パソ コ ン についてでございま す。  

 そ れから 、 ６ ４ ページの就学援助費、 小学校費の内訳でご ざ いま す。 学用品１ 年が１ ８ 万

６ , ４ ９ ９ 円、 学用品２ 年か ら ６ 年ま で が １ １ ８ 万９ , ８ ８ ４ 円、 新入学用品が ３ ３ 万

８ , ３ ０ ０ 円、 修学旅行が３ ６ 万３ , ９ ６ ６ 円、 宿泊を 伴わない宿泊訓練１ ２ 万５ , ３ ３ ０ 円、 宿

泊訓練が５ 万１ , １ ９ ７ 円、 給食が４ ３ ５ 万２ , ０ ７ ６ 円、 合計６ ６ ０ 万７ , ２ ０ ２ 円です。 給食

費については１ １ ２ 名分でございま す。  

 次の６ ４ ページ、 総合学習推進事業の事業内容でございま すが、 「 自ら のすばら し さ に気づき 、

生き る 力を 持つ児童を 育成する ために基礎・基本の定着」 と 「 一人ひと り のよ さ や可能性を 伸ば

すよ う 総合的な学習を 推進」 する も のでございま す。 そ の手立てと いたし ま し て「 地域素材を 活

用し た体験活動に努める 」 、 「 基礎的・基本的な内容の定着を 図る 学習指導を 推進する 」 、 「 個

に応じ たき め細かな学習を 推進し 、 児童の主体性を 育てる 」 のが目的でございま す。  

内容と いたし ま し ては、 １ 年から ６ 年生ま でそ れぞれあり ま すけれど も 、 例えば、 １ 年生です

と 「 き ょ う から なかよ し 、 さ あ学校探検だ」 。 ２ 年は「 教えてあげる よ 」 と か「 冒険・発見・ま

ち 探検」 。 ３ 年生は「 地域学習」 、 学年テーマ 「 ひら おの自慢調べ」 、 「 情報学習パソ コ ン に触

れよ う 」 。 ４ 年ですと 「 心と 心のキャ ッ チボールで人と のかかわり を 豊かに広げよ う 」 、 「 点字
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を 学ぼう 」 、 「 味噌つく り を 学ぼう 」 こ う いっ たこ と です。 ５ 年、 ６ 年と 、 そ れぞれメ ニ ュ ーが

あり ま す。  

２ ０ 万円は、 ほかに財源はございま せん。 こ れだけです。  

成果と いたし ま し ては「 知識を 教え込む授業ではなく 、 自ら の課題を 見つけて自ら 学び、 自ら

考える 力を 育成する こ と ができ たこ と 」 、 「 情報の集め方、 調べ方、 ま と め方など の学び方や調

べ方を 身につけら れたこ と 」 こ う いっ たこ と を 成果と し て報告を 受けており ま す。  

 そ れから 、 ６ ６ ページの教育振興費、 就学援助費の内訳でご ざ いま す。 学用品１ 年が４ ０ 万

１ , ４ ２ ０ 円、 学用品２ 年から ３ 年が５ ９ 万４ , ６ ５ ６ 円、 新入学用品４ １ 万２ , ２ ０ ０ 円、 修学

旅行５ ２ 万９ , ６ ３ ２ 円、 宿泊訓練９ 万円、 宿泊を 伴わないも の２ 万８ , ３ ４ ０ 円、 自転車３ ７ 万

７ , ０ ０ ０ 円、 給食２ １ １ 万４ , ０ ６ ７ 円、 ４ ６ 人分でございま す。  

 国際理解教育推進事業でございま すが、 ２ ０ 万円のみでございま す。 ほかに事業費はございま

せん。  

内容と いたし ま し て、 ３ 年生が対象になり ま すが、 オリ エ ン テーショ ン 、 「 大使館を 知ろ う 」 、

「 ビ デオ視聴」 、 ブ レ ーン スト ーミ ン グ 、 「 日本っ てこ んな国」 と か「 イ ン タ ーネッ ト を 使っ て

の調べ学習」 、 エ ン カ ウ ン タ ー、 「 と こ ろ かわれば人かわる 。 異文化の国を 小旅行」 、 「 大使に

なり き っ ての交流会」 と か、 外国生活経験者によ る 講演会、 こ う いっ た内容になっ ており ま す。  

成果と いたし ま し ては「 自ら 課題を 見つけ出し 、 調査研究し たこ と を ま と める 力を 育てる こ と

ができ たこ と 」 、 「 自国の文化に触れ、 深く 知る と と も に異文化理解に努めよ う と する 態度を 育

てら れたこ と 」 、 「 講演・体験・調査を 通し て視野を 広げ、 自ら の生き 方について考えていこ う

と する 態度が育てら れたこ と 」 、 と いう 報告を 受けており ま す。  

ま た、 継続し て取り 組んでおり ま し て、 子供たち の資質の向上に役立っ ておる と いう こ と でご

ざいま す。  

 そ れから 、 総合的学習支援事業費５ ０ 万円でございま す。 ほかに事業費はございま せん。  

事業内容でご ざいま すが、 ２ 種類大き く 分けてあり ま す。 一つは「 ふる さ と 体験学習」 、 も う

一つは「 総合的な学習支援事業」 と いう こ と になっ ており ま す。  

「 ふる さ と 体験学習」 は、 １ 年から ３ 年ま でそ れぞれメ ニ ュ ーがあり ま す。 例えば、 ３ 年生で

すと 「 １ 日保育士」 、 「 し ぶき 太鼓」 。 ２ 年生ですと 「 つつじ 苑の訪問」 、 「 押し 絵」 、 「 金魚

ち ょ う ち んつく り 」 と か「 機織り 」 。 １ 年生ですと 「 絵本づく り 」 、 「 水産加工、 陶芸、 木工作

業」 、 「 古墳史跡巡り 」 、 こ う いっ た内容になっ ており ま す。  

「 総合的な学習支援事業」 は、 １ 学年が「 ふれあい我が町平生」 。 ２ 学年が「 広島校外学習」 、

「 チャ レ ン ジワ ーク 」 。 ３ 学年が「 生き 方学習」 と なっ ており ま す。  

成果と いたし ま し ては、 総合的な学習の時間における 体験的な学習と し て地域の方々の協力を
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得て実施し ていま すので、 「 学校では体験でき ないよ う な学習を する こ と ができ る と と も に、 地

域の方々と 交流を 深めながら 地域の伝統文化や産業を 見つめ直すと いっ た点で、 と ても 有意義で

あっ た」 、 「 生徒にはよ い経験の場を 与えら れている 。 し たがっ て、 本校の特色ある 教育活動と

し て充実発展さ せていく 必要がある 」 と いっ た感想を いただいており ま す。 チャ レ ン ジワ ーク に

ついても 、 そ れぞれ平生お助け隊では「 町内の独り 暮ら し のお年寄り のお宅を 訪問し て様々な手

伝いを し たこ と 」 、 「 人と 人と の助け合いや思いやり の大切さ を 実感する こ と ができ た」 、 こ う

いっ た感想を いただいており ま す。  

 以上でござ いま す。  

○議長（平岡 正一君）  弘中社会教育課長。  

○教委社会教育課長（弘中 賢治君）  社会教育費、 図書館費の図書館情報システムによ る 業務内

容につき ま し ては、 ま ず１ 点目と いたし ま し て、 書誌情報を ベース にし たすべての蔵書管理、 こ

の書誌情報と いいま すのは、 書名、 著者、 出版名、 こ う いっ たも ののデータ を も と にし た蔵書管

理です。 ２ 点目と いたし ま し て、 バーコ ード の読み取り によ る 貸出し 、 返却業務、 利用者図書

カ ード の作成、 タ ッ チパネル式の利用者端末、 こ う いっ たも のを 備えており ま す。 タ ッ チパネル

式の利用者端末につき ま し ては、 図書館利用者が、 いろ いろ な角度から 自分で蔵書検索ができ る

も のでございま す。 そ のほか、 統計業務に必要な日報、 月報、 年報、 そ う いっ た帳票の編集、 そ

う いっ たも のがこ のシステムの内容でござ いま す。  

 も う 一点のホームページから 図書、 蔵書検索につき ま し ては、 現システムは検索機能を 備えて

おり ま せん。 検索を 可能にする には予算的に約数百万円と いう 経費がかかり ま すが、 オプ ショ ン

と し て新たなシステムを 追加する こ と によ っ て可能になっ てま いり ま す。 参考ま でに申し ま すと 、

県内５ ３ の公立図書館のう ち 、 ２ ０ の図書館でホームページから 蔵書検索が可能なシステムを 構

築し ておる と こ ろ でございま す。  

 以上でござ いま す。  

○議長（平岡 正一君）  こ こ で暫時休憩し ま す。 １ ０ 時１ ５ 分から 再開し ま す。  

午前10時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時15分再開 

○議長（平岡 正一君）  再開いたし ま す。  

 山名喬二議員。  

○議員（５番 山名 喬二君）  最初の質問の６ ３ ページのパソ コ ン の件なんですが、 １ 台９ 万円、

こ う いう お話でし た。 ごく ごく 単純に考えて、 さ き ほど 年間１ ４ 万円高いだけだと 、 こ う いう ふ

う におっ し ゃ っ たんですが、 １ 台９ 万円と いう 値段は（ 発言する 者あり ） ５ 年間で１ ４ 万円です
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ね、 こ れだけ高く つく と いう こ と なんですが、 単純に言っ て１ 台９ 万円と いう のは高いと 思う ん

です。 小学校で使う パソ コ ン でど れだけの性能があればいいかと いう 面も し っ かり 考えて業者と

対応すべき だろ う と 。 現実に申し ま すと 、 小学生が使う パソ コ ン であれば今６ 万円です。 調べて

く ださ い。 そ う し たら ９ 万円から ３ 万円安いんです、 さ ら に。 そ れが、 業者が出し た見積り だけ

見て「 ９ 万円なら 安い」 。 こ れじ ゃ 、 ち ょ っ と ま ずいんじ ゃ ないか。 現実的に６ 万円であり ま す。

も し ないっ ていう んだっ たら 私がち ゃ んと 手配し ま す。 でき ま す、 小学生が使う パソ コ ン であれ

ば。 そ う いっ たと こ ろ を し っ かり 今後やっ てほし い。 リ ースが切れた後、 ま たこ う いう 形で繰り

返すんであれば、 し っ かり 考えてほし い。 そ れで、 単純に考えても 買う 方が安いのは明ら かにわ

かっ ている わけです。 リ ースし た場合はリ ース業者が利益を 得なき ゃ いけないと いう 単純な試算

です。 ただ、 財政的に一度に支出する 金がないと いう 場合はリ ース と いう 形も 考えら れる でし ょ

う けど 、 こ のぐ ら いの金額なら １ 円でも ２ 円でも 安い方を 選んでいただき たい。  

 そ れと も う 一点、 最後の図書館費についての質問ですが、 今回新し く 出てき て、 値段と し ま し

て９ ４ 万円と 載っ ており ま す。 こ れは、 パソ コ ン と し ては１ 台だと 思う んです。 そ のほかの付加

によ っ て９ ４ 万円と いう 形になっ ている と 思う んですが、 そ の辺の内訳についてお尋ねし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  弘中社会教育課長。  

○教委社会教育課長（弘中 賢治君）  図書館情報システムの機器につき ま し ては、 ディ スプ レ イ 、

サーバーの関連機器、 タ ッ チパネル機器、 そ う いっ た機器全部を 合計し て借り 上げと いう 形にい

たし ており ま す。 こ れは機種を 更新し たも ので、 今ま であっ た機種を 昨年８ 月に更新し たも ので

す。  

○議長（平岡 正一君）  山名喬二議員。  

○議員（５番 山名 喬二君）  前に返り ま すが、 ６ ４ ページの教育振興費のと こ ろ で聞き 忘れた

こ と がある んで再度質問いたし ま す。 平生小学校緑の少年隊活動費補助金、 こ れの内容について

説明願いま す。  

○議長（平岡 正一君）  福本教育委員会総務課長。  

○教委総務課長（福本 達弥君）  平生小学校緑の少年隊活動費５ 万円でございま す。 活動内容と

いたし ま し て、 学校内の緑化推進、 学校花壇、 教材費、 種ま き 、 植付け、 除草、 かん水、 収穫、

種取り 等を 行っ ており ま す。 ま た、 一人一鉢運動、 学校周辺の美化など でございま す。 具体的に

いいま すと 、 夏秋ま き の草花の種ま き 、 学級園や校庭の緑化推進、 花壇への夏場は散水、 小動物

の世話も 入っ ており ま す。 そ う いっ た内容でございま す。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  
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 次に、 災害復旧費について質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 次に、 公債費、 諸支出金、 予備費については一括質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 認定第２ 号平成１ ７ 年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認

定について質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 認定第３ 号平成１ ７ 年度平生町佐合島渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。 河内山宏充議員。  

○議員（８番 河内山宏充君）  行政報告書の中で触れら れていま すので、 委員会でも いいかと 思

っ たんですが、 確認さ せていただき ま す。 報告書の渡船事業についての中で「 周防大島町、 上関

町の航路統合も 視野に入れ、 成果品と し ての報告書がま と めら れた」 っ ていう ふう に触れら れて

いま す。 こ のこ と について、 少し 詳し く 報告し ていただけま せんか。 初めて聞いたよ う な記憶が

し ま す。 お願いし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  高木総務課長。  

○総務課長（高木 哲夫君）  ただいま の質問でございま すけど 、 佐合島と 馬島航路の共同運航と

いう こ と につき ま し ては、 平成１ ６ 年度で中国運輸局の指導のも と 「 山口県東部離島航路活性化

協議会」 と いう 組織を 立ち 上げま し た。 こ の東部の離島航路は、 岩国市、 周防大島町、 上関町い

ろ いろ ある わけでございま すが、 そ の中で、 本町と 田布施町の航路が共同運航になっ たと いう こ

と を 踏ま え、 平成１ ７ 年度は山口県主導のも と 、 県の離島航路、 萩市、 防府、 周南市と いう よ う

な離島航路を 持っ ている 自治体の協議会を 立ち 上げま し た。 ３ 回の協議会、 分科会等の協議を 経

て、 成果品と いう のが１ 冊の報告書でご ざいま す。 そ の中で、 周防大島町の浮島ある いは前島、

そ う いっ た航路の統合、 ま た、 上関町にあっ ては祝島と 八島の統合、 ま だ結論と し ては出てき て

おり ま せんけど 、 そ う いう 目標を も っ て、 １ 年間の協議を 終えたと いう こ と でございま すから 、

今後、 今年度含めて、 実際にそ う いっ たも のの航路統合ができ る かど う かと いう のは、 関係自治

体、 県、 中国運輸局、 こ れでも っ て協議が続けら れる だろ う と いう ふう に考えており ま す。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  
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 続き ま し て、 認定第４ 号平成１ ７ 年度平生町交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 認定第５ 号平成１ ７ 年度平生町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。 河内山宏充議員。  

○議員（８番 河内山宏充君）  簡易水道の水道使用料についてお尋ねいたし ま す。 平成１ ７ 年度

の現年度分の収入済額が、 前年度対比で約６ ０ 万円増加し ており ま す。 徴収努力の跡も う かがえ

て大変評価さ せていただく も のですけど も 、 こ の滞納者の状況把握はさ れていら っ し ゃ る か、 い

ら っ し ゃ ら ないか。 そ れと 、 収入見込みについてはど う いう 状況である か。 こ のこ と を お尋ねし

ま す。  

○議長（平岡 正一君）  安村建設課長。  

○建設課長（安村 和之君）  水道使用料に関し ま し て、 滞納者の状況把握と 収入見込みについて

の御質問でご ざ いま すが、 １ ７ 年度末での未収金と いいま すか、 収納未済額につ き ま し ては、

３ ページにご ざ いま すよ う に１ ３ ８ 万２ , ５ ３ ０ 円と なっ ており ま し て、 未納者につき ま し ては、

現年、 過年合わせま し て２ ３ 名おら れま す。 滞納者の状況につき ま し ては、 ある 程度把握はいた

し ており ま すが、 昨年の後期から 未納者については給水停止を する こ と にいたし ており ま す。

３ 期滞納すれば給水停止と なり ま すので、 現年分につき ま し ては遅れ遅れになる かと 思いま すが、

１ ０ ０ ％に近い収納率が見込める んではないかと 考えており ま す。  

 そ れと 、 過年度分の滞納者でございま すが、 ２ ３ 名のう ち １ ７ 名いら っ し ゃ いま す。 こ れにつ

き ま し ては分納の誓約書を と り ま し て、 こ れにつき ま し ても ３ 期未納になり ま すと 給水停止の対

象と いたし ま すので、 ある 程度の収納が望める んではないかと 思っ ており ま す。  

 以上です。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 認定第６ 号平成１ ７ 年度平生町老人医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 認定第７ 号平成１ ７ 年度平生町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。 河内山宏充議員。  
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○議員（８番 河内山宏充君）  こ れも 下水道使用料ですけれど も 、 現年度分と 滞納繰越分の収納

率ですか、 前年度に比べて若干増えており ま す。 こ のこ と に対し ても 徴収努力がう かがえま し て、

非常に評価さ せていただいている も のでございま す。 決算審査で監査委員さ んの意見の中にも 、

行政報告の中に上下水道事務の一元化と いう よ う なこ と を う たわれていら っ し ゃ いま す。 こ のこ

と は、 現在検討さ れていら っ し ゃ る のかど う なのか。 ま た、 状況についてはこ のこ と し かわかり

ま せんので少し 具体的に教えていただいて、 今後ど のよ う にさ れる おつも り なのかと いう こ と を

お尋ねさ せていただき たいと 思いま す。  

○議長（平岡 正一君）  安村建設課長。  

○建設課長（安村 和之君）  下水道使用料につき ま し て、 下水道事務一元化の検討についての御

質問でございま すが、 下水道使用料につき ま し ての滞納整理を 行う ための手段と いたし ま し て一

番効果が期待でき る のは、 上下水道の納付書の一本化ではなかろ う かと 考えており ま し て、 現在、

田布施・平生水道企業団、 田布施町の建設課長さ んと も 協議し ながら 、 早い時期で協議する 場を

持ち たいと いう こ と で進めており ま し て、 徴収体制だけを 一本化にする のか、 下水道事業自体も

一緒にする のか、 佐賀地区の簡水、 大野の飲料水供給施設はど う する のか、 いろ いろ 検討課題が

ございま す。 でき れば、 収納事務だけでも 一本化を 検討し てみたいと 思っ ており ま す。  

 以上でござ いま す。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 認定第８ 号平成１ ７ 年度平生町水産廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算の認定

について質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 認定第９ 号平成１ ７ 年度平生町漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算の認

定について質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。 増野洋樹議員。  

○議員（９番 増野 洋樹君）  決算の附属資料と 監査委員さ んの意見書、 こ う いう と こ ろ にも 若

干書いてある んですが、 数字等があり ま すから 、 １ ４ ２ 戸はつなぎ込んだと か、 あと は滞納金が

徐々に出始めている と か、 ２ 年目を 迎えと かいう のがあり ま すけど も 、 こ の辺の全体像、 も う 少

し 数字を 上げて、 現在何戸つなぎ込み可能世帯があっ てそ のう ち の１ ４ ２ 戸だと 。 あと 、 つなぎ

込みを し ている 家庭も 含めてですが、 佐賀で今ま で聞いた声は、 単身の高齢者世帯、 そ う いう と

こ ろ の方が「 も う お金も ないし 先も ないから そ う いう こ と はし ない」 と いう よ う な声も やや聞き

ま すので、 そ の辺の実態はど のよ う に把握さ れている か。 実際つなぎ込んでいる 人は、 そ う いう
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世帯が多いのか少ないのか、 そ の辺も 概要で結構でございま す。 あと 、 滞納が２ 年目にし て若干

数字も 出ており ま すから 、 こ れから ま すま すこ う いう こ と が増えていっ ち ゃ あ困る ので、 も う 早

いう ち に手を 打っ て１ ０ ０ ％収納と いう のが目標でございま すので、 そ の辺の対策、 状況を お聞

かせ願いたいと 思いま す。  

○議長（平岡 正一君）  安村建設課長。  

○建設課長（安村 和之君）  漁業集落の環境整備事業に関し ま し て、 供用開始区域の世帯数でご

ざいま すが、 １ ７ 年度３ 月末で４ ０ ２ 世帯ございま し て、 そ のう ち １ ４ ２ 世帯がつなぎ込みを さ

れておる と いう こ と です。 今のと こ ろ 、 月平均は大体計画ど おり にいっ ておる んですが、 さ き ほ

ど おっ し ゃ ら れたのは高齢者の単身世帯の方、 こ の世帯を ど う する か。 今から お願いになっ てく

る と 思う んですが、 こ れを 強化し ていく と いう こ と になろ う かと 思いま す。  

 そ れと 、 収納状況につき ま し て、 現在１ 人の方が１ ７ 年度未納です。 簡水も 同じ 人が未納にな

っ ており ま すので、 セッ ト で対策を 進めていき たいと 思っ ており ま す。  

 以上です。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 認定第１ ０ 号平成１ ７ 年度熊南地域介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算の

認定について質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 認定第１ １ 号平成１ ７ 年度平生町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定

について質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。 渕上正博議員。  

○議員（２番 渕上 正博君）  ９ ページ、 介護サービ ス ですが、 不用額が２ , ２ ０ ０ 万円と 膨大

な不用額が出ている んですが、 こ の内容はど う いう こ と かお願いいたし ま す。  

○議長（平岡 正一君）  河野健康福祉課長。  

○健康福祉課長（河野 孝之君）  介護給付の不用額の内容でござ いま すけれど も 、 全体の主なも

のが介護サービ ス諸費です。 こ れにつき ま し ては、 要介護１ の方から 要介護５ の方が対象でご ざ

いま し て、 年間を 通し たサービ スの金額は利用さ れなければわかり ま せんし 、 実績がないと 最終

的に決めら れま せんので、 ど う し ても 余分に予算を 組むこ と になり ま す。 そ れに対し 、 実績が少

なかっ たと いう こ と になろ う かと 思いま す。 介護給付につき ま し ては、 訪問介護から 始ま っ て施

設ま ででござ いま すけれど も 、 施設の方は大体見込みが立つわけでございま すけれど も 、 そ れ以

外の在宅の方に対する サービ スは、 なかなかき ち っ と し た利用と いう も のが、 年度当初と いいま
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すか、 予算の方と 決算の方がつき ま せんので、 そ の不用額と いう こ と になろ う かと 思いま す。  

○議長（平岡 正一君）  渕上正博議員。  

○議員（２番 渕上 正博君）  一応、 ５ 年間ぐ ら いの実績はあっ たわけですよ ね、 介護保険が始

ま っ てから 。 そ の中で、 実績がつかめないと いう 認識を し てよ ろ し いんでし ょ う か。  

○議長（平岡 正一君）  河野健康福祉課長。  

○健康福祉課長（河野 孝之君）  さ き ほど 説明いたし ま し たけれど も 、 施設の方は定員が決ま っ

ており ま すので、 ほぼ、 き っ ち り でき る と 思いま す。 し かし 、 介護給付につき ま し ては行政報告

にも ございま すよ う に、 要支援も 含めて、 要介護者も 含めて増えてき ており ま す。 要支援の方が

要介護１ 以上になら れる 方も ございま す。 そ のあたり で、 実績はご ざいま すけれど も 、 右肩上が

り の給付の伸びから 考えま し て、 き っ ち り いく と いう と こ ろ ま ではいかないと 御理解いただき た

いと いう ふう に思いま す。  

○議長（平岡 正一君）  ほかに質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。  

 続き ま し て、 報告について一括質疑を 行いま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。 こ れを も っ て、 質疑を 終了し ま す。  

────────────・────・──────────── 

日程第３．委員会付託 

○議長（平岡 正一君）  日程第３ 、 お諮り いたし ま す。 議案第１ ３ 号平成１ ８ 年度平生町一般会

計補正予算から 、 議案第２ ３ 号町営土地改良事業の変更につ いてま での件及び認定第１ 号平成

１ ７ 年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定についてから 、 認定第１ １ 号平成１ ７ 年度平生町介

護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定についてま での件については、 会議規則第３ ５ 条第

１ 項の規定によ り 、 お手元に配布の付託表のと おり 各常任委員会に付託いたし たいと 思いま す。

こ れに御異議あり ま せんか。  

〔 「 異議なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  御異議なし と 認めま す。 よ っ て、 議案第１ ３ 号から 議案第２ ３ 号ま での

件及び認定第１ 号から 認定第１ １ 号ま での件については、 お手元に配布の付託表のと おり 各常任

委員会に付託する こ と に決し ま し た。  

────────────・────・──────────── 

○議長（平岡 正一君）  本日は、 こ れにて散会いたし ま す。  

 次の本会議は、 ９ 月２ ６ 日午前１ ０ 時から 開会いたし ま す。  
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午前10時44分散会 

────────────・────・──────────── 
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────────────────────────────────────── 

平成18年 第４ 回（ 定例） 平 生 町 議 会 会 議 録（ 第３ 日）  

                           平成18年９ 月26日（ 火曜日）  

────────────────────────────────────── 

議事日程（ 第３ 号）  

                       平成18年９ 月26日 午前10時00分開議 

    日程第１  会議録署名議員の指名 

    日程第２  委員長報告 

    日程第３  意見書案第１ 号 「 出資の受入れ、 預り 金及び金利等の取締り に関する

法律」 及び「 貸金業の規制等に関する 法律」 の改正を

求める 意見書 

    日程第４  議員派遣の件 

    日程第５  常任委員会の閉会中の所管事務等の調査 

────────────────────────────── 

本日の会議に付し た事件 

    日程第２  委員長報告 

    日程第３  意見書案第１ 号 「 出資の受入れ、 預り 金及び金利等の取締り に関する

法律」 及び「 貸金業の規制等に関する 法律」 の改正を

求める 意見書 

    日程第４  議員派遣の件 

    日程第５  常任委員会の閉会中の所管事務等の調査 

────────────────────────────── 

出席議員（ 15名）  

１ 番 新本 俊彦君       ２ 番 渕上 正博君 

３ 番 藤村 政嗣君       ５ 番 山名 喬二君 

６ 番 細田留美子さ ん       ７ 番 柳井 靖雄君 

８ 番 河内山宏充君       ９ 番 増野 洋樹君 

10番 河本 史朗君       11番 吉國  茂君 

12番 鍛治原重雄君       15番 安村 忠男君 

16番 福田 洋明君       17番 川本 健吾君 

18番 平岡 正一君                 

────────────────────────────── 
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欠席議員（ １ 名）  

13番 曽田 文彦君                 

────────────────────────────── 

欠  員（ なし ）  

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 角田 光弘君       書記 吉岡 文博君 

────────────────────────────── 

説明のため出席し た者の職氏名 

町長 …………………… 山田 健一君  教育長 ………………… 合頭 興亞君 

政策調整室長兼出納室長 ………………………………………………… 佐竹 秀道君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 …………………………………… 高木 哲夫君 

企画課長 ……………… 吉賀 康宏君  町民課長 ……………… 田尾 正昭君 

税務課長 ……………… 洲山 和久君  健康福祉課長 ………… 河野 孝之君 

経済課長兼農業委員会事務局長 ………………………………………… 松井  稔君 

建設課長 ……………… 安村 和之君  佐賀出張所長 ………… 木谷  巌君 

教委総務課長 ………… 福本 達弥君  教委社会教育課長 …… 弘中 賢治君 

財務班長 ……………… 池田 真治君                     

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（平岡 正一君）  ただいま の出席議員は１ ５ 名であり ま す。 定足数に達し ており ま すので、

こ れよ り 、 本日の会議を 開き ま す。  

 本日の議事日程は、 あら かじ めお手元に配布し たと おり であり ま す。  

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（平岡 正一君）  日程第１ 、 会議録署名議員の指名を 行いま す。  

 会議録署名議員は、 会議規則第１ ０ ９ 条の規定によ り 、 議長において、 藤村政嗣議員、 山名喬

二議員を 指名いたし ま す。  

────────────・────・──────────── 

日程第２．委員長報告 

○議長（平岡 正一君）  日程第２ 、 議案第１ ３ 号平成１ ８ 年度平生町一般会計補正予算から 、 議

案第２ ３ 号町営土地改良事業の変更についてま での件及び認定第１ 号平成１ ７ 年度平生町一般会



- 90 - 

計歳入歳出決算の認定についてから 、 認定第１ １ 号平成１ ７ 年度平生町介護保険事業勘定特別会

計歳入歳出決算の認定についてま での件を 、 一括議題と いたし ま す。  

 本件に関し 、 ９ 月１ ５ 日の本会議において関係常任委員会に付託し ま し た議案につき 、 委員長

の報告を 求めま す。 山名喬二産業厚生常任委員長。  

○産業厚生常任委員長（山名 喬二君）  産業厚生常任委員会の委員長報告を 申し 上げま す。  

 平成１ ８ 年９ 月１ ５ 日の本会議におき ま し て、 本委員会に付託を 受けま し た議案第１ ３ 号中歳

出のう ち 平生町議会委員会条例第２ 条の規定に基づく 所管事項、 （ 以下「 所管事項」 ） 議案第

１ ４ 号、 議案第１ ５ 号、 議案第１ ６ 号、 議案第１ ７ 号、 議案第１ ８ 号、 議案第１ ９ 号、 議案第

２ １ 号、 議案第２ ３ 号並びに認定第１ 号中平生町議会委員会条例第２ 条の規定に基づく 所管事項、

（ 以下「 所管事項」 ） 認定第２ 号、 認定第４ 号、 認定第５ 号、 認定第６ 号、 認定第７ 号、 認定第

８ 号、 認定第９ 号、 認定第１ ０ 号及び認定第１ １ 号につき ま し て、 ９ 月１ ９ 日、 委員会室におい

て、 町長以下所管課職員の出席を 得て慎重に審議いたし ま し た。 そ の結果と 主だっ た審議経過を

報告さ せていただき ま す。  

 ま ず、 採決の結果から 申し 上げま す。  

 議案第１ ３ 号中所管事項、 議案第１ ４ 号、 議案第１ ５ 号、 議案第１ ６ 号、 議案第１ ７ 号、 議案

第１ ８ 号、 議案第１ ９ 号、 議案第２ １ 号及び議案第２ ３ 号については、 すべて全会一致で承認。

認定第１ 号中所管事項、 認定第２ 号、 認定第４ 号、 認定第５ 号、 認定第６ 号、 認定第７ 号、 認定

第８ 号、 認定第９ 号、 認定第１ ０ 号及び認定第１ １ 号については、 すべて全会一致で認定する こ

と にいたし ま し た。  

 次に、 そ れぞれの主だっ た審議経過を 報告いたし ま す。  

 ま ず、 議案第１ ３ 号中所管事項については、 障害者福祉費の相談支援機能強化事業は今後も 続

く かと の質問に対し 、 自立支援法施行に伴い１ ０ 月から 町で行う 事業と さ れている も ので、 今後

も 継続する も のである と の説明を 受けま し た。  

 保健衛生費の柳井地域救急医療負担金及び柳井地域小児救急医師支援事業負担金の補正は周東

病院の小児科廃止問題と 関係し たも のかと の質問に対し 、 両者は別問題であり 、 小児科廃止問題

については、 現在行政の負担も 含め協議が進めら れており 、 具体的に決ま れば報告する と の説明

があり ま し た。  

 平生港イ ベン ト 事業費について、 当初予算から の変更理由は何かと の質問に対し 、 事業のヒ ア

リ ン グを 受けたこ と によ る も ので、 補助対象外と なる 経費が明ら かになっ たこ と 及び地域の産業

活性化についても 事業の中で配慮する よ う にと の指摘があっ たためである と の説明を 受けま し た。  

 議案第１ ４ 号については、 保険財政共同安定化事業拠出金は３ 月ま で補正の必要はないかと の

質問に対し 、 過去３ 年の推移を 見て決めら れている も のである があく ま でも 見込み数値であり 、
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補正はあり 得る と の説明を 受けま し た。  

 議案第１ ５ 号については、 今後の事業の見通し はど う である かと の質問に対し 、 １ ０ 月から 市

町総合事務組合で事業を 行う こ と と さ れている が、 そ の詳細については示さ れていない状況であ

る と の説明を 受けま し た。  

 議案第１ ６ 号については、 質疑はあり ま せんでし た。  

 議案第１ ７ 号については、 寄附金の内容は何である かと の質問に対し 、 下水道公社の解散に伴

う も ので、 当初の出捐金と 貯金の精算金である と の回答があり ま し た。  

 議案第１ ８ 号については、 合併浄化槽設置補助金は再度不足と なる こ と はないかと の質問に対

し 、 当初２ 件分で予算組みし ていたが３ 件分の申請があっ たため補正し たも のであり 、 ほかに申

請の動き も ないこ と から 今年度については追加補正はないと 考えている と の説明を 受けま し た。  

 ま た、 全体件数ではど のぐ ら いである かと の質問に対し 、 件数については計画変更の途中であ

る ため正確な件数は把握し ていないが、 既に合併浄化槽を 設置さ れている 世帯も 多く 、 今後の申

請は少ない見込みである と の説明を 受けま し た。  

 議案第１ ９ 号については、 基金は毎年積み立てる 必要がある かと の質問に対し 、 利子や余剰金

が出たと き に積み立てる こ と になる と の回答があり ま し た。  

 議案第２ １ 号については、 出産育児一時金増額の理由は何かと の質問に対し 、 健康保険法の改

正に準じ 変更する も のである と の説明を 受けま し た。 保険税未納者への支給についてはど のよ う

な対応を 考えている かと の質問に対し 、 給付の差し 止め等を 定めた要綱を 作成し ており 、 そ れに

よ り 統一し た対応を し ていく 予定である と の回答があり ま し た。  

 議案第２ ３ 号については、 質疑はあり ま せんでし た。  

 次に、 認定第１ 号中所管事項について、 歳入については質疑はあり ま せんでし た。  

 歳出については、 戸籍住民基本台帳費について、 住基カ ード のＰ Ｒ はし ている かと の質問に対

し 、 窓口にチラ シを 置き 町民にＰ Ｒ し ている が、 現在のと こ ろ 身分証明書と なる 程度で活用範囲

が狭く 、 普及拡大については今後の課題である と の説明を 受けま し た。  

 林業総務費について、 有害鳥獣捕獲対策補助金は捕獲実績から 見て適当である かと の質問に対

し 、 当該補助金は猟友会に対し 補助する も のであり 、 捕獲実績ではなく 出動回数等活動に対する

補助である と の説明を 受けま し た。  

 観光費について、 丸山海浜パーク の使用借地について買収の予定はないかと の質問に対し 、 相

手のある こ と でも あり 、 過去から の経緯も 踏ま え検討し ていき たいと の説明があり ま し た。 加え

て、 開設から かなり の年数も 経過し ており 、 町民の憩いの場にも なっ ている こ と から 前向き に検

討し てほし いと の要望があり ま し た。  

 認定第２ 号については、 収納率を 向上さ せる ためにど のよ う な考えがある かと の質問に対し 、
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情報の共有化を 進める こ と も 含め組織と し ての体制整備を 図る 一方で、 未納者に手順を 踏ま え対

応し ていく こ と など 収納対策の強化を 図っ ていく と の説明を 受けま し た。 加えて、 国保税は目的

税である こ と を 認識し 、 収納対策に本気で取り 組んでほし いと の要望があり ま し た。  

 認定第４ 号については、 新し い組織の下で業務の詳細は示さ れている かと の質問に対し 、 現在、

事務レ ベルで協議さ れている 段階であり 、 詳し い内容についてはいま だ示さ れておら ず、 わかり

次第、 報告する と の説明があり ま し た。  

 認定第５ 号については、 過去の滞納分に対する 対応はど う かと の質問に対し 、 滞納者から は分

納契約書を と り 納付さ せる こ と と し ている が、 契約に従わず３ 期分滞納すれば、 現年分同様、 給

水停止する と の説明を 受けま し た。  

 認定第６ 号については、 １ 人当たり の医療給付費、 年間平均及び取扱件数について質問があり 、

医療給付費の年間平均は７ ２ 万８ , ７ ４ ９ 円で、 取扱件数は５ 万６ , １ ２ ７ 件である と の回答があ

り ま し た。  

 認定第７ 号については、 質疑はあり ま せんでし た。  

 認定第８ 号については、 生産物の在庫状況はど う である かと の質問に対し 、 スーパーフ ィ ッ シ

ュ については在庫はないが、 シェ ルスタ ーについてはかなり の在庫を 抱えている と の回答があり

ま し た。 加えて、 在庫の多いも のについては特産品セン タ ーでの販売を 検討さ れる など 、 販路の

拡大に努めてほし いと の要望があり ま し た。  

 認定第９ 号については、 処理施設の維持管理業務及び電気工作物保安管理業務の委託内容につ

いて質問があり 、 両者と も 年間を 通し ての契約で、 維持管理業務については週３ 回の維持管理や

水質検査、 電気工作物保安管理業務については高圧電力を 扱う ためのも のである と の説明を 受け

ま し た。  

 認定第１ ０ 号及び認定第１ １ 号については、 質疑はあり ま せんでし た。  

 以上が、 産業厚生常任委員会に付託を 受けま し た議案の審議結果と 経過であり ま す。 本会議に

おかれま し ても 本委員会の決定ど おり 、 承認ある いは認定いただき ま すよ う お願いいたし ま し て、

委員長報告を 終わり ま す。  

○議長（平岡 正一君）  藤村政嗣総務文教常任委員長。  

○総務文教常任委員長（藤村 政嗣君）  総務文教常任委員会の委員長報告を 申し 上げま す。  

 平成１ ８ 年９ 月１ ５ 日の本会議におき ま し て、 本委員会に付託を 受けま し た議案第１ ３ 号中歳

入全般並びに歳出のう ち 平生町議会委員会条例第２ 条の規定に基づく 所管事項、 地方債、 （ 以下

「 所管事項」 ） 議案第２ ０ 号、 議案第２ ２ 号、 認定第１ 号中平生町議会委員会条例第２ 条の規定

に基づく 所管事項、 （ 以下「 所管事項」 ） 及び認定第３ 号につき ま し て、 ９ 月２ １ 日、 委員会室

において、 町長以下所管課職員の出席を 得て慎重に審議いたし ま し た。 そ の結果と 主だっ た審議
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経過を 報告さ せていただき ま す。  

 ま ず、 採決の結果から 申し 上げま す。  

 議案第１ ３ 号中所管事項、 議案第２ ０ 号、 議案第２ ２ 号については、 すべて全会一致で承認。

認定第１ 号中所管事項及び認定第３ 号についても 、 すべて全会一致で認定する こ と にいたし ま し

た。  

 次に、 そ れぞれの主だっ た審議経過を 報告いたし ま す。  

 ま ず、 議案第１ ３ 号中歳入全般について、 固定資産税増額の理由は何かと の質問に対し 、 可動

性償却資産の増によ る も のである と の説明を 受けま し た。  

 歳出については、 税務総務費の町税還付金について、 冷蔵庫に係る 償還金額及び過徴収分総額

は幾ら になる かと の質問に対し 、 還付金は４ 件分で５ 万５ , ９ ５ ０ 円であり 、 過徴収分総額につ

いては計算し ていないと の回答があり ま し た。 あわせて、 こ のよ う なこ と が起こ ら ないよ う に注

意を 払う こ と はも ち ろ んである が、 仮に起こ っ た場合の対応についても 研究し ていき たいと の説

明を 受けま し た。  

 賦課徴収費の納期前納付について、 対象者は昨年と 比べど う である かと の質問に対し 、 町民税

と 固定資産税を 合わせて昨年よ り ２ ４ ０ 名増加し ている と の回答があり ま し た。  

 消防費について、 防災無線の老朽化に係る 対策はど のよ う に考えている かと の質問に対し 、 現

在、 通信方式がデジタ ル化さ れる 傾向にあり 、 消防同報無線のデジタ ル化にあわせ、 デジタ ル機

器に更新し ていく 予定である と の説明を 受けま し た。  

 議案第２ ０ 号については、 質疑はあり ま せんでし た。  

 議案第２ ２ 号については、 柳井地区広域消防組合の負担金問題は解決し ている かと の関連質問

があり 、 現在、 １ 市３ 町で合意点を 見出すべく 協議を 続けており 、 でき る だけ早いう ち に方向性

を 示し たいと の説明を 受けま し た。  

 次に、 認定第１ 号中所管事項の歳入について、 寄附金の内訳はど う である かと の質問に対し 、

一般寄附については三者よ り ２ ０ ６ 万円、 特定寄附については町制施行５ ０ 周年記念式典、 地域

の力発揮事業、 図書の購入など へ充当し てほし いと の内容で、 ５ ８ 万１ , ０ ６ ５ 円を 受納し てい

る と の説明を 受けま し た。  

 歳出については、 一般管理費の自治会活動費はど のよ う な活動に対し て交付さ れる かと の質問

に対し 、 年間１ 世帯当たり １ , ５ ０ ０ 円の均等割の支給に加え、 自主防災組織の立ち 上げの有無、

会議や環境美化活動など の活動に対し 交付し ている も のである と の説明を 受けま し た。 あわせて、

第四次行革大綱等に基づき 、 行政協力員経費や自治会活動費について一本化する など の見直し を

進めていく 予定である と の説明を 受けま し た。  

 企画振興費について、 芝刈り 機はど こ で使用する かと の質問に対し 、 阿多田公園の芝刈り を は
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じ め、 教育委員会施設等に活用し ている と の説明を 受けま し た。  

 小学校費の遠距離通学費補助について、 夏休み中の愛校当番における 通学費補助金は考えてい

ないかと の質問に対し 、 現在、 休み中の通学は遠距離助成の対象外と さ れている が、 学校が当番

を 決めて登校さ せている こ と から すれば検討の余地がある と の説明を 受けま し た。 加えて、 兄弟

のある 遠距離通学児童の家庭に対し 負担軽減措置を 講じ てほし いと の要望があり ま し た。  

 図書館費の図書購入について、 ど のよ う な基準で図書を 選定し ている かと の質問に対し 、 図書

館流通セン タ ーよ り 出さ れている 新刊案内によ り 、 ジャ ン ルごと に町内の書店から 購入し ている

と の説明を 受けま し た。  

 歴史民俗資料館費について、 特別展示の来館者及び展示物の保管体制はど う かと の質問に対し 、

入館者については毎月２ ５ ０ から ３ ０ ０ 名程度あり 、 保管体制については展示物が高額な絵画等

である と き は保険料を 支払っ ている が、 そ の他の場合は公民館の各サーク ルの展示と いう 形態を

と っ ており 、 費用的にも ほと んど かから ないと の説明を 受けま し た。  

 認定第３ 号に つ いて 、 「 ひ ら お丸」 の 起債償還はいつ ま で続く のか と の質問に 対し 、 平成

２ ３ 年度で終了する と の回答があり ま し た。  

 以上が、 総務文教常任委員会での付託を 受けま し た議案の審議結果と 経過であり ま す。 本会議

におかれま し ても 本委員会の決定ど おり 、 承認ある いは認定いただき ま すよ う お願い申し 上げま

し て、 委員長報告を 終わり ま す。  

○議長（平岡 正一君）  以上で、 委員長報告を 終わり ま す。  

 こ れよ り 、 委員長の報告に対する 質疑に入り ま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。 こ れを も っ て、 質疑を 終了いたし ま す。  

 こ れよ り 、 討論に入り ま す。 ま ず、 本案に対する 反対討論の発言を 許し ま す。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  反対討論なし と 認めま す。  

 次に、 本案に対する 賛成討論の発言を 許し ま す。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  賛成討論なし と 認めま す。 こ れを も っ て、 討論を 終了いたし ま す。  

 こ れよ り 採決に入り ま すが、 ５ 分割にし て採決いたし ま す。  

 ま ず、 議案第１ ３ 号平成１ ８ 年度平生町一般会計補正予算から 議案第１ ９ 号平成１ ８ 年度平生

町介護保険事業勘定特別会計補正予算ま での件を 、 一括起立に よ り 採決いた し ま す。 議案第

１ ３ 号から 議案第１ ９ 号ま での件に対する 委員長の報告は承認であり ま す。 委員長の報告のと お

り 決する こ と に賛成の諸君の起立を 求めま す。  
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〔 賛成者起立〕  

○議長（平岡 正一君）  起立全員であり ま す。 よ っ て、 議案第１ ３ 号から 議案第１ ９ 号ま での件

は、 原案のと おり 可決さ れま し た。  

 次に、 議案第２ ０ 号平生町の職員の勤務時間、 休日及び休暇に関する 条例の一部を 改正する 条

例及び議案第２ １ 号平生町国民健康保険条例の一部を 改正する 条例の件を 、 一括起立によ り 採決

いたし ま す。 議案第２ ０ 号及び議案第２ １ 号に対する 委員長の報告は承認であり ま す。 委員長の

報告のと おり 決する こ と に賛成の諸君の起立を 求めま す。  

〔 賛成者起立〕  

○議長（平岡 正一君）  起立全員であり ま す。 よ っ て、 議案第２ ０ 号及び議案第２ １ 号の件は、

原案のと おり 可決さ れま し た。  

 次に、 議案第２ ２ 号柳井地区広域消防組合規約の変更について及び議案第２ ３ 号町営土地改良

事業の変更についての件を 、 一括起立によ り 採決いたし ま す。 議案第２ ２ 号及び議案第２ ３ 号の

件に対する 委員長の報告は承認であり ま す。 委員長の報告のと おり 決する こ と に賛成の諸君の起

立を 求めま す。  

〔 賛成者起立〕  

○議長（平岡 正一君）  起立全員であり ま す。 よ っ て、 議案第２ ２ 号及び議案第２ ３ 号の件は、

原案のと おり 可決さ れま し た。  

 次に、 認定第１ 号平成１ ７ 年度平生町一般会計歳入歳出決算の認定の件を 、 起立によ り 採決い

たし ま す。 認定第１ 号に対する 委員長の報告は承認であり ま す。 委員長の報告のと おり 決する こ

と に賛成の諸君の起立を 求めま す。  

〔 賛成者起立〕  

○議長（平岡 正一君）  起立全員であり ま す。 よ っ て、 認定第１ 号の件は、 原案のと おり 可決さ

れま し た。  

 次に、 認定第２ 号平成１ ７ 年度平生町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてから 認定第１ １ 号平成１ ７ 年度平生町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定につい

てま での件を 、 一括起立によ り 採決いたし ま す。 認定第２ 号から 認定第１ １ 号ま での件に対する

委員長の報告は承認であり ま す。 委員長の報告のと おり 決する こ と に賛成の諸君の起立を 求めま

す。  

〔 賛成者起立〕  

○議長（平岡 正一君）  起立全員であり ま す。 よ っ て、 認定第２ 号から 認定第１ １ 号ま での件は、

原案のと おり 可決さ れま し た。  

────────────・────・──────────── 
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日程第３．意見書案第１号 

○議長（平岡 正一君）  日程第３ 、 意見書案第１ 号「 出資の受入れ、 預り 金及び金利等の取締り

に関する 法律」 及び「 貸金業の規制等に関する 法律」 の改正を 求める 意見書の件を 議題と いたし

ま す。  

 提出者から 、 提案理由の説明を 求めま す。 山名喬二議員。  

○議員（５番 山名 喬二君）  そ れでは、 御提案いたし ており ま す意見書案第１ 号「 出資の受入

れ、 預り 金及び金利等の取締り に関する 法律」 及び「 貸金業の規制等に関する 法律」 の改正を 求

める 意見書につき ま し て御説明申し 上げま す。  

 個人の破産申し 立て件数が２ ０ ０ ２ 年に２ ０ 万件を 突破し て以来、 ２ ０ ０ ３ 年は２ ４ 万件、

２ ０ ０ ４ 年は２ １ 万件と 依然と し て高水準にあり 、 多重債務問題は自殺者や犯罪を 生み出すなど

深刻な社会問題と なっ ていま す。 こ のよ う な破産者や自殺者、 多重債務者を 生み出す大き な要因

の一つに高金利が上げら れま す。 現在、 我が国の公定歩合は０ . ４ ０ ％、 銀行の貸出約定平均金

利は年２ ％以下と いう 超低金利状況下である にも かかわら ず、 年２ ９ . ２ ％と いう 出資法の上限

金利は異常なま でに高金利と 言わざる を 得ま せん。  

 し かし ながら 、 高金利である こ と がわかっ ていても 消費者金融を 利用する 人も 多く 存在し てお

り 、 リ スト ラ や倒産によ る 失業、 収入減など の厳し い経済状況の中で、 一般住民が安心し て生活

でき る 環境のためには、 出資法の上限金利を 少なく と も 金利制限法の制限金利ま で早急に引き 下

げる こ と が必要である と 考えま す。 ま た、 利息制限法の例外と し て法定以上の任意の金利を 設定

でき る 貸金業規正法第４ ３ 条のみなし 弁済規定は多く の多重債務者を 生み出し ている 要因と 考え

ら れ、 直ち に廃止すべき と 考えま す。 同様に、 出資法の附則によ り 一定の要件を 満たすこ と によ

っ て最高５ ４ . ７ ５ ％の年利を 受け取る こ と を 認めている 日賦貸金業者、 日掛金融への特例は、

厳格に要件を 守ら ず違反行為が横行し 悪質取り 立ての温床にも なっ ている こ と 等から 直ち に廃止

すべき であり 、 あわせて、 電話担保金融は電話加入権が実質的な財産価値を 失っ ており 、 特例を

認める 実益はなく 、 こ れも 廃止すべき と 考えま す。  

 よ っ て、 本町議会は国に対し ま し て、 一般住民が安心し て社会、 経済生活を 送る こ と ができ る

適正な金利規制がなさ れる よ う 、 出資法の上限金利の引き 下げやみなし 弁済規定の撤廃など を 強

く 要望する も のであり ま す。  

 以上、 「 出資の受入れ、 預り 金及び金利等の取締り に関する 法律」 及び「 貸金業の規制等に関

する 法律」 の改正を 求める 意見書につき ま し て、 今回７ 名の提出者を 代表し て提案いたすも ので

あり ま す。 議員の皆様方におかれま し ては経過と 趣旨を 御理解の上、 適切なる 御判断を 賜り ま す

よ う お願い申し 上げま し て、 提案理由の説明を 終わり ま す。  

○議長（平岡 正一君）  こ れを も っ て、 提案理由の説明を 終わり ま す。  
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 こ れよ り 、 意見書案に対する 質疑に入り ま す。 質疑はあり ま せんか。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  質疑なし と 認めま す。 こ れを も っ て、 質疑を 終了いたし ま す。  

 こ れよ り 討論に入り ま す。 ま ず、 本案に対する 反対討論の発言を 許し ま す。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  反対討論なし と 認めま す。  

 次に、 本案に対する 賛成討論の発言を 許し ま す。  

〔 「 なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  賛成討論なし と 認めま す。 こ れを も っ て、 討論を 終了いたし ま す。  

 こ れよ り 、 意見書案第１ 号「 出資の受入れ、 預り 金及び金利等の取締り に関する 法律」 及び

「 貸金業の規制等に関する 法律」 の改正を 求める 意見書の件について、 起立によ り 採決いたし ま

す。 本案は、 原案のと おり 決する こ と に賛成の諸君の起立を 求めま す。  

〔 賛成者起立〕  

○議長（平岡 正一君）  起立全員であり ま す。 よ っ て、 本案は原案のと おり 可決さ れま し た。  

────────────・────・──────────── 

日程第４．議員派遣の件 

○議長（平岡 正一君）  日程第４ 、 議員派遣の件を 議題と いたし ま す。  

 お諮り いたし ま す。 議員派遣の件についてはお手元に配布の文書のと おり と いたし たいと 思い

ま す。 こ れに御異議あり ま せんか。  

〔 「 異議なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  御異議なし と 認めま す。 よ っ て、 議員派遣についてはお手元に配布の文

書のと おり と する こ と に決し ま し た。  

────────────・────・──────────── 

日程第５．常任委員会の閉会中の所管事務等の調査 

○議長（平岡 正一君）  日程第５ 、 常任委員会の閉会中の所管事務等の調査の件を 議題と いたし

ま す。  

 会議規則第６ ７ 条第１ 項の規定によ っ て、 産業厚生常任委員長及び総務文教常任委員長から お

手元に配布のと おり 、 閉会中の継続調査の申し 出があり ま す。  

 お諮り いたし ま す。 各常任委員長から 申し 出のと おり 閉会中の継続調査と する こ と に御異議あ

り ま せんか。  

〔 「 異議なし 」 と 呼ぶ者あり 〕  

○議長（平岡 正一君）  御異議なし と 認めま す。 し たがいま し て、 各常任委員長から 申し 出のと
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おり 閉会中の継続調査と する こ と に決し ま し た。  

────────────・────・──────────── 

○議長（平岡 正一君）  以上を も っ て、 本定例会に付議さ れま し た案件の審議は全部終了いたし

ま し た。  

 こ れにて、 平成１ ８ 年第４ 回平生町議会定例会を 閉会いたし ま す。  

午前10時31分閉会 

────────────────────────────── 
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